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○ 基本計画の名称： 水戸市中心市街地活性化基本計画 

  

○ 作成主体： 茨城県水戸市 

  

○ 計画期間： 2016（平成28）年7月から2022（令和4）年3月（5年9か月） 

  

1．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

 

［1］水戸市の概要 

 

（1）位置，地勢 

水戸市は，首都東京から北東へ約 100 キロメートルの距離にあり，関東平野の北東端に位置する

茨城県庁の所在地であり，東経 140 度 28 分，北緯 36 度 22 分の地点を中心に市街地が形成され，

地質は低地が沖積層，台地が洪積層よりなっている。 

東には大洗海岸，西には筑波や日光の山々，北には八溝や阿武隈の山々，そして南には関東平野

の一部を成す広々とした常陸台地が望める。 

市の北側はひたちなか市，那珂市，城里町に接し，東側は大洗町，南側は茨城町，西側は笠間市

に接していて，地形は低地地区の南東部，台地地区の中央部，丘陵地区の北西部に分けられる。 

 

図 1 水戸市の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市域面積】 217.32k ㎡ 

東西 23.7km 

南北 18.2km 

 

【市役所の位置】 

東経 140°28′17″ 

北緯  36°21′57″ 
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（2）市全体及び中心市街地の沿革（まちの成り立ち） 

水戸の「まち」の起源は，平安時代末期，常陸大掾一族の馬場小次郎資幹が，現在の水戸城跡に

館を構築したことに始まるといわれている。その後，1869（明治 2）年の版籍奉還まで，水戸城を

中心とする水戸地域は一貫して常陸国の中心地のひとつとして栄えた。その支配者は馬場（大掾）

氏，江戸氏，佐竹氏と変遷し，17 世紀，天下が徳川の世となってからは，1609（慶長 14）年に徳

川家康公により，その第 11 子頼房公が水戸城主 25万石に封ぜられた。これより水戸は，徳川御三

家の一つである水戸徳川家の城下町として，関東では江戸に次ぐ城市として拡大整備され，今日の

町割の原型が形成された。この 260 年に及ぶ水戸徳川家の治世ののち，廃藩置県と県の統廃合によ

る茨城県の誕生とともに県庁が置かれ，1889（明治 22）

年の市制町村制施行に伴い，横浜市など全国 31市の一

つとして「水戸市」が誕生した。 

現在の市街地の原型ともいうべき街並みが形成され

たのは，水戸藩第２代藩主徳川光圀公の寛文年間であ

る。馬の背状の台地に広がっている当時の上市西側（現

在の泉町，大工町，金町など）では町屋があったが，

上市東側（現在の三の丸，南町，宮町，大町など）は

武家屋敷のみであり，商業地として栄えたのは，上市

から町人町が移された下市であった。低地を埋め立て

た下市は交通の要衝で，問屋街ができ，市が立って活

況を呈した。 

明治になると水戸駅の開設など，交通体系の再編成が行われ，上市へ商業の中心核が移っていっ

た。明治期の２度にわたる大火を経て，上市では武家屋敷から商家への切り換わりが進み，現在の

国道 50 号の原型が出来上がった。大正以降はこの通りが拡幅され，路面電車が走るなど上市の市

街地としての地位が確立していった。1945（昭和 20）年には水戸大空襲により市街地の大半を焼失

したが，その後の戦災復興都市計画により現在の国道 50 号が水戸の都市軸として位置付けられ，

昭和 40 年代から 50年代にかけて，建築物の高層化と大型小売店の進出が進み，50年代後半以降は

南町から大工町にかけての市街地に加え，駅前地区が発展した。近年では水戸駅南口特定再開発事

業の進捗により，駅南口のにぎわいが増している。 

2011（平成 23）年 3 月 11 日の東日本大震災では，本市においても，震度 6 弱の強い揺れに襲わ

れ，人命を含む甚大な被害を受けた。市庁舎をはじめとする公共施設の復旧・復興も道半ばである

中で，2014（平成 26）年 3 月に策定された水戸市第６次総合計画では，「笑顔あふれる安心快適空

間 未来に躍動する 魁（さきがけ）のまち・水戸」を将来都市像として掲げ，従来の中心市街地に

偕楽園，千波湖等を含むエリアを加えた区域を水戸都市圏における広域的な拠点性を持つ「都市核」

として設定したところである。 そして，2015（平成 27）年 3月には，総合計画に基づき都市核を

計画区域とする中長期的視点に立った活性化の計画として水戸市中心市街地活性化ビジョンを策

定し，にぎわいあふれる市街地の再生に向けた取組を進めているところである。 

図 3  現在の市街地 

 

【都市核】 

水戸市中心市街地活性化ビジョン 

計画区域：約 570ha 

【中心市街地（都市中枢ゾーン）】 

水戸市中心市街地活性化基本計画 

計画区域：約 157ha 

図 2  元禄期（1688-1704）の水戸城下町図

市街地 



3 

 

 

（3）都市核及び中心市街地（都市中枢ゾーン）の歴史的・文化的役割 

①歴史的資源 

歴史的資源は，主に，水戸駅北口にほど近い弘道館周辺及

び南西部の偕楽園周辺に分布している。 

中心市街地（都市中枢ゾーン）に立地する弘道館は，水戸

藩第 9代藩主徳川斉昭公によって創設された藩士の子弟教育

の場で，国内最大規模の藩校として知られ，国の特別史跡及

び重要文化財に指定されているほか，2015（平成 27）年 4月

には日本遺産に認定されている。周辺は，三の丸歴史ロード

として整備され，水戸城の土塁・塀や薬医門などがあり，城跡の面影をしのぶことができる。ま

た，義公生誕の地（黄門神社）などの史跡も残されているほか，水戸市水道低区配水塔や水戸東

武館などの歴史的建造物もある。 

中心市街地（都市中枢ゾーン）の周辺には，弘道館と一対の教育施設であり，1842（天保 13）

年 7月，徳川斉昭公が「衆と偕（とも）に楽しむ場」として開園した偕楽園がある。高台に位置

する本園は国の史跡及び名勝に指定され，千波湖を借景に市内随一の美しい景観が広がり，金沢

の兼六園，岡山の後楽園と並ぶ日本三名園の一つとして全国から観光客が訪れている。 

 

図 4 都市核及び中心市街地（都市中枢ゾーン）の歴史的資源の分布状況 
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②文化的資源 

文化施設については，水戸駅北口近辺に，茨城県立図書館，常陽藝文センターなどが立地し，

中心市街地（都市中枢ゾーン）の中央部には，水戸芸術館をはじめとして，水戸市立中央図書館，

水戸市立博物館，水戸市国際交流センターなどが集積し，文化的なエリアを形成している。 

中心市街地（都市中枢ゾーン）において文化的資源の核となる水戸芸術館は，水戸市制施行 100

周年を記念して，1990（平成 2）年に開館した複合文化施設である。市民が憩うことができる広

場を中心に，コンサートホールＡＴＭ，ＡＣＭ劇場，現代美術ギャラリーが配置されている。音

楽・演劇・美術の各分野が独立した活動を行う専用空間を持つと同時に，互いに触発しあうこの

施設は，水戸の芸術活動の本拠地として，本市における芸術・文化を世界に向けて創造・発信し

てきた。 

特に水戸芸術館の専属楽団である「水戸室内管弦楽団」は，世界

的に知られる指揮者である小澤征爾氏のもと優れた音楽家たちをメ

ンバーとして，ヨーロッパツアーも行うなど国内外で幅広く活動し，

世界的にも高い評価を受けている。小澤氏は 2013（平成 25）年度よ

り芸術館館長に就任し，今後更なる活動の充実が期待されている。 

このほか，中心市街地（都市中枢ゾーン）の周辺では，中心市街

地から南側の千波湖周辺の公園エリアにおいて，茨城県立近代美術

館や県民文化センターが立地しているほか，西側において，東町運

動公園，県立歴史館等がスポーツ・歴史・文化の複合的な集積を成

している。 

 

 

図 5 都市核及び中心市街地（都市中枢ゾーン）及び周辺の文化的資源の分布状況 
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③その他社会的資源 

行政機関は，1999（平成 11）年に茨城県庁が中心市

街地（都市中枢ゾーン）から移転したものの，水戸駅北

側の三の丸周辺には茨城県三の丸庁舎や水戸税務署，水

戸警察署など，水戸駅南側には水戸市役所，茨城県水戸

合同庁舎など，現在でも数多く集積している。また市立

三の丸小学校，市立第二中学校，県立水戸第一高等学校

等をはじめとした小・中学校，高等学校等の教育施設が

集積しているほか，地域におけるコミュニティ活動の拠

点として三の丸及び五軒市民センター，子どもから高齢

者までが交流する拠点として，大町子育て支援・多世代

交流センター（わんぱーく・みと）が立地している。 

医療機関としては，2000（平成 12）年に水府病院が中心市街地（都市中枢ゾーン）から移転し

たが，総合病院として水戸協同病院が立地しており，地域住民のみならず広域的な医療拠点とし

て重要な役割を果たしている。 

さらに本市は，中心市街地（都市中枢ゾーン）の南側に広大な公園エリアを有しているという

特色がある。千波湖と偕楽園を含む一帯は，市街地に隣接する都市公園として，水と緑にあふれ

た市街地景観を生み出すとともに市民の憩いの場となっている。 

 

図 6 都市核及び中心市街地（都市中枢ゾーン）の社会的資源の分布状況 
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表 1 都市核及び中心市街地（都市中枢ゾーン）の主要な歴史的・文化的・社会的資源一覧 

種  類 名  称 

歴史的資源 

水戸城跡（塁及び濠），旧水戸城薬医門，東照宮，彰考館跡， 

偕楽園，常磐神社，旧弘道館，義公生誕の地，藤田東湖生誕の地， 

水戸東武館，水戸市水道低区配水塔など 

文化的資源 

水戸芸術館，茨城県立歴史館，茨城県近代美術館，県民文化センター， 

水戸市平和記念館，水戸市立中央図書館，水戸市立博物館， 

常陽藝文センター，みと文化交流プラザ，常陽史料館， 

水戸市国際交流センターなど 

そ
の
他
社
会
的
資
源 

行政機関等 

水戸市役所，三の丸市民センター，五軒市民センター，水戸税務署， 

水戸地方検察庁，水戸地方法務局，関東財務局水戸財務事務所， 

水戸警察署，水戸中央郵便局，茨城県水戸合同庁舎， 

子育て支援・多世代交流センター（わんぱーく・みと）など 

医療施設 水戸協同病院，志村病院など 

学
校
等 

幼稚園 
水戸市立五軒幼稚園，茨城大学教育学部附属幼稚園 

私立聖母幼稚園，私立愛恩幼稚園 

保育所 水戸市立杉山保育所 

認定こども園 フレンド少友幼稚園 

小学校 
茨城大学教育学部附属小学校，水戸市立三の丸小学校， 

水戸市立五軒小学校 

中学校 水戸市立第二中学校 

高等学校 
茨城県立水戸第一高等学校，茨城県立水戸第二高等学校， 

茨城県立水戸第三高等学校，大成女子高等学校，常磐大学高等学校 

専門学校

等 

文化デザイナー学院，リリー保育福祉専門学校，日建学院水戸校， 

茨城県中央理容美容専門学校，大原医療福祉専門学校水戸校， 

水戸駿優予備学校，中央美術研究所 

 

 

表 2 都市核及び中心市街地（都市中枢ゾーン）における主な公共公益施設の立地動向（H27.10 時点） 

年月日 立地動向 

1991（平成 2）年 3 月 

1993（平成 5）年 3 月 

1998（平成 10）年 4月 

1999（平成 11）年 4月 

2000（平成 12）年 12 月 

2006（平成 18）年 3月 

2007（平成 19）年 4月 

2009（平成 21）年 4月 

2012（平成 24）年 1月 

2013（平成 25）年 5月 

五軒小学校跡地に「水戸芸術館」オープン（五軒町） 

水戸駅北口再開発ビル（マイム）竣工（宮町・丸井水戸店） 

国際交流センターオープン（備前町） 

茨城県庁が三の丸から笠原町に移転（現茨城県三の丸庁舎） 

水府病院が大町から赤塚駅北口へ移転 

泉町 1丁目南地区市街地再開発事業竣工（泉町） 

水戸市大町子育て支援・多世代交流センター「わんぱーく・みと）オープン（大町） 

水戸協同病院が筑波大学附属病院水戸地域医療教育センターを開設（宮町） 

水戸市役所三の丸臨時庁舎開設（三の丸 1 丁目） 

大工町 1 丁目地区市街地再開発事業竣工（大工町） 
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［2］水戸市の現状に関する統計的なデータの把握・分析 

 

（1）水戸市全体，中心市街地（都市中枢ゾーン）に分けた人口動態等 

①人口・世帯等 

水戸市の人口は，2005（平成 17）年の内原町との合併後においても，概ね微増傾向を維持して

おり，2015（平成 27）年 10 月時点で約 27 万 1 千人となっている。 

中心市街地（都市中枢ゾーン）の人口については，2015（平成 27）年 10 月で図 7 のとおり約

6,700 人となっており，2000（平成 12）年頃に底を打った後は，マンション建設の影響等もあり，

概ね増加傾向で推移している。1980（昭和 55）年頃の約 8,400 人と比較すると約 1,700 人の減少

となっており，長期的な減少からは脱せずにいるものの，水戸市内人口に占める割合はゆるやか

な上昇を続けている。 

中心市街地（都市中枢ゾーン）の世帯数については，図 8のとおり約 3,500 世帯であるが，人

口と同様に底を打った 2000（平成 12）年から 2015（平成 27）年までの 15 年間で約 700 世帯増

加しており，増加率は約 27 パーセントとなっている。この期間における人口の増加数は約 700

人と世帯数増加数と同程度であり，世帯当たり平均人員数も図 9のとおり，2000（平成 12）年の

2.18 人から 2015（平成 27）年には 1.92 人へ減少するなど，単身世帯等の増加が顕著となってい

る現状が認められ，図 10 にあるように，高齢化率も高い割合で推移しているほか，また地域別

にみると，図 11 及び 12のとおり中心市街地（都市中枢ゾーン）西部での高齢化の進行が進んで

いること，周辺地区を含め，近年にマンションが建設された地域において人口の増加が大きくな

る傾向が見てとれる。 

 

図 7 中心市街地（都市中枢ゾーン）の居住人口推移 
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（資料：常住人口／水戸市） 
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図 8 市全域・中心市街地（都市中枢ゾーン）の世帯数推移 

 

 

図 9 市全域・中心市街地（都市中枢ゾーン）・全国の世帯当たり平均人員数推移 

 

図 10 中心市街地（都市中枢ゾーン）の年齢層別人口割合推移 
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（資料：住民基本台帳人口／水戸市） 
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図 11 中心市街地（都市中枢ゾーン）の町丁別高齢化率 

 

 

 

図 12 中心市街地（都市中枢ゾーン）の町丁別人口増減率 

 

 

 

（資料：住民基本台帳人口／水戸市） 

（資料：町丁別人口ほか／水戸市） 

平成 17 年・25 年比較（各年 10 月 1日時点） 
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（2）経済活力関係 

①小売商業・対消費者サービス業・飲食業関係 

・商業の状況 

中心市街地（都市中枢ゾーン）における商業店舗数の推移をみると，図 13のとおり 1988（昭和 63）

年の約 940 店舗と比較して，2014（平成 26）年は約 490 店舗と，半数近くまで減少している。また市

全域の商業店舗数に対する中心市街地（都市中枢ゾーン）の店舗数の割合をみると，1988（昭和 63）

年には約 20 パーセントであったものが，2014（平成 26）年には約 14パーセントにまで減少しており，

同じく従業者数（図 14）においても減少の傾向を示している。 

また売場面積の推移においても，市全域としては拡大傾向にあるにもかかわらず，中心市街地（都

市中枢ゾーン）では減少傾向が続き（図 15），1988（昭和 63）年には市全域に対して約 40パーセント

を占めていたものが，2012（平成 24）年には約 18 パーセントまで減少しているほか，商品販売額に

おいても，1988（昭和 63）年には市全域に対して約 18 パーセントを占めていたものが，2012（平成

24）年には約 10 パーセントまで減少し（図 16），同様の傾向となるなど，商業集積としての機能低下

が課題となっており，消費形態の変化，郊外部への大規模小売店舗の立地等による影響が大きいと考

えられる。 

これらの数値のうち，2009（平成 21）年以降については，商業統計と経済センサス基礎調査との調

査方法に相違があることから，数値の単純比較はできないものの，減少または低下の傾向は継続して

いると考えられる。 

 

 

図 13 市全域と中心市街地（都市中枢ゾーン）の卸売・小売店舗数推移 
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図 14 市全域と中心市街地（都市中枢ゾーン）の卸売・小売業従業者数推移 

 

 

図 15 市全域と中心市街地（都市中枢ゾーン）の小売売場面積推移 

 

 

 

34,249 
37,251 36,332 35,611 

33,873 33,556 
30,834 

36,782 

32,623 33,616 

7,008 7,159 6,701 5,771 5,207 4,864 
3,418 4,172 3,741 3,610 

20.5%
19.2%

18.4%

16.2%
15.4%

14.5%

11.1% 11.3% 11.5% 10.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

S63 H3 H6 H9 H14 H16 H19 H21 H24 H26
（
人
） 水戸市全域従業者数 中心市街地（都市中枢ゾーン）従業者数 中心市街地（都市中枢ゾーン）が占める割合

298,830 
324,568 

350,080 372,687 

434,221 425,798 
457,897 

395,083 

120,523 118,096 115,516 108,743 114,433 
89,043 79,202 72,420 

40.3%

36.4%

33.0%

29.2%
26.4%

20.9%

17.3% 18.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

 450,000

 500,000

S63 H3 H6 H9 H14 H16 H19 H24（
㎡)

水戸市全域売場面積 中心市街地（都市中枢ゾーン）売場面積 中心市街地（都市中枢ゾーン）が占める割合

1,958,637 

2,279,929 

2,047,778 1,973,064 

1,345,340 1,362,791 

1,520,141 1,569,584 

358,473 
438,752 

315,354 335,486 
240,815 229,285 185,228 163,968 

18.3%
19.2%

15.4%
17.0%

17.9%

16.8%

12.2%
10.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

S63 H3 H6 H9 H14 H16 H19 H24

（
百
万
円
） 水戸市全域年間商品販売額 中心市街地（都市中枢ゾーン）年間商品販売額 中心市街地(都市中枢ゾーン)が占める割合
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（資料：～H19 まで商業統計・H24 は経済センサス活動調査による参考値／経済産業省） 

 

（資料：～H19 まで商業統計・H21 以降は経済センサスによる参考値／経済産業省） 

 

（資料：～H19 まで商業統計・H24 は経済センサス活動調査による参考値／経済産業省） 
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・大規模小売店舗の状況 

大規模小売店舗については，店舗面積 10,000 ㎡を超える市内 7店舗のうち『京成百貨店』『ＭＹＭ

（丸井水戸店）』『水戸駅ビル エクセル』の 3 店舗が立地し，大規模小売店舗の平均規模も市全域と

比較して大きくなっているが，『リヴィン』（2009（平成 21）年 3月），『ミーモ』（2014（平成 26）年

2月），水戸サウスタワー内『ヤマダ電機 LABI 水戸店』（2015（平成 27）年 5月）などの相次ぐ撤退，

閉店もあり，店舗数，売場面積とも減少傾向にある（表 3～5，図 17）。対照的に 2005（平成 17）年

の『イオンモール水戸内原』の出店をはじめ，水戸市中心部から 10 ㎞圏にあるひたちなか市で大型

商業施設が新設されるなど，車社会を背景とした郊外部への立地がみられる（図 18，表 6）。 
 
 

表 3 市内大規模小売店舗（1,000 ㎡超）一覧（H27.5 時点） 

                        ※色つき部分は中心市街地（都市中枢ゾーン）内の店舗 
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表 4 市全域と中心市街地（都市中枢ゾーン）の大規模小売店舗立地状況比較（H27.5 月時点） 

  水戸市全域 
中心市街地 

（都市中枢ゾーン） 

中心市街地 

（都市中枢ゾーン）の 

占有率 

店舗数 62  5  0.08  

店舗面積合計（㎡） 329,606  71,986  0.22  

1 ㎢あたりの店舗数 0.30  3.75  － 

平均店舗面積（㎡） 5,316.23  14,397.20  － 

※1㎢あたりの店舗数は，水戸市全域の面積を 217.4 ㎢， 
 

  中心市街地（都市中枢ゾーン）面積を 1.6 ㎢として算出した。 
 

 

 

図 17 中心市街地（都市中枢ゾーン）の大規模小売店舗立地数及び店舗面積推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5 中心市街地（都市中枢ゾーン）の大規模小売店舗等出退店状況 

年月日 出店及び閉店等の状況 

1985（昭和 60）年 3月 

1993（平成 5）年 3 月 

1993（平成 5）年 8 月 

1994（平成 6）年 

1997（平成 9）年 

2003（平成 15）年 2月 

2004（平成 16）年 5月 

2005（平成 17）年 10 月 

2006（平成 18）年 3月 

2006（平成 18）年 4月 

2007（平成 19）年 5月 

2007（平成 19）年 10 月 

2008（平成 20）年 11 月 

2009（平成 21）年 3月 

2011（平成 23）年 6月 

2013（平成 25）年 5月 

2015（平成 27）年 5月 

水戸駅ビル「エクセル」オープン（水戸駅北口） 

「丸井水戸店」移転オープン（水戸駅北口） 

「ユニー水戸店」閉店 

「高島屋ストア水戸店」閉店 

水戸駅ビル「エクセル」増築（水戸駅北口） 

「ボンベルタ伊勢甚」閉店（泉町） 

「田原屋水戸店」閉店（南町） 

「ダイエー水戸店」閉店（南町） 

「京成百貨店」移転オープン（泉町） 

「COMBOX310」オープン（水戸駅南口） 

「サントピア」閉店（南町） 

「ミーモ（ＭＩＭＯ）」オープン（南町） 

「水戸サウスタワー」オープン（水戸駅南口） 

「リヴィン水戸店」閉店（三の丸） 

「エクセルみなみ」オープン（水戸駅南口） 

「ミーモ（ＭＩＭＯ）」閉店（南町） 

水戸サウスタワー内「ヤマダ電機 LABI 水戸」閉店（水戸駅南口） 
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図 18 水戸市内及び近郊大規模小売店舗の分布状況（H28.2 月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6 近年立地した郊外の大型商業施設 

（H28.2 月時点：店舗面積 5,000 ㎡以上，隣接市町含む） 

郊外に立地した大型商業施設 新設時期 立地場所 

フレスポ赤塚 2005（平成 17）年 3月 河和田 1 丁目 

ヨークタウン赤塚 2005（平成 17）年 4月 姫子 2丁目 

イオンモール水戸内原 2005（平成 17）年 11 月 内原町 

ツインズ笠原 2006（平成 18）年 10 月 小吹町 

イオンタウン水戸南 2007（平成 19）年 3月 東茨城郡茨城町長岡 

水戸笠原ショッピングセンター 2007（平成 19）年 4月 笠原町 

ライフスクエアロゼオ水戸 2009（平成 21）年 4月 笠原町 

スーパービバホーム水戸県庁前店 2009（平成 21）年 4月 笠原町 

ケーズデンキシーサイドひたちなか 2011（平成 23）年 2月 ひたちなか市新光町 

東京インテリア家具ひたちなか店 2011（平成 23）年 2月 ひたちなか市新光町 

蔦谷書店ひたちなか店 2012（平成 24）年 10 月 ひたちなか市新光町 

コストコひたちなか倉庫店 2014（平成 26）年 4月 ひたちなか市新光町 

桜の郷ショッピングセンター 2015（平成 27）年 2月 茨城町長岡 
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・商店街の状況 

商業機能・にぎわいづくりの中核を成す商店街団体（商店会及び商店街振興組合）については，

市内商店街団体 25 団体のうち 17 団体が集中している。これら商店街団体は主として国道 50 号

を軸に展開しており，図 19 に見られるとおり単線型で約 2 ㎞という，ひと続きの商店街として

は極めて長い街区を形成しているが，廃業店舗の増加などを背景に会員数及び団体数が減少する

など（図 20），厳しい状況が続いている。 

 
図 19 中心市街地（都市中枢ゾーン）の商店街団体区域概略図（H26.7.1 時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 20 中心市街地（都市中枢ゾーン）の商店街団体・会員店舗数の推移 
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（資料：水戸市商店会連合会会員名簿／一社）水戸市商店会連合会） 

（資料：水戸市商店会連合会会員名簿／一社）水戸市商店会連合会） 

 ※各団体の区域は，会員店舗の多くが集積する範囲とする 
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・空き店舗の状況 

中心市街地（都市中枢ゾーン）における空き店舗率は，図 21 に見られるとおり東日本大震災

のあった 2011（平成 23）年以降に上昇傾向が強まり，2016（平成 28）年 3月時点で 22.0 パーセ

ントとなっており，5 年前の 2010（平成 22）年 3月時点の 15.2 パーセントと比較して約 7 パー

セント上昇している。特に飲食店等が密集する繁華街である大工町地区では 30 パーセントを超

えており，空き店舗の増加が著しい状況となっている。 

 

図 21 中心市街地（都市中枢ゾーン）の空き店舗率推移 

 

 

図 22 空き店舗調査実施エリア 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

全 体 平 均 14.8% 15.2% 15.2% 16.8% 18.1% 21.1% 21.4% 22.0%

水戸駅周辺エリア 13.1% 16.3% 14.8% 21.9% 23.6% 23.4% 22.9% 24.8%

南町周辺エリア 13.6% 14.8% 13.5% 12.2% 14.5% 14.8% 17.9% 18.0%

泉町周辺エリア 17.0% 14.6% 15.8% 14.3% 14.7% 17.7% 17.6% 19.3%

大工町周辺エリア 14.9% 16.1% 18.1% 23.9% 24.7% 35.6% 32.4% 30.9%

（資料：空き店舗調査／水戸市） 

 

※ここでの空き店舗とは，不特定多数の人が購入・賃貸・サービスなどの利用目的で入店できる 

建物の 1 階部分を対象（事務所は除き，大型店は全体で 1 とする）とし，調査は目視による。 

※各年度 2月または 3 月に実施。 
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②観光関係 

水戸市全体の観光客数は， 2006（平成 18）年度以降，年間 370～390 万人台で推移し，2009（平

成 21）年度には 400 万人を突破したが，2010（平成 22）年度は東日本大震災の影響により約 337

万人，2011（平成 23）年には更に減少し，約 266 万人となった。2012（平成 24）年には約 314 万

人と，前年度比約 48 万人，約 18 パーセント増加したが，震災前の水準には回復していない。 

「水戸の梅まつり」や「水戸黄門まつり」などの主要イベントの来客動員数は，2012（平成 24）

年度で約 185 万人となっている。これは 5年前の 2007（平成 19）年度の約 251 万人と比較すると，

約 66万人，約 26 パーセントの減少であり，主要イベント中最高の来客動員数を記録してきた「水

戸の梅まつり」の来客動員数が震災以降回復していないことが主な要因となっている。 

震災後は，中心市街地（都市中枢ゾーン）で水戸まちなかフェスティバルが開催されるように

なったほか，全国梅酒まつり in 水戸やみとちゃんお誕生会など，新たなイベントの開催や既存の

祭り等のリニューアルの積極的な実施，水戸市マスコットキャラクター「みとちゃん」による本

市のイメージ向上など，さまざまな施策に取組むことにより，徐々にではあるが回復が見られて

いる。 

図 23 水戸市における入込観光客数 

 

 

   ・観光資源 

中心市街地（都市中枢ゾーン）には，水戸の歴史の象徴であり日本遺産に認定された日本最大

規模の藩校である弘道館のほか，水戸の芸術活動の本拠地である複合文化施設の水戸芸術館が立

地するなど，これまで重層的に育まれてきた歴史・芸術等の資源が数多く存在している。 

また，周辺には，金沢の兼六園，岡山の後楽園と並び日本三名園の一つと称される偕楽園とと

もに，隣接する千波湖を中心とした広大な公園があり，自然豊かなエリアとなっている。その市

内随一の美しい景観を求め，市民の憩いの場として利用されるのみならず，全国から多くの観光

客が訪れるなど，にぎわいが創出されるエリアである。  

 

表 7 周辺の主要な観光資源 

名  称 

水戸城跡（塁及び濠），旧水戸城薬医門，東照宮，彰考館跡，偕楽園，偕楽園公園， 

常磐神社旧弘道館，義公生誕の地，藤田東湖生誕の地，水戸市水道低区配水塔， 

水戸芸術館，茨城県立歴史館，茨城県近代美術館，県民文化センター 

 

 

3,728,000 

3,752,500 

3,891,300 4,025,800 

3,366,600 

2,658,200 

3,144,400 

3,426,800 

3,426,000 

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26［人］ 
（資料：観光動態調査／茨城県） 

H22 までは年度集計．H23 以降は暦年集計 
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・主なまちなかイベント等 

中心市街地（都市中枢ゾーン）で行われる主なイベントとしては，「水戸黄門まつり」が挙げ

られる。「水戸黄門まつり」は，1961（昭和 36）年に水戸の七夕黄門まつりとして始まったまつ

りで，毎年 8 月の第 1 金・土・日の 3 日間に開催されている。 まつり期間中には，千波湖で約

4,500 発以上の花火，山車巡行，神輿渡御，水戸黄門パレード，市民カーニバルなどのイベント

が開催され，毎年 100 万人近くの入込客数を誇る。 

また近年では，商店街団体，市民団体や NPO 法人が主体となった様々なイベントが開催され，

まちなかの新たなにぎわい創出に寄与しているところであり，中心市街地（都市中枢ゾーン）の

南町自由広場や水戸芸術館広場などでは，毎月多くのイベントが開催されている。 

その中の一つ「水戸まちなかフェスティバル」は，歩いて楽しめるにぎわい空間創出，商店街

振興，市民が主体となった中心市街地活性化等を目的として，2012（平成 24）年より開催されて

いる。メインストリートである国道 50 号に歩行者天国区間を設け，商店街のほか市内で活動す

る団体を中心に数多くのイベント・ステージが一度に開催される。 

中心市街地（都市中枢ゾーン）周辺においては，偕楽園を主会場として，約 100 種 3,000 本の

梅が早春を告げる「水戸の梅まつり」が，2 月下旬から 3 月下旬に開催されている。期間中は，

偕楽園臨時駅が開設されるほか，全国梅酒まつり，夜・梅・祭，野点茶会，水戸の梅大使・水戸

黄門一行との写真撮影サービスなどのイベントも行われ，全国から多くの観光客を呼び込んでい

る。「水戸の梅まつり」期間中には，中心市街地（都市中枢ゾーン）の弘道館においても，琵琶

演奏や武道演武，水戸史学に関する公開講座など，関連イベントが開催され，多くの観光客が訪

れている。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水戸黄門まつり 水戸の梅まつり 

水戸まちなかフェスティバル 
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表 8 主なまちなかイベント等一覧（平成 27 年 1 月～12 月） 

1 月 2 月 

・明けまして，泉町！（泉町会館） 
・偕楽園お茶会（偕楽園） 

・水戸室内管弦楽団定期演奏会（芸術館） 
・新春親子オセロ大会（トモスみと） 

・チョコレートフェスティバル（トモスみと） 
・三店ものがたり（中心市街地（都市中枢ゾーン）内店舗等） 

・MITOコン（水戸駅～泉町） 
・みとマラソン（千波湖） 
・黄門さまの台所（千波湖） 

・納豆早食い世界大会（千波湖畔親水デッキ） 
・梅香径／まちなかステージ（水戸駅北ロペデ） 
・水戸の梅まつり（偕楽園 ～3月） 

・シネポートシアターmito（トモスみと） 
・千波湖ロードレース（千波湖畔） 

3 月 4 月 

・みとまちなかパン＆スウィーツ工房スタンプラリー 
・三の丸さんさん祭り（三の丸市民センター） 

・梅香径／まちなかステージ（水戸駅北ロペデ） 
・水戸の梅まつり梅酒大会（常磐神社） 
・夜・梅・祭（偕楽園） 

・MITOコン（南町コミュニティ） 
・水戸バー・バル・バール（下市～上市） 

・スプリングフェスティバル in 水戸 

・お堀の桜のライトアップ 
・大好きいばらき ふれあいまつり（三の丸庁舎広場） 
・水戸のつつじまつり（偕楽園など ～5 月） 

・アートフェスタ in みと vol１（南町自由広場） 

5 月 6 月 

・ちびっこ広場（偕楽園公園四季の原） 
・シネポートシアターmito（トモスみと） 

・あおぞらクラフトいち Spring in 水戸（芸術館） 
・ｸﾞﾛｰｶﾙﾌｪｽﾀいばらき 2015 in 水戸（南町自由広場） 
・小さなキャンドルナイト（南町自由広場） 

・水戸デザインプロジェクト（芸術館広場） 
・アカペラフェスティバル in 水戸（芸術館） 

・100 万人のキャンドルナイト（芸術館広場） 
・水戸市芸術祭（芸術館等） 
・シネポートシアターmito（トモスみと） 

7 月 8 月 

・納豆の日イベント（駅南口ペデストリアンデッキ） 
・水戸市芸術祭（芸術館等） 

・JAZZ NIGHT LIVE 2015（南町2） 
・まちなかステージ（水戸駅北口ペデ） 
・五軒ｻﾏｰﾅｲﾄｺﾝｻｰﾄ＆ふれあいまつり（芸術館広場） 

・夏休み子どもミュージアム（市立博物館） 
・やなせたかしの世界展（県近代美術館） 
・ビアフェスタ水戸×肉フェスタ水戸（南町自由広場） 

・水戸黄門まつり 
・32CAMP2014（西の谷公園） 
・いばらきカレーバトル in 水戸（三の丸庁舎広場） 

・水戸市芸術祭（芸術館等） 
・MITOコン（水戸駅～泉町） 
・シネポートシアターmito（トモスみと） 

・歴史館まつり（県立歴史館） 
・カフェ・イン・水戸Ｒ（～10月 芸術館等） 
・水戸クラフトビールまつり 201５ in 東照宮 

・偕楽園音楽祭（偕楽園公園） 

9 月 10月 

・水戸の萩まつり（偕楽園） 

【MITO CREATIVE WEEK】 

○水戸短編映像祭＋水戸映画祭（芸術館） 
○あおぞらクラフトいち Autumn in 水戸（芸術館） 
○シネポートシアターmito（トモスみと） 

・水戸バー・バル・バール（下市～上市） 
・茨城県酪農フェスティバル（県三の丸庁舎広場） 

・MITOコンプレミアム（南町） 

・お茶は茨城 食も茨城（芸術館広場） 
・スーパードリームレイクコンサート（千波湖） 
・千波湖スポーツフェスティバル 

・水戸の菊花展（三の丸庁舎広場） 
・ハロウィーンだよ！み～んな集まれ！（南町 3 丁目） 
・水戸市商店会感謝フェスティバル（芸術館広場） 

・カレーバトル（偕楽園四季の原） 
・水戸まちなかフェスティバル（水戸駅～大工町） 

11 月 12月 

・福祉職場フェスティバル（水戸駅北口ペデ） 
・いばらき読書フェスティバル（県立図書館） 
・ライブパラダイス in みと（水戸駅北口ペデ） 

・マルシェ・ド・ノエル（県近代美術館） 
・水戸バー・バル・バール（下市～上市） 
・産業祭（千波公園ふれあい広場） 

・水戸のラーメンまつり（千波公園ふれあい広場） 

・アートタワーみとスターライトファンタジー点灯式（芸術館広場） 
・水戸の街に響け！300 人の第九（芸術館広場） 

・サンタさんた Santa フェスティバル（南町2 丁目） 
・MITO Shining Snow（水戸駅北口ペデ） 
・カウントダウン＆ハッピーニューイヤー（芸術館広場） 
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③都市機能関係 

・公共交通 

中心市街地（都市中枢ゾーン）には，茨城県内最大のターミナルである「水戸駅」があり，Ｊ

Ｒ常磐線，水戸線，水郡線により，東京，栃木，福島方面などへの広域ネットワークが形成され

ているほか，水戸駅から大洗・鹿嶋方面を結ぶ鹿島臨海鉄道大洗鹿島線が整備されている。図 24

のとおり水戸駅の 1日平均乗車人員は 2013（平成 25）年度が 31,044 人であり，2010（平成 22）

年度末の東日本大震災による落ち込みは見られたものの，2013（平成 25）年度は 4年ぶりに 3万

人台を回復している。 

また，市内を運行する路線バスは，バス事業者 4社により，水戸駅を中心として放射状にネッ

トワークが形成され，中心市街地（都市中枢ゾーン）と市郊外部や周辺市町村とが結ばれ，公共，

教育，医療施設等の周辺にバス路線が設定されている。水戸駅から大工町 1丁目にかけての国道

50 号上においては，約 1,800 本／日もの運行があり，市内交通の大動脈を形成している（表 9，

図 25）。 

 

図 24 水戸駅の一日平均乗車人員年度推移（単位：人） 

 

 

表 9 市内路線バスの輸送人員推移 

年度 2012（平成 24）年度 2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 

輸送人員（年間） 10,874,214 人 10,670,074 人 10,824,461 人 
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JR常磐線・水郡線 大洗鹿島線

30,545
30,081

29,243
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29,967
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30,759

（資料：各年版「統計年報」／水戸市） 

（資料：市内路線バスの輸送人員調査／水戸市） 
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図 25 路線バスの本数分布状況（平成 22 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自動車保有状況等 

水戸市内の自動車保有状況については，図 26 のとおり 2015（平成 27）年 4月 1日現在の市内

1世帯当たりの乗用車保有数は 1.495 台と，全国平均 1.069 台（平成 27 年 3 月末現在：自動車検

査登録情報協会調べ）を上回っており，車への依存度が高い状況が続いている。 

 
図 26 水戸市内の自動車保有状況（各年度末） 
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（資料：バス交通実態調査／水戸市） 

（資料：各年版「統計年報」／水戸市） 
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・歩行者通行量 

中心市街地（都市中枢ゾーン）の歩行者通行量は減少傾向にあり，日曜日・月曜日の通行量総

計について 1979（昭和 54）年時点から比較すると，2015（平成 27）年には約 66パーセント減少

している（図 27）。各地点での傾向としては，商業施設等の立地状況によって通行量の増減が顕

著となっている。 

2015（平成 27）年 7 月調査時の歩行者通行量の状況（図 28）をみると，最大の通行量を示し

ているのは水戸駅及び駅ビルへ接続する「水戸駅南口」で，休日 21,828 人，平日 17,015 人とな

っている。 

その他の地点の近年の傾向を見ると，表 10のとおり旧リヴィン水戸店前では 2009（平成 21）

年の閉店後に通行量がおよそ半減し，南町 2丁目の山忠ビル前では，東日本大震災後に相次いだ

『ミーモ』のテナント撤退等の影響もあり通行量が下落している。対照的に再開発事業による『ト

モスみと』が 2013（平成 25）年にオープンした「大工町バス停前（南北）」では，前年比で平日

の通行量が増加している。これら大規模な集客施設の立地や撤退が，通行量に与える影響が大き

いことが鮮明となっている。 

 
図 27 中心市街地（都市中枢ゾーン）歩行者通行量の推移 

  
 

（参考事項） 

○平成 19 年調査 ： 日曜日調査時雨天    ○平成 22 年調査 ： 月曜日調査時雨天     

○平成 23 年調査 ： 両調査日とも猛暑     ○平成 26 年調査 ： 月曜日調査時雨天    

○平成 27 年調査 ： 両調査日とも雨天 
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日曜日 166,221 159,090 167,180 110,176 76,985 58,524 69,399 57,195 65,388 59,965 61,833 55,061

月曜日 131,247 128,167 123,700 117,438 64,378 70,902 55,351 53,214 54,200 55,938 47,961 45,987

総 計 297,468 287,257 290,880 227,614 141,363 129,426 124,750 110,409 119,588 115,903 109,794 101,048

（
人
）

（S54 年度は 10 地点，S60～22 年度は 11 地点，H23 以降は 12 地点での調査） 

（資料：歩行者通行量調査／水戸商工会議所・水戸市） 
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図 28 中心市街地（都市中枢ゾーン）の歩行者通行量の状況（平成 27 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 10 商業施設等の撤退や立地に伴う歩行者通行量の変動 

 

【⑧旧リヴィン水戸店前２Ｆ】 ［人］ 

2007（平成 19）年 2008（平成 20）年 
2009（平成 21）年 

3 月 
2009（平成 21）年 2010（平成 22）年 2011（平成 23）年 

19.696 20,605 
リヴィン水戸店 

閉店 
9,345 8,184 6,616 

【④山忠ビル前】 ［人］ 

2011（平成 23）年 2012（平成 24）年 
2013（平成 25）年 

5 月 
2013（平成 25）年 2014（平成 26）年 2015（平成 27）年 

9,298 7,732  ミーモ閉店 4,232 3,525 3,197 

【⑥大工町バス停前（南）】 ［人］ 

2011（平成 23）年 2012（平成 24）年 
2013（平成 25）年 

5 月 
2013（平成 25）年 2014（平成 26）年 2015（平成 27）年 

2,015 1,823 
トモスみと 

オープン 
2,444 1,993 2,288 

 

 

  

（資料：歩行者通行量調査／水戸商工会議所・水戸市） 
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・低・未利用地（駐車場・空き地等）の状況 

中心市街地（都市中枢ゾーン）の低・未利用地（駐車場・空き地等）は，表 11 のとおり 2014

（平成 26）年調査時点で 331 か所，21.9ha となり，2011（平成 23）年の都市計画基礎調査の結

果に比較して 8.9 パーセントの面積増となっている。 

駐車場の箇所数及び面積が拡大することで，空き地の総面積は縮小するなどの傾向は見られる

ものの，全体として低・未利用地の面積は増加傾向にあるといえる。 

 

表 11 中心市街地（都市中枢ゾーン）の低・未利用地（駐車場・空き地）の状況 

中心市街地（都

市中枢ゾーン） 

駐車場・空き地 

の分布状況 

調査

地区

面積 

(ha) 

2011（平成 23）年 2014（平成 26）年 
面 積 

増減比 

(％) 

地片数 

(箇所) 

面 積 

(ha) 

面積 

割合

(％) 

地片数 

(箇所) 

面 積 

(ha) 

面積割合 

(％) 

駐車場 
157 

258  17.9  11.4   294 20.3  12.9  13.4  

空き地 21  2.2  1.4  37 1.6  1.0  ▲27.3  

計 279  20.1  12.8  331 21.9 13.9  8.9  

 

 

表 12 中心市街地（都市中枢ゾーン）の低・未利用地（駐車場・空き地）の主な町丁別状況 

  
駐車場 空き地 

2011（平成 23）年 2014（平成 26）年 
増減比 

2011（平成 23）年 2014（平成 26）年 
増減比 

町丁名 地片数 面積(㎡) 地片数 面積(㎡) 地片数 面積(㎡) 地片数 面積(㎡) 

三の丸 1 丁目 6  9,486  9  10,263  +8.2% 1  678  3  6,361  +838.2% 

三の丸 2 丁目 16  4,201  15  5,036  +19.9% 4  1,904  5  1,287  -32.4% 

宮町 1 丁目 7  10,610  8  11,262  +6.1% 0  0  0  0  - 

宮町 2 丁目 21  9,467  30  13,033  +37.7% 0  0  5  573  - 

宮町 3 丁目 11  9,448  12  4,554  -51.8% 0  0  0  0  - 

南町 1 丁目 9  4,273  11  5,460  +27.8% 1  242  1  87  -64.0% 

南町 2 丁目 15  14,886  23  18,371  +23.4% 1  110  4  709  +544.5% 

南町 3 丁目 16  11,606  19  13,636  +17.5% 3  2,091  1  1,981  -5.3% 

泉町 1 丁目 7  3,192  10  6,080  +90.5% 0  0  1  230  - 

泉町 2 丁目 16  11,844  15  14,670  +23.9% 1  864  1  84  -90.3% 

泉町 3 丁目 16  10,623  14  13,537  +27.4% 0  0  0  0  - 

大町 1 丁目 3  2,669  3  2,669  +0.0% 0  0  2  778  - 

大町 2 丁目 4  10,371  4  13,090  +26.2% 0  0  0  0  - 

大町 3 丁目 14  9,471  13  8,444  -10.8% 1  707  1  186  -73.7% 

五軒町 1 丁目 13  4,378  13  5,433  +24.1% 0  0  0  0  - 

五軒町 2 丁目 9  13,175  10  13,965  +6.0% 2  1,340  0  0  -100.0% 

五軒町 3 丁目 8  8,295  7  8,305  +0.1% 0  0  1  246  - 

天王町 7  7,350  8  8,090  +10.1% 0  0  0  0  - 

大工町 1 丁目 9  4,480  8  4,854  +8.3% 2  12,130  0  0  -100.0% 

大工町 2 丁目 12  6,305  16  7,018  +11.3% 0  0  3  299  - 

栄町 1 丁目 17  6,309  21  7,763  +23.0% 0  0  2  696  - 

栄町 2 丁目 18  5,982  22  6,599  +10.3% 5  2,400  5  1,838  -23.4% 

金町 3 丁目 2  584  2  605  +3.6% 0  0  2  260  - 

新荘 3 丁目 2  327  1  210  -35.8% 0  0  0  0  - 

計 258  179,332  294  202,947  +13.2% 21  22,466  37  15,615  -30.5% 

（梅香 1・2 丁目，備前町及び元山町 1 丁目については面積僅少のため集計外） 

 

 

（資料：中心市街地駐車場・空地現況調査／水戸市） 

 

（資料：中心市街地駐車場・空地現況調査／水戸市） 
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・移転計画等が検討されている都市機能 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）では，人々が集い，にぎわう環境の創出，多世代が交流する拠

点の形成を目指し，水戸芸術館に隣接する区域において，泉町 1丁目北地区市街地再開発事業が

進められており，2022（平成 34）年度に，その核施設となる新市民会館の開館を予定している。

水戸駅北口地区においても，大規模商業施設の撤退跡地と隣接地を含む地権者で構成される水戸

駅三の丸地区市街地再開発準備組合が組織され，2019 年（平成 31）年度の完成を目指して，同

組合による市街地再開発事業の検討が推進されている。 

また，医療環境の充実を図るものとして，中心市街地（都市中枢ゾーン）において地域医療の

中核を担う公的病院である水戸協同病院の新病院整備事業が 2018（平成 30）年度に着工を予定

しており，既存の医療・介護機能に加え，急性期医療の強化や回復期リハビリ病床，地域包括ケ

ア病床の整備を図る計画となっている。 

 

・固定資産税（土地）の状況 

中心市街地（都市中枢ゾーン）の面積は約 157ha と，水戸市全域約 217.32 ㎢（21,732ha）の

約 0.7 パーセントを占めるに過ぎないが，土地に対する固定資産課税額についてみると，図 29

のとおり，市域全体に対して中心市街地（都市中枢ゾーン）が 6パーセントを超える額を占めて

いる。 

 

図 29 中心市街地（都市中枢ゾーン）が水戸市全域に占める固定資産税課税額（土地）推移 

 

6,694 6,668 
6,529 

6,275 
6,051 

5,889 
5,656 

432 425 418 405 391 371 352 

6.45% 6.37% 6.40% 6.45% 6.46% 6.30% 6.22%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
水戸市全体 中心市街地（都市中枢ゾーン） 中心市街地（都市中枢ゾーン）が占める割合

（
百
万
円
）

（資料：水戸市） 

※ここでの課税額は，課税標準額総計に税率（1.4%）を乗じた推定額 
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週３回

以上

16.1%

週に１

～２回

13.8%

月に２

～３回

21.3%

月に１

回

17.0%

年に

４～

５回

13.8%

ほとん

ど行か

ない

15.1%

無回答

2.9%
81.0%

40.8%

23.5%

18.4%

15.7%

14.3%

11.5%

7.4%

6.7%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

買物

飲食

公共サービス

通勤・通学

通院

レジャー・娯楽

散歩

習い事

その他

無回答

66.1%

45.7%

20.0%

16.5%

15.7%

14.3%

11.3%

10.9%

9.6%

5.0%

2.6%

20.0%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

魅力ある店舗が少ない

駐車場が少ない

物価が高い

公共交通機関が利用しづらい

娯楽施設が少ない

休憩するところが少ない

まち全体がわかりにくい

商品・メニューの品揃えが少ない

イベントが少ない

自転車を使用しづらい

文化・芸術施設が少ない

その他

無回答

 

 

［3］水戸市民のニーズ等の把握・分析 

 

（1）未来の水戸をつくる市民１万人アンケート 

2011（平成 23）年 12 月に水戸市が実施した「未来の水戸をつくる市民 1 万人アンケート」によ

ると，中心市街地への市民の来訪頻度は，月に 2～3 回が最も多く，月に 1 回以上が約 7 割を占め

ている（図 30）。また，主な来訪目的は「買物」が最も多く，次いで「飲食」「公共サービス」とな

っている（図 31）。一方，行かない理由としては，「魅力ある店舗が少ない」が最も多く，次いで「駐

車場が少ない」となっている（図 32）。 

※「未来の水戸をつくる市民１万人アンケート」調査期間 平成 23 年 12 月 5 日～12 月 20 日 

 郵便配布・郵送回収法による調査：調査対象者数 10,145 人 回収総数 5,809 人（回収率 57.2％） 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=3,594 

n=1,677 

図 30  中心市街地への来訪頻度 図 31  中心市街地への主な来訪目的 

図 32  中心市街地に行かない理由 

（資料：未来の水戸をつくる市民 1 万人アンケート／水戸市） 
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（2）街なか居住推進に係る基礎調査【街なか居住者アンケート調査】 

2009（平成 21）年 11 月に水戸市中心市街地活性化協議会（街なか居住・市街地整備部会）が実

施した「街なか居住者アンケート」（中心市街地のマンション居住の 1,864 世帯が対象）によると，

中心市街地へ住まいを求めるにあたって重視しているのは，「買い物」や「公共交通機関」の利便

性が多くなっている（図 33）。一方，実際に居住しての満足度との比較では，「買い物」の利便性に

満足していない人が多く，期待と現実のギャップが大きくなっている現状が見受けられる（図 34）。 

※「街なか居住推進に係る基礎調査【街なか居住者アンケート調査】」（水戸商工会議所） 

調査期間：平成 21 年 11 月４日～11 月 27 日 郵便配布・郵送回収法による調査 

調査対象者：街なかのマンションに居住する 1,864 世帯 回収総数 648 世帯（回収率 34.8％） 

 

図 33 中心市街地の住まい（マンション）を選択するにあたって重視した事項     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 34 実際にお住まいになっての満足度    

 

50.8%

86.3%

32.6%

69.3%

69.1%

26.0%

39.3%

32.0%

46.4%

66.5%

51.5%

24.8%

12.9%

57.6%

29.6%

28.6%

68.3%

55.1%

60.6%

41.2%

27.1%

46.5%

24.3%

0.8%

9.8%

1.0%

2.2%

5.7%

5.6%

7.4%

12.5%

6.4%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

買い物などの利便性が高いこと

電車やバスなどの公共交通機関が利用しやすいこと

病院や高齢者向けの福祉施設が近くにあること

水戸芸術館や図書館などの文化施設が近くにあること

郵便局などの公共施設が近くにあること

保育所や幼稚園などの保育施設が近くにあること

勤務先が近くにあること

余暇を楽しめる施設やｲﾍﾞﾝﾄ等が開催されていること

憩うことのできる公園などが近くにあること

住宅の性能や設備が良く，生活しやすいこと

ステイタスを感じる場所に立地していること

満足した どちらでもない 満足していない

（資料：街なか居住者アンケート《H21.11》／水戸商工会議所） 

（資料：街なか居住者アンケート《H21.11》／水戸商工会議所） 
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住宅の性能や設備が良く，生活しやすいこと
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重視した どちらでもない 重視しなかった
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（3）水戸まちなかみらい会議（水戸まちなか調査事業）生活者アンケート 

2014（平成 26）年 6 月に水戸商工会議所が実施した生活者アンケート調査においては，図 35 に

見られるとおり，中心市街地に望まれる機能や施設について「食料品店」が最も多く 62.8 パーセ

ント，次いで「専門店」が 21.4 パーセント，「飲食店」が 19.8 パーセントを占める結果となって

いる。また「図書館」，「コミュニティスペース」，「高齢者の集う場所」といったコミュニティ機能

は，合計すると 32.5 パーセントを占めている。また，中心市街地の重要な役割（図 36）としては

「生活必需品の購入場所」が最も多く 68.5 パーセントを占め，次いで「行政サービスの拠点」40.7

パーセント，「医療サービス」39.1 パーセント，「文化交流の拠点」31.1 パーセント，「地域住民の

交流拠点」24.8 パーセントと続く結果となっている。 

※「水戸まちなかみらい会議（水戸まちなか調査事業）生活者アンケート」（水戸商工会議所） 

調査期間：平成 26 年 6 月 18 日～6 月 30 日 郵便配布・郵送回収法による調査 

調査対象者：都市核居住者 6,200 世帯 回答 1,399 世帯（回収率 22.6％） 

 

図 35 中心市街地に望まれる機能や施設に係るアンケート結果 

 
図 36 中心市街地の重要な役割に係るアンケート結果 
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68.5%24.8%17.4%31.1%39.1%40.7%8.4%1.6%

（資料：水戸まちなか未来会議（水戸まちなか調査事業）報告書／水戸商工会議所） 

（資料：水戸まちなか未来会議（水戸まちなか調査事業）報告書／水戸商工会議所） 
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［4］これまでの中心市街地活性化に対する取組 

本市においては，市独自に，1999（平成 11）年 3月に水戸市中心市街地活性化基本計画，2009（平

成 21）年 3月に水戸市新中心市街地活性化基本計画を策定し，各種事業を推進してきたところである。 

 

（1）前計画の取組 

① 名称 

  水戸市新中心市街地活性化基本計画 

 

② 計画期間 

2009（平成 21）年度から 2014（平成 26）年度まで 

 

③ 中心市街地の区域 

面積 約 3.30k ㎡ 

図 37 前計画区域図 

 

 

④ 目標 

 

 

 

 

⑤ 基本的な方針 

Ⅰ 多様な人たちが集うまちづくりの推進 

Ⅱ 生き生きと暮らせるまちづくりの推進 

Ⅲ 楽しく歩けるまちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

県都にふさわしい魅力と活力にあふれる中心市街地  



30 

 

⑥ 中心市街地活性化の目標及び基本的な方針（体系図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水戸市第５次総合計画等 

多様な人たちが集う 

まちづくりの推進 

生き生きと暮らせる 

まちづくりの推進 

楽しく歩ける 

まちづくりの推進 

中心市街地の活性化に関する法律 旧基本計画における反省点 

中心市街地活性化の課題 

目標：県都にふさわしい魅力と活力にあふれる中心市街地  

市街地の整備改善 都市福利施設の整備 

街なか居住の推進 

商業の活性化 公共交通機関の利便性の増進 

〔基本的な方針〕 

〔基本施策〕 
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（2）前計画の総括・評価 

  ・進捗状況 

2006（平成 18）年の泉町 1丁目南地区市街地再開発事業（京成百貨店）をはじめとした，水戸市

大町子育て支援・多世代交流センター（わんぱーく・みと）及び大工町 1丁目地区市街地再開発事

業（トモスみと）等の拠点整備，街路事業による歩行者空間整備などのハード事業のほか，中心商

店街活性化に向けた事業や空き店舗を活用した新規出店への支援，情報発信等の拠点である「まち

なか情報交流センター」を設置し，各種イベント等への支援や学生と連携した事業の実施など，ソ

フト事業にも取り組んできた。 

また，弘道館・水戸城周辺地区の歴史的資源を活用したにぎわいづくりとして，日本遺産に認定

された近世日本の重要な教育遺産である弘道館の世界遺産登録や，水戸城建造物である大手門，二

の丸角櫓の整備に向けた取組をはじめ，歴史的景観形成と調和した道路景観づくりを推進してきた

ところである。 

なお，「水戸市新中心市街地活性化基本計画」に位置付けられた事業は，2014（平成 26）年 3 月

時点で，事業完了が 22.9 パーセント，継続中が 72.9 パーセントとなっている。未実施の 2事業は，

事業化の調整に時間を要した市街地再開発事業及び事業化が困難と判断された道路整備事業とな

っている。 

 

 

種別 事業数 
実施状況 

完了 継続中 未実施 

市街地の整備改善 １２ 
２ ８ ２ 

（16.7％） （66.6％） （16.7％） 

都市福利施設の整備 ３ 
３ ０ ０ 

（100.0％） （0.0％） （0.0％） 

街なか居住の推進 ３ 
１ ２ ０ 

（33.3％） （66.7％） （0.0％） 

商業の活性化 ２５ 
５ ２０ ０ 

（20.0％） （80.0％） （0.0％） 

公共交通機関の 

利便性の増進 
５ 

０ ５ ０ 

（0.0％） （100.0％） （0.0％） 

合  計 ４８ 
１１ ３５ ２ 

（22.9％） （72.9％） （4.2％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二中学校周辺景観等整備事業（正門・展示館整備等） 市道 200 号線整備事業（歩車道整備・電線地中化等） 

表 13 水戸市新中心市街地活性化基本計画に位置付けられた事業の進捗状況 
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【実施状況の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

種別 事業数 
事 業 名 

完了 継続中 未実施 

市街地の整備改

善 

12 

○大工町１丁目地区第一種市街地再開

発事業 

○南町・県庁跡地周辺地区整備事業 

○大工町地区環境整備検討事業 

○茨城県三の丸庁舎への市役所機能一

部移転に向けた検討事業 

○水戸駅南口周辺地区整備事業 

○水戸駅北口駅前広場ペデストリアン

デッキ改修事業 

○千波公園西の谷地区整備事業 

○義公生誕の地周辺地区活用事業 

○偕楽園周辺地区道路景観整備事業 

○中心市街地景観形成事業 

○泉町１丁目北地区市街地再開発事業 

○千波公園西の谷アクセス道路の整備

事業 

都市福利施設の

整備 
3 

○第二中学校周辺景観等整備事業 

○第二中学校改築事業 

○大工町１丁目地区第一種市街地再開

発事業（再掲） 

    

街なか居住の推

進 
3 

○大工町１丁目地区第一種市街地再開

発事業（再掲）  

○中心市街地景観形成事業（再掲） 

○共同住宅の整備促進 

  

  

商業の活性化 

25 

○商店街躍進事業 

○商店街環境整備事業 

○がんばる商店街支援事業 

○水戸芸術館連携事業 

○国際交流センター連携事業 

○水戸まちなかファンクラブ事業 

○学生サポーター事業 

○水戸芸術館との連携事業 

○空き店舗活用等事業 

○創業支援塾 

○まちの駅運営事業 

○商店街団体組織活性化事業 

○空き地の暫定利用検討事業 

○水戸黄門まつり 

○子育て支援・多世代交流ウィンター

フェア事業 

○はなふるたうん事業 

○アートタワーみとスターライトファ

ンタジー事業 

○水戸市商店会感謝フェスティバル 

○三の丸さんさん祭り 

○五軒サマーナイトコンサート＆ふれ

あいまつり 

○親善都市の観光と物産展 

○世界遺産登録推進事業 

○水戸市歴史的風致維持向上計画の推

進事業 

○周遊バス運行事業 

○共通駐車券システム事業 

  

公共交通機関の

利便性の増進 

5 

  ○バリアフリー環境の充実 

○鉄道，バス等公共交通機関の利用促

進事業 

○超低床ノンステップバス導入事業 

○公共交通のあり方等についての検討

事業 

○ＩＣカードシステム導入検討事業 
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  ・評価 

 

  ○拠点の整備が図られたほか，まちなか居住の増加に一定の成果があった 

前計画においては，「県都にふさわしい魅力と活力にあふれる中心市街地」を目標に，市街地

の整備改善，都市福利施設の整備，街なか居住の推進，商業の活性化，公共交通機関の利便性の

増進を基本施策として活性化に取り組んできた。計画に位置付けた事業については概ね進捗が図

られており，大工町１丁目地区市街地再開発事業により新たな拠点が整備されたほか，まちなか

居住の増加に繋がる事業も実施され，区域内の居住人口が微増で推移するなど，一定の成果があ

った。 

 

  ○まちなか全体へにぎわいが波及するには至らなかった 

前計画においては，ハード・ソフト両面から活性化事業を展開してきたが，大型商業施設の撤

退による商業機能の低下，大型低未利用地の増加による都市的魅力・生活利便性の低下などによ

り，歩行者通行量が減少したほか，東日本大震災後には空き店舗率の上昇傾向が強まった。 

これらの要因が重なるとともに，商店街等とのソフト事業との連携が十分とは言えず，拠点の

整備やまちなか居住の増加といった成果を，まちなか全体のにぎわいに波及させていくことがで

きなかった。 

 

  ○市民の中心市街地に対するイメージの低下が懸念されている 

市民の中心市街地に対する認識としては，市民 1万人アンケートにおいて，水戸市の印象とし

て，都会的な雰囲気がなく，産業の活力や魅力的な職場に乏しいという評価となっている。これ

は，水戸市全体としてのイメージを評価したものであるが，都会的雰囲気，産業，職場というキ

ーワードから，都市機能の集積する中心市街地の印象が大きく影響しているものと考えられる。 

また，これからのまちづくりに対する市民の意識としては，都市中枢機能が集積した活気あふ

れるまちを求める割合が高く，商業，業務，行政，教育，医療，居住機能など，様々な都市中枢

機能の連携強化と一層の集積を図ったコンパクトな都市構造が求められている。 
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［5］中心市街地活性化の課題 

 

前計画の評価を踏まえると，中心市街地（都市中枢ゾーン）の再生に向けては，まちの強みを伸ば

すこと，新たな魅力を創り出すこと，暮らしやすい環境としていくことで，まちなか全体ににぎわい

を波及させる取り組みが必要である。 

以上のことから，中心市街地（都市中枢ゾーン）の活性化に向けては，以下の視点に留意して取り

組む必要がある。 
 

○ 都市機能の強化・集積を促進する必要がある 

歩行者通行量の減少や，空き店舗率の上昇等に見られるように，中心市街地

（都市中枢ゾーン）の活力が低下してきており，商業，業務，医療，居住機能

など，多様な都市機能の強化・集積を促進させていくことが課題である。 

 

○ 新たな交流拠点づくりと，市民が主体的に活動しやすい環境づくりを推進す

る必要がある 

生活者アンケートでは，にぎわいのあるまちづくりのため，地域住民の交流

拠点や，文化的拠点の整備が求められている（p.28 図 36）。新たな交流拠点整

備のほか，拠点としてのポテンシャルを最大限発揮させるため，若者から高齢

者まで，多様な市民が主体的に活動，交流できる環境づくりが課題である。 

 

○ 地域資源の魅力をさらに高めていく必要がある 

中心市街地（都市中枢ゾーン）には，日本遺産に登録された弘道館，本市の

芸術・文化の中心である水戸芸術館が立地するほか，その周辺には偕楽園，千

波湖などの地域資源が集積している。みとの魅力をさらに発信し，来訪客の増

加を図るため，これら資源の相互の連携を図るとともに，魅力をさらに磨き上

げていくことが課題である。 

 

  

○ さらなるまちなか居住の増加が必要である 

人口減少社会の到来に際して，コンパクトなまちづくりが求められており，

さらなるまちなか居住人口の増加のため，居住誘導施策とともに，多様な人々

にとって便利で快適に暮らせるよう，買い物環境をはじめとして，医療，子育

て・高齢者支援など様々な生活環境を充実させ，まちなか居住を促進していく

ことが課題である。 

 

○ まちなかに訪れやすい，移動しやすい環境を整備する必要がある 

市民 1万人アンケートでは，中心市街地への来訪には，公共交通機関が利用

しづらいという回答が多くなっている（p.26 図 32）。にぎわいを中心市街地全

体へ波及させていくうえで重要なインフラの一つである公共交通について，利

用の促進を図るとともに，将来的にまちなか交通体系を再構築していくことが

課題である。 

 

  

○ 商業環境・生活利便性の充実を図る必要がある 

中心市街地のイメージ低下に対し，地域経済の活性化，利便性や都市的魅力

の向上のみならず，雇用の受け皿としても非常に重要な要素となる商業・業務

機能について，商店街の活性化や魅力ある個店づくり，遊休不動産を活用した

新しいコンテンツづくり，まちなかで起業しやすい環境づくりなどを推進して

いくことが課題である。 

 

 

 

『
活
力
・
に
ぎ
わ
い
の
向
上
』 

に
関
す
る
課
題 

『
商
業
・
業
務
機
能
の
再
生
』

に
関
す
る
課
題 

『
ま
ち
な
か
居
住
促
進
・
公
共
交
通
の 

利
用
促
進
』
に
関
す
る
課
題 
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［6］中心市街地活性化の方針（基本的方向性） 

 

（1）基本理念 

本市の中心市街地（都市中枢ゾーン）は，歩行者通行量の減少，空き店舗率の上昇など，非常に

厳しい環境が続いている。このような中，成熟社会・人口減少時代の到来，市民ニーズの多様化な

ど，時代の変化に対応し，コンパクトで持続可能な都市経営における核としての役割を果たす地区

として，「成熟社会に対応した都市生活の魅力を誰もが十分に味わえる中心市街地」，「新しい時代

の生活・文化を育む場としての中心市街地」を目指し，市街地の整備促進と資源の新たな活用創出，

産業創生など，まちなかを新たにつくり直す，すなわちリデザインを進めていく必要がある。  

まちなかのリデザインを進めるにあたっては，訪れる人，暮らしている人をはじめ，まちなかに

関係するすべての人たちが快適に過ごせるという視点や，歴史，芸術，文化など，多様な資源を生

かし，さらに磨き上げることで都市としての新しい魅力を引き出す視点が重要と言える。さらには，

環境問題や健康志向の高まりなどを受け，「過度に車に頼らない生活」や「文化的な刺激のある生

活」を求める層など，人々の価値観が多様化してきていることから，これらの人々が活動しやすい

環境づくりを進めていく必要がある。 

以上の考え方等を踏まえ，次の 3つの基本理念を掲げることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【リデザイン】・・・本計画においては，「既存のものを活用しつつ，新たにまちをつくり直すこと」

を表現する意味で用いている。 

3 つの基本理念 

多様な人々が活動しやすい環境づく

りを進め，交流人口を増やすととも

に，歴史・文化等の資源の有機的な

連携を図るなど，にぎわいを生み出

すまちなかの再構築を目指す。 

多様な人々が活動し，交流する 

にぎわいづくりへ向けた リデザイン 

多様な人々が働く場としての機能の

充実を図るとともに，地域経済をリ

ードする役割として，活力ある産業

を生み出すまちなかの再構築を目指

す。 

多様な人々の活力を生かせる 

産業創生に向けた リデザイン 

中心市街地の居住人口を増やすとと

もに，住む人，訪れる人，皆が便利

で快適に過ごせるまちなかの再構築

を目指す。 

多様な人々が快適に過ごせる 

環境づくりへ向けた リデザイン 
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（2）まちなかの将来像 

3 つの基本理念を踏まえ，まちなかの将来像を次のように定める。 

 

 

 

 

 

【中心市街地の形成イメージ】 

水戸市第 6次総合計画―みと魁プラン―において「都市核」と定め，水戸市中心市街地活性化ビ

ジョン（※）の計画区域としたエリア約 570ha の中で，にぎわいの核となる水戸駅北口から大工町

周辺に至る国道 50 号周辺の『都市中枢ゾーン』を基本計画の区域と設定し，周辺の各ゾーンと連

携しながら活性化を図る。 

中心市街地（都市中枢ゾーン）では，多様な都市機能の更なる集約や産業の創生を図るとともに，

新たな交流拠点の構築及び徒歩や自転車の利便性向上，公共交通の充実により，誰もが気軽に訪れ，

快適に暮らせるまちなかへとリデザインする。また，高齢者から若年層まで，多様な人々が集い，

質の高い生活を享受できる環境整備や交流活性化を促進していく。 

さらに，弘道館，偕楽園，千波湖など，都市核にある地域資源の更なる利活用を推進し，中心市

街地（都市中枢ゾーン）と歴史・文化ゾーン，歴史・自然ゾーン，文化・自然ゾーンとの回遊利便

性の向上，連携強化などによるネットワーク化を図り，一体感を高めることで，まちなか全体の魅

力を向上させ，広域都市圏の中心地として，歴史・文化を未来へつなぐまち，地域経済の持続的な

循環を促すまちへとリデザインする。 

（※水戸市中心市街地活性化ビジョン…本計画の計画区域のほか，周辺の歴史的・文化的資源の集積するゾーンを含 

む，約 570ha の計画区域の活性化を目指し，平成 27 年 3月に策定した計画） 

図 38 中心市街地活性化ビジョンにおける計画区域の形成イメージ 

 

 

 

 

『多様な人々が集い，暮らし，働き，皆が魅力を 

味わえる，快適でにぎわいのある水戸のまちなか』 

【都市中枢ゾーン】：国道 50 号を軸とした区域。水戸芸術館や新たな市民会館などの芸術・文化拠点，

商業・業務機能等を集積させる本市のにぎわいの核となる空間。 

【歴史・文化ゾーン】：弘道館・水戸城跡周辺区域。水戸駅北口に近接し，国内最大規模の藩校であっ

た弘道館をはじめ，義公生誕の地，薬医門など多くの歴史・文化的資源が集積し，本市の個性である

水戸の歴史が感じられる空間。 

【歴史・自然ゾーン】：偕楽園周辺区域。本市を代表する歴史的観光資源である偕楽園及び緑豊かな自

然を有する偕楽園公園が立地し，本市最大の観光集客を誇る空間。 

【文化・自然ゾーン】：千波湖周辺区域。市民の憩いの場である千波湖及び県民文化センター等が立地

し，市民の生活の質を高めるオアシス的な空間。 
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（3）計画の位置付け 

本計画の上位計画である水戸市中心市街地活性化ビジョンにおいては，水戸市第 6次総合計画や

都市計画マスタープラン等で示された，市全体のまちづくりの方向性との整合を図り，にぎわいあ

ふれる都市核の再生に向けた中長期的（2015（平成 27）～2023（令和 5）年度）な活性化のビジョ

ンを描いている。 

本計画では，5 年間の計画期間の中で，中心市街地（都市中枢ゾーン）の都市機能の増進と経済

活力の向上に重点的かつ集中的に取り組むことから，ビジョンで定めるまちなかの将来像の実現に

向けて，中長期的な活性化の視点に留意しながら，取組を進めていく。 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 
 

図 39 計画区域の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集中的な取組 

水戸市中心市街地活性化ビジョン（第 3次） 

計画期間（9 年間）  

2015（平成 27）年度～2023（令和 5）年度 

  計画区域 約 570ha 

水戸市中心市街地活性化基本計画 

計画期間（5年 9か月）  

2016（平成 28）年 7月～2022（令和 4）年 3月 

         計画区域 約 157ha 

【都市核】 

水戸市中心市街地活性化ビジョン 

計画区域：約 570ha 

【中心市街地（都市中枢ゾーン）】 

水戸市中心市街地活性化基本計画 

計画区域：約 157ha 
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（4）基本方針 

まちなかの将来像の実現を目指し，課題である「活力・にぎわいの向上」，「まちなか居住促進・

公共交通の利用促進」，「商業・業務機能の再生」を踏まえ，次の 3つの基本方針を定める。 

 

○基本方針 1 

 

 

 

商業の魅力向上はもとより，個性豊かな文化の発信を図るため，新たな交流拠点づくりや歴史，

芸術・文化を生かした事業を進めるとともに，それらをネットワーク化することで回遊性を高め

るなど，人々が集まるまちなかを目指す。また，都市機能の強化と一層の集積を図るほか，まち

なかで活動する人々が主役となった，多様な交流を創出する環境づくりに取り組む。 

 

 

○基本方針 2 

  

 

人々が住みよいまちを形成するため，まちなか居住を推進するとともに，人と環境にやさしい

交通体系の確立に向け，歩いて楽しめる道路空間整備等を進めるほか，買い物をはじめとした生

活利便性の向上を図るなど，居住環境の充実を目指す。 

 

 

○基本方針 3 

  

 

まちの活性化においては，地域経済の活性化が重要な原動力となることから，商業・業務機能

の誘致や新たに事業を志す起業家の育成・支援を進めるなど，地域経済のけん引役としての機能

の充実を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域経済をけん引する活力づくり 

人々が暮らしたくなる快適空間づくり 

人々が訪れたくなる魅力づくり 
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（5）活性化の地区別方向性 

これまでの本市の中心市街地活性化においては，1999（平成 11）年３月に旧法に基づき策定した

「水戸市中心市街地活性化基本計画」の考え方に基づき，各地区の特色を生かし，ニーズや地域の

イメージにあわせた取組を推進してきたところである。本計画においてもこれらの考え方を踏襲

し，かつ現状と今後の取組を踏まえ更新しながら，各地区に求められる都市機能の更なる集積と向

上を図っていく必要がある。 

 

≪中心市街地（都市中枢ゾーン）における各地区の活性化の方向性≫ 

水戸駅周辺地区 「人々を迎える歴史の薫るまち」 

 ・三の丸地区における弘道館・水戸城跡周辺地区の歴史的建造物復元整備等により，歴史的資

源の更なる利活用を推進する。あわせて，水戸駅周辺の大型商業施設，商店街等の集積と一体

となった回遊ルートを整備することにより，水戸市の玄関口，来訪者を迎えるまちの顔として，

都市的魅力の向上を目指す。 

南町周辺地区  「業務機能と暮らしが両立するまち」 

 ・商店街とオフィス街の活性化に向けて，若者向けのファッションや飲食店等の集積促進とと

もに，まちなか居住の促進に伴う生活利便性向上に係る商業施設等の誘致により，歩いて暮ら

せるまちづくりを目指す。 

泉町周辺地区  「芸術・文化の中心としてのまち」 

 ・新市民会館整備事業により，水戸芸術館と泉町１丁目南北地区が一体となった芸術，文化，

商業の交流拠点の形成を推進する。あわせて周辺のアート・クラフト系ショップ等の商業集積

の活性化を促進し，芸術・文化の中心地としてのまちづくりを目指す。 

大工町周辺地区 「飲食業等の集積を生かしたもてなしのまち」 

・飲食店等の集積や隣接する偕楽園などの地域資源を生かし，うなぎ料理やあんこう料理など

地域ならではの飲食産業の集積を促進し，観光・食の回遊ルートを形成することで，観光客や

来街者をおもてなしするまちづくりを目指す。 
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（6）主要事業 

  本計画を実施するにあたり，各事業を有機的に展開し，効果を高めていくため，主要事業として

次の 5つの事業を設定する。 

 

 

  

 

本市の都市的な魅力を創造し，質の高い芸術文化を発信する水戸芸術館の隣接地において，新

市民会館を整備し，多様な人が集い，多彩な文化が集積する芸術文化の拠点を形成する。 

そして，音楽，演劇，現代美術のほか，コンサートや水戸市芸術祭の開催など，市内外から，

芸術文化の分野における交流を創出するイベントを展開するとともに，コンベンションの開催に

よって，にぎわいの創出を図る。 

その効果を高めるため，メインストリートである国道 50 号までの連続した開放的な空間や質

の高い景観づくりを進める。あわせて，水戸芸術館と連携した，市民主体のまちを舞台とした芸

術文化事業や中心商店街と連携した誘客促進事業を展開するとともに，地域の特性に即した創業

等を支援し，にぎわいをまちなかへ波及させていく。 

 

  

  

 

近世日本の教育遺産群の一つとして日本遺産の認定を受けた弘道館は，全国最大規模の藩校で

あり，日本三名園の一つ，偕楽園と対を成す教育施設である。水戸の歴史の象徴でもある弘道館・

水戸城跡周辺地区においても，歴史的建造物である大手門や二の丸角櫓の整備をはじめ，水戸の

歴史が感じられる景観づくりを進めるとともに，世界遺産登録に向けた取組を推進していくな

ど，歴史のまちづくりとしての拠点を形成する。 

そして，多くの観光客が訪れる観光の名所づくりとして，水戸駅からの回遊性を高める歴史・

観光ロードの整備を進めるほか，観光客を温かく迎える弘道館東側の国有地を活用した休憩便益

施設の整備などによって，にぎわいの創出を図る。 

その効果を高めるため，一張一弛の精神により，対のものとして造園された偕楽園や中心市街

地（都市中枢ゾーン）の飲食店街との回遊性，連携性を向上させる周遊バスの運行や，共通チケ

ットの導入，商店街と連携した誘客促進事業の展開などにより，にぎわいをまちなかへ波及させ

ていく。 

 

    

 

 

水戸駅北口から大工町に至るメインストリートである国道 50 号を軸とした区域である中心市

街地（都市中枢ゾーン）において，大規模未利用地を活用し，居住機能を柱とした複合的な機能

を持つ開発を促進するほか，まちなかへの企業誘致を推進するなど，商業・業務をはじめとした

様々な都市機能を集積し，魅力ある都市空間を形成する。 

そして，空き店舗対策事業を推進するほか，地域の特性にあった魅力ある商店街づくりを進め

るとともに，創業・起業等に資するコワーキングスペースを活用した新たな働く場の創出，まち

なかでの雇用の促進など，経済的な活力向上を図る。 

その効果を高めるため，市民主体のイベント開催への支援などにより，まちなかへの誘客を促

進するとともに，歩いて楽しめる道路空間整備や公共交通機関の利便性向上を図り，回遊性を高

め，にぎわいを創出していく。 

主要事業① 芸術・文化のまちづくり 

 

主要事業② 弘道館・水戸城跡周辺地区の歴史のまちづくり 

 

主要事業③ メインストリートを軸とした活力創生のまちづくり 
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本市の玄関口である水戸駅をはじめ，水戸芸術館，新市民会館，弘道館・水戸城跡はもとより，

隣接地区にある本市を代表する歴史資源である偕楽園や，スポーツコンベンション施設である東

町運動公園の拠点の機能を高めるとともに，新たな人の流れを適切に誘導する周遊バスなど，バ

スサービスの充実を図る。 

そして，バス路線の再編や公共交通の利用促進に加え，歩いて楽しめる道路空間整備や安全で

快適な自転車走行空間の形成を推進するとともに，レンタサイクルやコミュニティサイクルを活

用した公共交通網の補完など，ハード・ソフト両面からにぎわいの循環に向けた一体的な取組を

進める。 

その効果を高めるため，商店街等とも連携しながら，各拠点から多くの商業施設が立地するメ

インストリートへ誘導できるまちなか交通体系を確立し，新たな人の流れをつくり，回遊性向上

によるにぎわいをまちなか全体へと波及させ相乗効果を生み出していく。 

 

    

 

 

本市の目指す多極ネットワーク型のコンパクトシティの実現に向け，その核となる中心市街地

（都市中枢ゾーン）において，多くの市民が集い，都市的な暮らしが楽しめるよう，まちなかの

居住環境の整備を図る。 

居住人口の増加に向けては，子育て世帯などのまちなかへの住み替えに対する支援制度や共同

住宅の整備，住宅のリフォーム，リノベーションに対する助成制度を創設するほか，都市型住宅

の整備促進を図るなど，多様な住宅ニーズに対応した各種居住誘導施策を推進する。 

その効果を高めるため，食料品や日用品を扱う商業機能の誘致など，買い物しやすい環境づく

りを進めるとともに，子育て支援・多世代交流の推進や医療拠点の充実を図ることで，生活利便

性を高め，多様な人々が暮らしやすいまちなかを形成し，にぎわいの創出を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要事業④ にぎわいが循環する回遊しやすいまちづくり 

 

主要事業⑤ 人々が集い都市的な暮らしが楽しめるまちづくり 
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◇主要事業のイメージ図 
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◇ 課題・基本理念・まちなかの将来像・基本方針・目標及び事業の関係イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 心 市 街 地 活 性 化 の 課 題 

 

活力・にぎわいの 

向上 

『多様な人々が集い，暮らし，働き，皆が魅力を 

味わえる，快適でにぎわいのある水戸のまちなか』 

《基本方針１》 

人々が訪れたくなる 
魅力づくり 

《基本方針２》 

人々が暮らしたくなる 
快適空間づくり 

《基本方針３》 

地域経済をけん引する 
活力づくり 

【重点目標１】 

まちなかの 

にぎわいを創出する 

【重点目標２】 

まちなか居住を 

促進する 

【重点目標３】 

生活利便機能を 

再生する 

まちなか居住促進・ 

公共交通の利用促進 
商業・業務機能の再生 

【目標指標１】 

歩行者通行量 

【目標指標２】 

居住人口 

【目標指標３】 

空き店舗率 

【主な事業】 

 
≫①泉町１丁目北地区市街地再開発

事業 

≫①新市民会館整備事業 

≫①コンベンション誘致活動の推進 

≫②弘道館・水戸城周辺地区における

歴史的景観づくりの推進 

≫②水戸城建造物の整備（大手門・二

の丸角櫓・土塀） 

≫②弘道館・水戸城跡周辺地区におけ

る道路空間整備事業 

≫④公共交通の利便性向上 

  など 

【主な事業】 

 
≫⑤まちなか共同住宅整備促進事業 

≫⑤子育て世帯まちなか住みかえ支

援事業 

≫⑤住宅リフォーム助成事業 

≫⑤リノベーションによる居住環境

整備事業 

≫⑤民間住宅活用型市営住宅事業 

              など 

【主な事業】 

 
≫③水戸駅北口地区のまちづくりの

推進（旧リヴィン跡地） 

≫③企業誘致推進事業 

≫③中心市街地における商業施設等

の立地促進事業 

≫③空き店舗対策事業 

≫③まちなかリノベーション事業 

≫③コワーキングスペース運営事業 

≫③創業支援事業計画の推進 

                

など 

※ 事業名称の丸数字は該当する主要事業（p.40～41 参照） 

まちなかの将来像 

【参考指標】 

バス路線利用者数 

 

 
多様な人々が活動し， 

交流する 
にぎわいづくりへ向けた 

リデザイン 

 
多様な人々が 
快適に過ごせる 

環境づくりへ向けた 
リデザイン 

 
多様な人々の 
活力を生かせる 
産業創生に向けた 

リデザイン 

基 本 理 念 
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2．中心市街地の位置及び区域  

  

［1］位置 

位置設定の考え方  

水戸藩第 2代藩主徳川光圀公の寛文年間に，現在の市街地の原型ともいうべきまちなみが形成され

たが，当時，中心商業地として栄えたのは下市（本町，東台など）であった。 

明治になると，水戸駅の開設など，交通体系の再編が行われ，有利な交通条件にある上市へ商業の

中心核が次第に移っていった。1886（明治 19）年の大火のあと，武家屋敷から商家への転換が進み，

南町にも多くの商家が建ち，現在の国道 50 号の原型が出来上がった。大正以降はこの通りが拡幅さ

れ，上市のにぎわいが増していった。 

さらに，戦後まもなくの戦災復興都市計画により，現在の国道 50 号が水戸の都市軸として位置付

けられたため，都心としての地位が確立した。 

そして，昭和 40年代から 50 年代にかけては，建築物の高層化と大型店の進出が相次ぎ，都市機能

の集積が進み，現在は，商業をはじめ，業務，行政，教育，医療，居住機能などのほか，歴史，

芸術，文化的資源が集積して，地域経済の発展に重要な役割を果たしている。 

国道 50 号を軸にした市街地は，このように長い歴史を持つ地域であるとともに，本市のみならず，

広域的な都市圏域における商業，経済をはじめ，生活行動の中心として繁栄してきたことから，今回

の基本計画においても中心市街地（都市中枢ゾーン）として設定する。 

 
図1  中心市街地の位置図 

  

水戸市中心市街地 
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 ［2］区域  

区域設定の考え方  

 ○計画区域の考え方と面積 

本計画の計画区域は，多様な都市機能の更なる集約や産業の創生の促進を図るため，すでに集積す

る都市機能を活用しながら，各種施策及び事業が効果的に展開することができるよう，以下の考え方

に基づいて設定する。 

 

・「多様な人々が集い，暮らし，働き，皆が魅力を味わえる，快適でにぎわいのある水戸のまちなか」

という将来像の実現に向けたまちづくりを推進する。 

・ 水戸駅周辺から大工町周辺に至る国道 50 号周辺の商業・業務機能が集積する中心市街地（都市中

枢ゾーン）について，各種活性化事業を重点的に実施し，水戸駅北口に近接し，多くの歴史・文化

的資源が集積する弘道館・水戸城跡周辺区域や水戸芸術館，新市民会館などの芸術・文化拠点であ

るとの有機的な連携を図りながら活性化を目指す。 

・ 以上を踏まえて，下記の区域を計画区域として設定する。 

 

図2  計画区域図 

 

 

・区域の面積：約 157ha 

 

・構成する町丁：水戸市宮町 1 丁目の一部，2 丁目，3 丁目の一部，三の丸 1 丁目，2 丁目の一部，南町 1～3

丁目，梅香 1丁目の一部，2 丁目の一部，大町 1丁目，2 丁目の一部，3 丁目の一部，泉町 1

～3 丁目，備前町の一部，天王町の一部，五軒町 1 丁目の一部，2 丁目の一部，3 丁目の一

部，大工町1～2丁目，栄町1丁目，2丁目，新荘 3丁目の一部，金町3丁目の一部，八幡町

の一部，元山町 1丁目の一部 
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 ○区域境界の設定について 

   

(1)  区域についての考え方 

 

中心市街地（都市中枢ゾーン）の区域は，一体的かつ効果的に事業を展開し，活性化効果を高め

ることが必要であることから，以下の 3点に基づき，図 3のとおり区域境界を設定した。 

 

① 多くの都市機能が集積する，中心市街地のメインストリートである国道 50号の水戸駅から大工

町地区を軸として，この周辺地域を計画区域とする。 

② 商業機能・業務機能が集積する区域であることを前提に，都市計画の用途地域において商業地

域として指定している区域をベースとする。国道 50 号北側の五軒町 3丁目から大町 1丁目周辺

にかけては，商業・業務機能のみならず，主要な交流拠点である水戸芸術館などが立地するこ

とから，近隣商業地域とする。ただし，水戸駅南口周辺および区域西側においては，主に復興

産業集積区域（水戸市は「水戸駅前・上市地区復興産業集積区域」）の区域界とする。 

③ 区域東側において，まちなかの主要な歴史資源である弘道館，水戸城跡及び周辺街路を区域界

とする。 

 

図3  区域境界の設定図 
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［3］中心市街地要件に適合していることの説明 

要 件 説 明 

第1号要件  

当該市街地に，

相当数の小売商業

者が集積し，及び

都市機能が相当程

度集積しており，

その存在している

市町村の中心とし

ての役割を果たし

ている市街地であ

ること 

商業・業務，公共公益施設，居住等の機能をはじめ，交通の結節点，雇用・産

業創出等の都市機能が相当程度集積しており，本市の中心的な役割を果たしてい

る市街地である。 

 

（1）卸売・小売業の集積 

水戸市の商圏は80万人を超え，県下最大の規模を有しているが，その中で中

心市街地（都市中枢ゾーン）が果たす役割は大きい。中心市街地（都市中枢ゾ

ーン）の面積157haは，市域全域の面積217.32k㎡のうち，約0.7パーセント程

度に過ぎないが，卸売・小売業について，店舗数で約14パーセント，従業者数

で約11パーセントを占めており，区域内に集積している。 

 

表 1 市全域と中心市街地（都市中枢ゾーン）の卸売・小売業の集積状況比較 

 中心市街地 

（都市中枢ゾーン） 
水戸市 対市割合 

店舗数  492  3,603 13.7% 

従業者数（人）  3,610  33,616 10.7% 

（資料：H26 経済センサス-基礎調査） 

 

図 4 水戸市の商圏 

 

（資料：茨城県生活行動圏調査（2015 年 7 月調査）） 
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（2）事業所の集積 

水戸市の10パーセント通勤圏人口は約65万人で，県下最大の規模を有してい

るが，その中で中心市街地（都市中枢ゾーン）が果たす役割は大きく，事業所

数で約14パーセント，従業者数で約16パーセントが集積している。さらに第3

次産業においては，市全体の事業所で約16パーセント，従業者数で約18パーセ

ントが区域内に集積している。 

 

表 2 市全域と中心市街地（都市中枢ゾーン）の事業所の集積状況比較（全産業） 

全産業 中心市街地 

（都市中枢ゾーン） 
水戸市 対市割合 

事業所数  1,934  13,790 14.0% 

従業者数（人）  24,262  152,570 15.9% 

（資料：H26経済センサス-基礎調査） 

 

表 3 市全域と中心市街地（都市中枢ゾーン）の事業所の集積状況比較（第 3 次産業） 

第3次産業 中心市街地 

（都市中枢ゾーン） 
水戸市 対市割合 

事業所数  1,876  11,924 15.7% 

従業者数（人）  23,692  133,809 17.7% 

（資料：H26経済センサス-基礎調査） 

 

図 5 水戸市の通勤圏 

 
（資料：平成 22 年国勢調査より） 
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（3）公共公益施設等 

中心市街地（都市中枢ゾーン）には，茨城県三の丸庁舎のほか，水戸市役所

三の丸臨時庁舎，水戸税務署，水戸警察署，水戸地方裁判所，小・中学校及び

高等学校，水戸協同病院，水戸芸術館など数多くの公共公益施設が立地してい

る。 

 

（4）交通の結節点 

中心市街地（都市中枢ゾーン）には，本市の玄関口であり，茨城県最大のタ

ーミナルである水戸駅が立地し，1日の平均乗車人員は約31,000人となってい

る。また，1日平均で3万人近い利用がある市内路線バスの発着点の多くはＪＲ

水戸駅となっており，なかでも水戸駅から大工町1丁目にかけての国道50号上

は約1,800本/日もの運行があるなど，市内交通の大動脈を形成している。 
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第2号要件  

当該市街地の

土地利用及び商

業活動の状況等

からみて，機能的

な都市活動の確

保又は経済活力

の維持に支障を

生じ，又は生ずる

おそれがあると

認められる市街

地であること  

市全域に対する中心市街地（都市中枢ゾーン）が占める商業機能の集積度合

が低下し，衰退傾向にあり，機能的な都市活動の確保や経済活力の維持に支障

を生じさせている。 

 

（1）卸・小売業等の商業活動の活力低下 

中心市街地（都市中枢ゾーン）においては，市全域に対する小売店売り場面

積の割合が，1988 年（昭和 63年）には 40.3 パーセントを占めていたが，2012

年（平成 24 年）には 18.3 パーセントに低下している。また，商品販売額の割

合は，1988（昭和 63）年には 18.3 パーセントを占めていたものが，2012（平

成 24）年には 10.4 パーセントへ減少しているなど，商業における中心市街地

（都市中枢ゾーン）の相対的な地位低下が顕著となっている。 

 

図 6 市全域と中心市街地（都市中枢ゾーン）の卸売・小売店売り場面積推移（再掲） 

 

 

図 7 市全域と中心市街地（都市中枢ゾーン）の卸売・小売商品販売額推移（再掲） 

 
 

（2）空き店舗率の上昇 

中心市街地（都市中枢ゾーン）における空き店舗率は，東日本大震災のあっ

た 2011（平成 23）年以降に上昇傾向が強まり，2015（平成 27）年 3 月時点で

22.0 パーセントとなっている。特に飲食店等が密集する繁華街である大工町地

区では 30パーセントを超える状況が続いており，空き店舗率が高水準になって

いる。 
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（資料：～H19 まで商業統計・H24 は経済センサス活動調査による参考値／経済産業省） 

 

（資料：～H19 まで商業統計・H24 は経済センサス活動調査による参考値／経済産業省） 
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図8  中心市街地（都市中枢ゾーン）の空き店舗率推移（再掲） 

 

 

 

（3）歩行者通行量の減少 

  中心市街地（都市中枢ゾーン）における歩行者通行量は，2015（平成27）年

で約10万人であるが，昭和60年代からみると60パーセント以上の減少がみられ

る。近年では，東日本大震災後に水戸駅南口にオープンした商業施設「エクセ

ルみなみ」の影響で一時的に増加（2012（平成24）年）したものの，再び減少

傾向となり，2015（平成27）年には過去最低となっている。 

 

図9  中心市街地（都市中枢ゾーン）歩行者通行量の推移（再掲） 

 

（参考事項） 

○平成 19 年調査 ： 日曜日調査時雨天   ○平成 22 年調査 ： 月曜日調査時雨天 

○平成23年調査 ： 両調査日とも猛暑    ○平成26年調査 ： 月曜雨天 
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総 計 297,468 287,257 290,880 227,614 141,363 129,426 124,750 110,409 119,588 115,903 109,794 101,048
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人
）

 （資料：水戸市商工課）    

※ここでの空き店舗とは，不特定多数の人が購入・賃貸・サービスなどの目的等で入店できる 

建物の 1 階部分を対象（事務所は除き，大型店は全体で 1 とする）とし，調査は目視による。 

（S54 年度は 10 地点，S60～22 年度は 11 地点，H23 以降は 12 地点での調査） 

（資料：歩行者通行量調査／水戸商工会議所・水戸市） 
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第3号要件  

当該市街地に

おける都市機能

の増進及び経済

活力の向上を総

合的かつ一体的

に推進すること

が，当該市街地の

存在する市町村

及びその周辺の

地域の発展にと

って有効かつ適

切であると認め

られること  

本市の商圏人口は約 80万人と県下最大であり，市内の年間商品販売額は 1.5

兆円と県内シェア 22.1 パーセントを占め，県内最大の経済規模を誇っており，

茨城県内における求心力を保っている。 

その中でも中心市街地（都市中枢ゾーン）は，相対的な地位低下があるもの

の，市全域に対し，商品販売額の割合は，11.7 パーセント，商業従業者数は

10.0 パーセント，売場面積は 15.7 パーセント（2007（平成 19）年）と，一定

の規模を有していることから，当該中心市街地（都市中枢ゾーン）の活性化に

取り組むことは，市全体やその周辺の地域の発展にも効果の及ぶものである。 

また，上位・関連計画において，当該市街地については次のように位置付け

られている。 

 

（1）水戸市第6次総合計画（平成26年3月） 

・都市核の機能強化について，次のように位置付けている。 

 水戸都市圏における広域的な拠点性を持つ「都市核」として，都市の発展，

魅力の発信をリードしていくため，これまでの中心市街地の区域を見直し，更

なる機能強化に向けた新たな区域を設定します。そして，歴史的資源や文化的

資源を生かしながら，多くの人が集い，にぎわい，交流を創出する様々な都市

中枢機能の連携強化と一層の集積を図るとともに，再開発等による交流拠点づ

くりや人と環境にやさしいまちなか交通体系の整備に加え，まちの活性化に向

けたソフト事業を総合的に展開しながら，にぎわいあふれる都市核としての中

心市街地の再生を目指します。 

 

図 10  第 6 次総合計画における都市空間整備計画イメージ図 
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（2）水戸市都市計画マスタープラン（第2次）（平成27年3月） 

2015（平成 27）年 3月に策定された都市計画マスタープランでは，将来の社

会情勢の変化にも柔軟に対応できる持続可能な都市構造として，都市機能や居

住機能が集積した「持続可能なコンパクトなまち」を将来像として目指すこと

としている。 

都市核については，都市中枢機能の強化と更なる集積を図るとともに，定住

化の推進や歩いて暮らせる歩行環境の整備，市街地再開発事業による交流拠点

づくりを総合的に展開しながら，魅力的な都市空間の形成を図ることとしてい

る。 

 

 

図 11  将来都市構造図（水戸市都市計画マスタープラン（第 2 次）） 
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（3）水戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成28年2月） 

〔1〕策定の趣旨 

本戦略は，将来的な人口減少が避けられない中，自主・自立したまちづく

りを進めていくため，そして，県都として，水戸都市圏のリーダーとしての

役割を果たしていくため，歴史と伝統，芸術・文化，豊かな自然など，水戸

ならではの個性と魅力を高め，にぎわいと交流を創出しながら，訪れてみた

い，住んでみたいと思われるような，選ばれる魅力あるまちの構築に向けた

実効性のある施策を積極的かつ集中的に推進していくため策定する。 

 

〔2〕基本的な考え方 

本戦略は，水戸市第6次総合計画－みと魁プラン－に掲げた将来都市像「笑

顔あふれる安心快適空間 未来に躍動する 魁のまち・水戸」の実現を目指

していくことを基本に，国のまち・ひと・しごと創生総合戦略における4つの

基本目標を踏まえ，「しごとの創生」，「ひとの創生」，「まちの創生」の3

つの視点に重点を置いた計画とする。 

そして，「しごと」が「ひと」を呼び，「ひと」が「しごと」を呼び込む

好循環を確立するとともに，その好循環を支える「まち」に活力を取り戻し

ていくことを目指し，好循環を生み出す基軸となる「ひと」が，生き生きと

暮らしていくことのできる環境づくりを進める。特に，人口ビジョンで明ら

かにされたように，地域経済や文化の発展をリードする若い世代の人口減少

に歯止めをかけるため，地元からの流出抑制及び新たな流入の促進に重点化

を図る。 

                                              

◎重点を置く3つの視点 

① しごとの創生 

   本市における重点課題である戦略的観光をはじめ，商業，農業，工業，

さらには，新たな産業など，あらゆる分野の産業について，地域の資源や

特性を生かした振興，持続的な発展を推進するとともに，幅広い分野にお

ける企業や事業所の誘致に取り組みながら，雇用の創出を図る。 

② ひとの創生 

本市に住んでみたいと思われる，選ばれる居住環境の整備とともに，大

学等と連携しながら，地域の活性化を担う人材の育成やしごとの創生に取

り組み，若い世代の定住化を図る。また，子どもを安心して生み，健やか

に育てやすい環境整備とともに，将来の水戸を創造し，リードしていくこ

とのできる人材育成の視点に立った水戸らしい教育の充実を図り，若い世

代が希望をかなえられるまちづくりを推進する。 

③ まちの創生 

しごとの創生，ひとの創生を支える基盤づくりとして，人口減少社会に

対応できる水戸市の地域特性を踏まえたコンパクトシティの実現に向け，

都市中枢機能の集積や交通ネットワークを構築し，まちの活性化を図る。

あわせて，県都として，水戸都市圏のリーダーとして，広域的な経済・生

活圏の活性化をリードする。 

 

〔3〕戦略の期間 

本戦略は，2019（令和元）年度を目標年度とし，計画期間は， 2015（平成

27）年度から2019（令和元）年度までの5か年とする。 
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3．中心市街地の活性化の目標  

 

［1］中心市街地活性化の目標 

中心市街地（都市中枢ゾーン）の活性化に向けては，『多様な人々が集い，暮らし，働き，皆が魅力

を味わえる，快適でにぎわいのある水戸のまちなか』を目指し，３つの基本方針を踏まえた次の目標

を設定する。 

 

(1)「基本方針１：人々が訪れたくなる魅力づくり」に基づく目標 

 

 重点目標１：まちなかのにぎわいを創出する 

新たな交流拠点づくりや歴史，文化等の資源を活かした事業を進め，それらをネットワーク化

することで回遊性を高めるなど人々が集まるまちなかを目指す。 

また，都市機能の強化と一層の集積を図るほか，まちなかで活動する人々が主役となった，多

様な交流を創出する環境づくりに取り組む。 

これらを踏まえ，目標指標として，「歩行者通行量」を設定する。あわせて，参考指標として，

市内の「路線バス利用者数」を設定する。 

 

(2)「基本方針２：人々が暮らしたくなる快適空間づくり」に基づく目標 

 

 重点目標２：まちなか居住を促進する 

人々が住みやすいまちを形成するため，まちなか居住を推進するとともに，人と環境にやさし

い交通体系の確立に向け，歩いて楽しめる道路空間整備等を進めるほか，買い物をはじめとした

生活利便性の向上を図るなど，居住環境の充実に取り組む。 

これらを踏まえ，目標指標として，「居住人口」を設定する。 

 

(3)「基本方針３：地域経済をけん引する活力づくり」に基づく目標 

 

 重点目標３：生活利便機能を再生する 

  まちの活性化においては，地域経済の活性化が重要な原動力となることから，まちなかの生活

利便機能の再生に重要な役割を果たす商業・業務機能の誘致や新たに事業を志す起業家の育成・

支援を進める。 

これらを踏まえ，目標指標として，「空き店舗率の減少」を設定する。 

 

○目標及び目標指標 

基本方針 目標 目標指標 

人々が訪れたくなる魅力づくり まちなかのにぎわい創出 歩行者通行量 

※参考指標 

 路線バス利用者数 

人々が暮らしたくなる快適空間づくり まちなか居住の促進 居住人口 

地域経済をけん引する活力づくり 生活利便機能の再生 空き店舗率 
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◇ まちなかの将来像と基本方針，目標指標の関係イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［2］計画期間の考え方 

本計画の計画期間は，中心市街地の活性化に向けて取り組む各事業の実施時期や効果の発現を踏ま

え，次のとおり設定する。 

 ○計画期間 

2016（平成 28）年 7 月から 2022（令和 4）年 3月（5年 9か月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『多様な人々が集い，暮らし，働き，皆が魅力を 

味わえる，快適でにぎわいのある水戸のまちなか』 

《基本方針１》 

人々が訪れたくなる 
魅力づくり 

《基本方針２》 

人々が暮らしたくなる 
快適空間づくり 

《基本方針３》 

地域経済をけん引する 
活力づくり 

【重点目標１】 

まちなかの 

にぎわいを創出する 

【重点目標２】 

まちなか居住を 

促進する 

【重点目標３】 

生活利便機能を 

再生する 

【目標指標１】 

歩行者通行量 

【目標指標２】 

居住人口 

【目標指標３】 

空き店舗率 

まちなかの将来像 
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［3］目標指標の設定の考え方 

 

 (1)「まちなかのにぎわい創出」について 

 重点目標１：まちなかのにぎわいを創出するに関する目標指標 

 

  【目標指標：歩行者通行量】 

 

 

 

 

（約１７％の増） 

 

 

・基本方針1の「人々が訪れたくなる魅力づくり」に向け，まちなかのにぎわい創出を目標とし，そ

の指標を計画区域内の歩行者通行量と設定する。 

・歩行者通行量の調査地点については，下記の12地点であり，各調査地点と，想定される歩行者の

回遊ゾーンとの関連性は以下のとおりである。 

 

歩行者通行量調査地点 回遊ゾーンとの関連性 

①水戸駅南口 2F ⑦丸井水戸店前 2F （水戸駅周辺地区） 

【主な回遊の拠点】 

・水戸駅 

・弘道館・水戸城跡周辺地区 

・水戸駅北口地区（旧リヴィン跡） 

②中村ビル前 1F ⑧旧リヴィン水戸店前 2F 

③銀杏坂南 ⑨水戸中央郵便局前 

④山忠ビル前 ⑩常陽銀行本店 

（南町周辺地区） 

【主な回遊の拠点】 

・弘道館・水戸城跡周辺地区 

・水戸協同病院 

・コワーキングスペース水戸 

⑤京成百貨店前 ⑪旧京成百貨店前 

（泉町周辺地区） 

【主な回遊の拠点】 

・水戸芸術館 

・新市民会館 

・水戸京成百貨店 

・わん・ぱーく・みと 

⑥大工町バス停前（南） ⑫大工町バス停前（北） 

（大工町周辺地区） 

【主な回遊の拠点】 

・トモス水戸 

・大工町地区飲食店 

・偕楽園 

 

 

 

 

現況値（H26） 

１０９，７９４人 

目標値（R3） 

１２８，３００人 
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 【設定した目標指標実現のための主な取組】 

・主な取組として，新市民会館の整備による交流拠点機能の強化，水戸城建造物（大手門，二の丸

角櫓，土塀）の整備等の歴史まちづくりによる観光機能の強化のほか，観光資源と芸術文化の拠

点相互の観光ルート設定やパッケージ化など様々な施策を推進していく。これら施策を総合的に

展開することによって回遊性を高め，まちなかのにぎわい創出を図っていく。 

 

■主要事業① 芸術・文化のまちづくり（新市民会館整備事業）による事業効果 

新市民会館は，大ホールの席数を2,000席程度にするなど，最大3,700人の収容人数となる複数

の部門を複合的に利用することにより，3,000人規模のコンベンションに対応する施設とし，新市

民会館全体として，年間の集客数は次のとおり見込まれる。 

 

新市民会館集客数  600,000 人／年 

（想定する集客数） 

・大ホール等の各種ホール利用者数（稼働率を 70％と想定） 

→ 約 340,000 人／年            

・会議室等の利用者数（稼働率を 85％と想定）   

      → 約 210,000 人／年 

・練習室等の利用者数（稼働率を 75％と想定）        

→  約 50,000 人／年 

 

【事業効果】 

新市民会館の集客は，自動車利用が 56.6％，公共交通・徒歩利用が 43.4％と見込まれており，

それぞれの利用者が回遊する人数は次のとおり見込まれる。 

① 歩行者通行量の純増 

新市民会館集客数 × 公共交通・徒歩利用率 

   ＝ 600,000 人 × 43.4％（※1） ＝ 260,400 人 

② 自動車利用者の回遊による増加 

新市民会館集客数 × 自動車利用率 × 回遊率 

＝ 600,000 人 × 56.6％（※2） × 0.4（※3） ＝ 135,840 人 

以上より，年間の歩行者通行量（①＋②）は，396,240 人 

年間 300 日の稼働を想定していることから，396,240 人 ÷ 300 日 ＝ 1,320.8 人／日 

                                ≒ 1,321 人／日 

※1 新市民会館整備に係る市民アンケートにおいて，自動車以外の交通手段を

利用して来館するとした回答者の割合 

※2 新市民会館整備に係る市民アンケートにおいて，自動車を利用して来館す

るとした回答者の割合 

※3 既存の近隣駐車場の空き駐車場率 

 

 

一日当たりの歩行者通行量 1,321 人／日・・・Ａ 
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 ■主要事業② 弘道館・水戸城跡周辺地区の歴史まちづくりによる事業効果 

水戸の歴史の象徴でもある弘道館・水戸城跡周辺地区の歴史的景観づくりを進め，風格ある歴

史まちづくりを推進し，見て，楽しめる魅力ある空間の形成を目指し，観光面での振興を図る。

この整備等を実施することにより，周辺地区整備後の同地区内の主な施設である弘道館の入館者

は次のとおり見込まれる。 

 

現在の弘道館入館者数 58,886 人／年 （2014（平成 26）年） 

↓ 

弘道館入館者数の目標値 130,000 人／年 （2021（令和 3）年）(※) 

（約 71,000 人増） 

 

※ 弘道館入館者数の目標値は，水戸市観光基本計画（第 3次）における 2021（令和 5）

年の目標値 150,000 人から経年で算出 

 

【事業効果】 

① 現在の弘道館入館者（約 59,000 人／年とする）の回遊による増加 

現在の弘道館入館者数 × 回遊率 ＝ 59,000 人 × 0.5（※1） ＝ 29,500 人 

② 弘道館入館者増加による歩行者通行量の純増分の回遊 

弘道館入館者増加数 × 回遊率 ＝ 71,000 人 × 0.8（※2） ＝  56,800 人 

 

※1 水戸市観光客アンケート調査（2013（平成 25）年）において，市内観光施設来訪者の

交通手段のうち自動車利用が 66.6％となっており，残りの 33.4％が徒歩または公共交通

機関等を利用している。弘道館は中心市街地（都市中枢ゾーン）に立地しており，周辺

の公共交通機関が発達していることから，約 50％（0.5）と設定 

※2 計画期間中の弘道館入館者増加数については，水戸城歴史的建造物や道路空間整備事

業等により水戸駅北口周辺地区と一体となった空間形成を推進していくことで，回遊率

の上昇を約 30％（0.3）と見込み，約 80％（0.8）と設定 

 

以上より，年間の歩行者通行量（①＋②）は，86,300 人 

年間 365 日として，86,300 人 ÷ 365 日 ＝ 236.4 人／日 ≒ 236 人／日 

 

一日あたりの歩行者通行量 236 人／日・・・Ｂ 

 

■主要事業③ メインストリートを軸とした活力創生のまちづくりによる事業効果 

  〔生活利便機能の再生〕 

空き店舗対策事業や企業誘致施策，リノベーションまちづくり事業など，生活利便機能の再生

に係る事業の実施により，次のとおり店舗面積の増加が見込まれる。 

各事業の実施による計画期間中の商業施設の店舗面積増加は次のとおり見込む。 

  空き店舗対策事業による店舗面積増加…2,500 ㎡ 

  企業誘致推進事業による店舗面積増加…4,000 ㎡ 

  リノベーションまちづくり事業による店舗面積増加…1,000 ㎡ 

増加店舗面積  7,500 ㎡ 
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【事業効果】 

これらの店舗面積増加に伴い，次のとおり歩行者通行量の発生が見込まれる。 

     店舗面積当たり日来客数原単位 × 店舗面積 × 回遊率 

＝ 950 人／千㎡（※1） × 7.5 千㎡ × 0.75（※2） ＝ 5,343.7 人 ≒ 5,344 人 

※1 「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針（平成 19 年 2 月 1

日経済産業省告示 16 号）」p.5 店舗面積当たり日来客数原単位 

※2 「水戸まちなかみらい会議（水戸まちなか調査事業）」（水戸商工会議所 2014（平

成 26）年）での質問【日常の買い物での交通手段】に対して自動車と回答した割合が

約 50％であった。中心市街地の商業集積に鑑み，うち半数が周辺の商店や飲食店等に

回遊すると仮定して，徒歩や自転車，公共交通機関等の回遊率とあわせて，約 75％

（0.75）と設定 

 

一日当たりの歩行者通行量 5,344 人／日・・・Ｃ 

 

■主要事業⑤ 人々が集い都市的な暮らしが楽しめるまちづくりによる事業効果 

まちなか住みかえ支援事業などによる，まちなか居住の促進に係る事業の実施により，次のと

おり居住人口の増加が見込まれる。 

各事業の実施による居住人口の増加は，次のとおり見込む。 

 民間事業者が行う共同住宅整備による居住人口増加…322 人（a）    

 まちなか共同住宅整備促進事業による事業効果…85人（b） 

 子育て世帯まちなか住みかえ支援事業（住宅取得補助・家賃補助）による事業効果…945人(c) 

住宅リフォーム助成事業による事業効果…45 人(d) 

増加居住人口 ＝ a ＋ （b ＋ c ＋ d） × 0.95（※） ＝ 1,343.25 人 

                                      ≒ 1,300 人 

     ※ 事故や転勤といったやむを得ない事情での転出等を考慮し，平成 26 年の水戸市の市

外転出率を参考に設定 

 

【事業効果】 

これらの居住人口増加に伴い，次のとおり歩行者通行量の発生が見込まれる。 

  住宅の発生集中原単位 × 戸数（増加居住人口 ÷ 世帯当たり人員数（※）） × 回遊率 

   ＝ 7.0 人／戸 × （ 1,300 人 ÷ 2.7 人 ） × 0.7 

＝ 2,359.2 人 ≒ 2,359 人 

※ 2016（平成 26）年 10月 1 日現在の中心市街地活性化ビジョン区域（570ha） 

内における単身世帯を除いた平均世帯当たり人員 

 

一日当たりの歩行者通行量 2,359 人／日・・・Ｄ 

 

■各事業効果の集計 

主要事業の実施による効果として，歩行者通行量の増加は次のとおり見込まれる。 

（Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ）× 2日（日曜，月曜分） 

  ＝ （1,321 人／日 ＋ 236 人／日 ＋ 5,344 人／日 ＋ 2,359 人／日） × 2 日 

                                       ＝ 18,520 人 

                

【事業効果】  18,520 人 
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≪ 目 標 ≫ 

  基準年とする2014（平成26）年の数値にこの効果を見込み，目標値は次のとおりとする。 

   歩行者通行量（H26） ＋ 事業効果による歩行者通行量  

       ＝ 109,794人 ＋ 18,520人 ＝ 128,314人 

 

目標値（歩行者通行量）  128,300 人 

 

 

 

 

  【参考指標：路線バス利用者数】 

 

 

 

 

（約１１％の増） 

 

・まちなかのにぎわい創出を目標とした「歩行者通行量」を補完する参考指標として，市内の「路線

バス利用者数」を設定する。 

・本市のバス交通は，全体で207系統に及んでいるが，このうち9割近くがJR水戸駅を中心として放射

状にネットワークが形成されている。特に，中心市街地を横断する国道50号では，1日に約1,800本

の路線バスが運行しており，市内交通の大動脈となっている。 

・まちなかへの集客を誘導するため，周辺市町村とも連絡するバス交通の利用者の増加を図るととも

に，まち歩きを補完し，まちなかでの移動の円滑化に資する計画区域内の利用者の増加を図る。 

 

【設定した指標実現のための主な取組】 

・主な取組として，バス路線の再編をはじめ，運賃の見直しなど，バスサービスの充実を図り，

回遊性を高め，まちなかのにぎわい創出を図っていく。 

 

現況値（H26） 

２９，６５６人／日 

目標値（R3） 

３２，８００人／日 
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(2)「まちなか居住の促進」について 

 重点目標２：まちなか居住を促進するに関する目標指標 

 

  【目標指標：居住人口】 

 

 

 

 

（約１８％の増） 

 

 

・基本方針2の「人々が暮らしたくなる快適空間づくり」に向け，まちなかの居住人口増加を目標

とし，その指標を計画区域内居住人口と設定する。 

 

【設定した目標指標実現のための主な取組】 

・主な取組として，まちなか共同住宅整備促進事業，子育て世帯まちなか住みかえ支援事業，民間

住宅活用型市営住宅事業の推進など，計画区域内への居住誘導施策を推進していく。まちの持続

的な発展に向けては，若い世代をはじめ，多様な人が暮らし，交流できる環境が必要であること

から，あわせて，まちなか居住の誘導に向けた取組として，生活利便性の向上についても推進し

ていく。 

 

■民間事業者共同住宅整備促進事業（南町2丁目マンション）による居住人口増加 

【事業効果】 

南町 2丁目において整備される分譲マンションは，建物は地上 19階，地下 1階であり，1階部

分が商業施設，2階から 19 階部分が分譲マンション（158 戸）となっており，入居による居住人

口の増加は次のとおり見込まれる。 

世帯数 × 世帯当たり人員数（※1） × 係数（※2） 

 ＝ 158 世帯 × 2.4 人 × 0.85 ＝ 322.32 人 ≒ 322 人 
 

※1 2013（平成 25）年住宅・土地統計調査における水戸市の持家共同住宅の

平均世帯当たり人員数 

※2 投資等居住以外の目的での購入も想定し係数を設定 
 

居住人口増加数 322 人・・・Ａ 

 

■まちなか共同住宅整備促進事業による事業効果 

【事業効果】 

中心市街地（都市中枢ゾーン）での都市型住宅の供給を図るため，一定の条件を満たす共同住

宅（賃貸型）の建設を促進することにより，定住人口の増加は次のとおり見込まれる。 

    目標整備戸数 × 世帯当たり人員数（※） 

 ＝ 50戸 × 1.7人 ＝  85人 
 

         ※ 2013（平成25）年住宅・土地統計調査における水戸市の賃貸共同住宅の平

均世帯当たり人員数 
 

居住人口増加数 85 人・・・Ｂ 

 

現況値（H26） 

６，７７８人 

目標値（R3） 

８，０００人 
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■子育て世帯まちなか住みかえ支援事業（住宅取得補助・家賃補助）による事業効果 

【事業効果】 

中心市街地（都市中枢ゾーン）のにぎわいの創出を図るため，子育て世帯の住宅取得補助によ

る中心市街地（都市中枢ゾーン）への住みかえの誘導により，居住人口の増加は次のとおり見込

まれる。 

目標世帯数（※1） × 世帯当たり人員数（※2） × 年 

   ＝ 70 世帯 × 2.7 人 × 5 ＝ 945 人 
 

※1 70 世帯の内訳は，「未来の水戸をつくる市民１万人アンケート（平成 24 年 3

月）」での住居形態別の住まいの意識において，「持ち家（マンションなどの集

合住宅）に住みたい」「民間のマンションやアパートを借りて住みたい」という

回答割合から，住宅取得補助 20 件，家賃補助 50件 

※2 2014（平成 26）年度の中心市街地（都市中枢ゾーン）における単身世帯 

を除いた世帯当たり人員 
 

居住人口増加数 945 人・・・Ｃ 

 

■住宅リフォーム助成事業による事業効果 

【事業効果】 

住宅リフォームを実施して中心市街地（都市中枢ゾーン）へ住みかえた際のリフォーム費用の

一部を助成することで誘導を図ることにより，居住人口の増加は次のとおり見込まれる。 

目標世帯数（※1） × 世帯当たり人員数（※2） × 年 

   ＝ 6 世帯 × 1.9 人 × 4 ＝ 45.6 人 ≒ 45 人 

 

※1 当該事業の実施において水戸市全域おける目標活用世帯数は，年間 230 

世帯であることから，中心市街地（都市中枢ゾーン）での目標活用世帯数 

は，エリア内の人口占有率から次のように算出される。 

  中心市街地（都市中枢ゾーン）内人口…6,778 人（平成 26年度） 

   水戸市全域での目標活用世帯数 

    × （ 中心市街地（都市中枢ゾーン）内人口 ÷ 市内人口） 

   ＝ 230 世帯 × （ 6,778 人 ÷ 270,876 人 ） ≒ 6 世帯 

※2 2014（平成 26）年度の中心市街地活性化ビジョン区域内における世帯当 

たり人員 

 

居住人口増加数 45 人・・・Ｄ 

 

■各事業効果の集計 

主要事業の実施による効果として，居住人口の増加は次のとおり見込まれる。 

Ａ ＋ （Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ）× 係数（※） 

＝ 322 人 ＋ （85 人 ＋ 945 人 ＋ 45 人） × 0.95（※） 

＝ 1,343.25 人 ≒ 1,300 人 

 

※ 事故や転勤といったやむを得ない事情での転出等を考慮し，平成 26 年の

水戸市の市外転出率を参考に設定 

 

【事業効果】  1,300 人 
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※その他，商業施設の誘致等によるまちなかの生活利便性の向上や，民間住宅活用型市営住宅事業

等により，上記積算に係る事業の効果をより高めていく。 

 

≪ 目 標 ≫ 

  基準年とする2014（平成26）年の数値にこの効果を見込み，目標値は次のとおりとする。 

   居住人口（H26） ＋ 事業効果による居住人口  

       ＝ 6,778人 ＋ 1,300人 ＝ 8,078人 ≒ 8,000人 

 

目標値（居住人口）  8,000 人 
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 (3)「生活利便機能の再生」について 

重点目標３：生活利便機能の再生に関する目標指標 

 

  【目標指標：空き店舗率】 

 

 

 

 

（約５.４％の減） 

 

 

・基本方針3の「地域経済をけん引する活力づくり」に向け，生活利便機能の再生を目標とし，そ

の指標を空き店舗率と設定する。 

 

【設定した目標指標実現のための主な取組】 

・主な取組として，空き店舗への入店に際しての改装費補助（空き店舗対策事業），中心市街地で

の新設等に係る費用に対する補助（企業立地促進事業）等の事業所誘致施策を充実させて，商業

活性化による買い物機能等の生活環境の向上とあわせてビジネスの場としての機能強化を図り，

商業・業務機能を集積させることで，生活利便機能の再生を図る。 

 

■空き店舗対策事業による効果 

① 空き店舗対策事業による空き店舗の減少効果   5 店舗/年（※） 

※ 最近 2年の空き店舗対策事業実績の平均数 

          （平成 26 年度実績 ＋ 平成 27年度実績）÷ 2 

（5 店舗 ＋ 6 店舗）÷ 2 ＝ 5.5 店舗 ≒ 5 店舗 

 

② 計画期間最終年度まで（H28～H33 年度）の空き店舗対策事業に係る出店数 

（H28）｛4店舗（※）× 1 年｝＋（H29～R3）｛5店舗 × 5 年｝ ＝ 29 店舗・・・Ａ 

 

※ 計画期間が年度途中開始であることを考慮して設定 

 

■その他の事業による効果 

① まちなかリノベーション事業による遊休不動産の事業化，創業支援に係る各種施策の推進

による空き店舗への想定出店数                      2 店舗/年 

② 企業誘致施策及び商業施設等の立地促進に係る中・大型店舗の想定出店数   3 店舗/年 

⇒ ① ＋ ② ＝ 2 店舗/年 ＋ 3 店舗/年 ＝ 5 店舗/年 

計画期間最終年度まで（H28～H33 年度）の出店数 

（H28）｛4店舗（※）× 1 年｝＋（H29～R3）｛5店舗 × 5 年｝ ＝ 29 店舗・・・Ｂ 

 

※ 計画期間が年度途中開始であることを考慮して設定 

 

 

 

 

 

 

現況値（H26） 

２１．４％ 

目標値（R3） 

１６．０％ 
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■各事業効果の集計 

【事業効果】 

空き店舗対策事業等の実施による効果として，中心市街地（都市中枢ゾーン）での空き店舗の

減少は次のとおり見込まれる。 

空き店舗対策事業による効果（Ａ） ＋ その他の事業による効果（Ｂ） 

                       ＝ 29 ＋ 29 ＝ 58 店舗 

【事業効果（空き店舗への新規出店数）】 58 店舗 

 

① 計画期間最終年度の空き店舗数見込 ＝ H26 年度の空き店舗数 -（Ａ＋Ｂ） 

＝ 227 - 58 ＝ 169・・・Ｃ 

② 計画期間最終年度の空き店舗率見込 

 ＝ Ｃ ÷ H26 年度中心市街地（都市中枢ゾーン）対象店舗数 

                     ＝ 169 ÷ 1,062  ＝ 15.91％ 

 

≪ 目 標 ≫ 

  事業効果から，目標値は次のとおりとする。 

   空き店舗率（H26） ⇒ 事業効果による空き店舗率  

21.4％      ⇒  15.9％  ≒  16.0％ 

  

   目標値（空き店舗率）  16.0％ 
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［4］フォローアップの考え方 

 

(1)フォローアップの時期 

   本基本計画においては，計画最終年度の令和 3 年度において，設定した目標の達成を目指すもの

であるが，目標ごとに下記の時期にフォローアップを実施する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

（2)フォローアップの方法 

  ［指標① 歩行者通行量］ 

    歩行者通行量調査は，毎年実施しており，毎年7月の調査結果を当該年の歩行者通行量として

捉えている。 

今後も調査を継続し，状況を把握，検証しながら，必要に応じて事業効果を促進する措置を講

じる。 

 

  ［参考指標 路線バス利用者数］ 

    路線バスの利用者数は，バス事業者から提供を受けて毎年データを集計しており，4月1日から

3月31日までのバス事業者ごとの利用者数の合計から1日当たりの利用者数を算出して，当該年度

の路線バスの利用者数として捉えている。 

今後も調査を継続し，歩行者通行量を補完する指標として，状況を把握，検証していく。 

 

［指標② 居住人口］ 

    中心市街地（都市中枢ゾーン）の居住人口は，5年に一度実施される国勢調査のデータをもと

に，毎月の増減データを反映させた推計人口のうち，毎年10月1日現在のものを当該年の居住者

人口として捉えている。 

今後も毎年その実績値を把握し，進捗状況を確認・報告するとともに，検証しながら，必要に

応じて事業効果を促進する措置を講じる。 

 

  ［指標③ 空き店舗率］ 

    空き店舗率は，毎年実施しており，毎年2月の調査結果を当該年度の空き店舗率として捉えて

いる。 

今後も調査を継続し，状況を把握，検証しながら，必要に応じて事業効果を促進する措置を講

じる。 

 

 

目標指標 フォローアップの時期 

指標① 歩行者通行量 

※参考指標  路線バス利用者数 
目標年度の令和 3年度まで毎年度 

指標② 居住人口 

指標③ 空き店舗率 



68 

 

4．土地区画整理事業，市街地再開発事業，道路，公園，駐車場等の公共の用に供する施設

の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

  

［1］市街地の整備改善の必要性   

（1）現状分析 

本市の中心市街地（都市中枢ゾーン）は，国道 50 号（メインストリート）を軸にまちなみが形成

され，商業をはじめ，業務，行政，教育，医療，居住など様々な都市機能のほか，歴史，芸術，文化

的資源が集積する「まちの顔」として，地域経済の発展に重要な役割を果たしてきたところである。 

しかしながら，中心市街地（都市中枢ゾーン）では，郊外部への大型小売店舗の出店や自家用車へ

の依存度の高まりなどを背景として，水戸駅北口のリヴィン水戸店や南町 2 丁目のショッピングセン

ターミーモ，水戸駅南口のヤマダ電機ＬＡＢＩ水戸等の大規模小売店舗の閉店に加え，歩行者通行量

の減少，空き店舗及び低・未利用地が増加している。これまでも，泉町 1丁目南地区（京成百貨店）

及び大工町 1丁目地区（トモスみと）の再開発ビルなどの拠点の整備，歩道のバリアフリー化等のハ

ード事業を実施するとともに，中心商店街が主体となったイベントや販売促進活動への支援，空き店

舗への小売・飲食，サービス業等の出店に対して改装費の一部助成を行う空き店舗対策事業などのソ

フト事業にも取り組んできたとこであるが，依然として厳しい状況が続いている。 

そのため，新たな交流拠点づくりを進めるとともに，低・未利用地を有効に活用しながら様々な都

市機能の強化・集積を促進するなど，都市的魅力の再構築を図る必要がある。 

また，本市においても将来的な人口減少，超高齢社会の到来が見込まれる中，それに対応した社会

インフラを整備し，持続可能なコンパクトなまちを目指していくことが必要である。 

 

（2）市街地の整備改善の必要性 

中心市街地（都市中枢ゾーン）における都市機能の強化により魅力向上を図るとともに，当エリア

には弘道館や水戸芸術館，周辺には偕楽園，千波湖などの地域資源が集積しており，これは本市の持

つ個性でもあることから，都市の魅力を高めるためには，これら資源の魅力をさらに磨き上げ，有効

に活用することも必要である。 

主な取組としては，にぎわいを生み出すために，都市機能の強化につながる拠点として，新市民会

館の整備を行うとともに，周辺道路の整備を推進し，さらに，隣接する水戸芸術館と連携して，芸術・

文化のまちづくりを進め，人々が集う交流拠点づくりに取り組むほか，水戸駅北口における旧リヴィ

ン跡地，また南町3丁目の旧ユニー水戸店跡地について，民間活力を生かした，新たなまちなかの顔

づくりを促進し，まちなかの魅力向上を図ることが必要である。 

また，水戸駅北口に位置し，日本遺産にも認定された歴史的資源である弘道館を生かし，多くの人

が訪れ，歴史を感じられる空間づくりを推進し，水戸駅北口周辺地区と一体となったエリアの魅力の

更なる向上を推進する必要がある。 

そのため，メインストリートとこれらの地域資源とをつなぐネットワークの構築など，歩いて楽し

めるまちなかを目指し，回遊しやすい環境づくりが必要である。 

 

（3）フォローアップの考え方 

基本計画に位置付けした事業等の進捗状況について確認するため，毎年調査を行い，目標指標への

効果を把握しながら，状況に応じて事業促進のための必要な措置を講じる。 
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［2］具体的事業の内容 

(1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

(2）①認定と連携した支援措置のうち，認定と連携した特例措置に関連する事業  

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業①泉町1丁目北地

区市街地再開発事業 

 

【内容】 

新市民会館を主要施設とし

た市街地再開発事業による

施設建築物及び周辺道路を

整備する。 

 

施行者／再開発組合 

施行区域面積／約1.4ha 

建築面積／約6,952㎡  

延床面積／約23,170㎡ 

用途／公益施設（新市民会

館），商業・業務施設，駐

車場 

公共施設整備／市道上市

189号線，幹線市道4号線，

市道上市192号線の道路拡

幅及び電線地中化 

 

【実施時期】 

H27～R1 

再開発

組合 

施行区域に隣接する水戸芸術

館との一体的な空間づくりを推

進し，また，新しい交流を生み

出すコンベンション機能を持つ

まちなか交流拠点として，人々

が集い，にぎわう環境の創出，

そして，多世代が交流する拠点

の形成を目指す。 

また，再開発事業地区周辺道

路について，安全で快適な歩行

者空間の創出とともに，電線地

中化によりまちなかに相応しい

良好な景観形成を図る。 

これらにより水戸芸術館や大

型商業施設（京成百貨店）との

連携を強化し，各施設間の相乗

効果を隣接地区へ波及させ，中

心市街地（都市中枢ゾーン）の

魅力と活力あふれる都市空間の

再生を目指すもので，中心市街

地の活性化に必要である。 

 

 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（市街地再開

発事業等） 

 

〔実施時期〕 

H28～R1 
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【事業名】 

泉町１丁目北地区周辺のま

ちづくりの推進 

 

【内容】 

水戸芸術館東地区におい

て，官民共同により，店舗，

事務所，公共駐車場等の立

地に向けた街区の整備を行

う。 

 

【実施時期】 

H29～R1 

民間事

業者等 

 本事業においては，市街地の

防災性向上，土地の高度利用を

図るとともに，都市機能を強化

し，芸術・文化の拠点である水

戸芸術館，新たな交流拠点とな

る新市民会館と一体となったま

ちづくりを推進する。 

泉町１丁目北地区を訪れる来

街者の多様な利用ニーズに対応

する利便施設の整備により，ま

ちなか交流拠点の機能充実，良

好な市街地環境の形成に資する

ものであり，中心市街地（都市

中枢ゾーン）の活性化に必要な

事業である。 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（住環境整備

事業（市街地

再開発事業）） 

 

〔実施時期〕 

H29～R1 

 

【事業名】 

水戸芸術館東地区駐車場整

備事業 

 

【内容】  

水戸芸術館東地区に公共駐

車場を整備する。 

 

【実施時期】  

R2～R4  

水戸市 水戸芸術館や大型商業施設（京

成百貨店），新市民会館に近接

した水戸芸術館東地区に駐車場

を整備するものであり，当該駐

車場が整備されることにより，

泉町周辺地区を訪れる来街者の

利便性の向上が図られるととも

に，さらに多くの来街者を同地

区に呼び込むことで，まちなか

交流拠点の機能充実，良好な市

街地環境の形成に資するもので

あり，中心市街地（都市中枢ゾ

ーン）の活性化に必要な事業で

ある。 

〔支援措置〕  

○社会資本整

備総合交付金

（暮らし・に

ぎわい再生事

業） 

 

〔実施時期〕  

R2～R4 
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【事業名】 

主要事業③水戸駅北口地区

のまちづくりの推進（旧リ

ヴィン跡地） 

 

【内容】 

水戸駅三の丸地区市街地再

開発準備組合を中心に，市

街地再開発事業を視野に入

れた開発計画の検討を行

う。 

 

【実施時期】 

H27～R1 

再開発

準備組

合 

 水戸駅北口地区は，本市にお

ける公共交通の中枢であり，中

心市街地（都市中枢ゾーン）の

玄関口として商業利用，観光利

用を含む，あらゆる都市利用の

拠点としてにぎわいの回復が求

められる地区である。 

 同地区においては，大規模商

業施設（旧リヴィン水戸店）の

撤退により大型空き地が発生

し，隣接地を含む地権者で構成

される水戸駅三の丸地区市街地

再開発準備組合が組織され，同

組合による市街地再開発事業を

視野に入れた開発計画の検討が

推進されている。 

民間主体の事業化の促進，魅

力ある都市空間の再生ととも

に，弘道館・水戸城跡周辺地区

の景観整備にも配慮することに

より，商業活性化，にぎわい創

出を図るもので，中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（市街地再開

発事業等） 

 

〔実施時期〕 

H28～R1 
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【事業名】 

水戸駅北口駅前広場改修事

業 

 

【内容】 

水戸駅北口駅前広場のバリ

アフリー化などの改修を推

進する。 

 

〔地上部〕 

・バス乗降場，タクシー乗

降場，公衆トイレ等のバリ

アフリー化 

・障害者用乗降場，エスカ

レーターの新設 

・照明設備改修 

〔ペデストリアンデッキ

部〕 

・路面改修 

・点字ブロック，階段，ス

ロープ改修 

 

【実施時期】 

H18～R5 

水戸市 本市の玄関口でもある水戸駅

北口広場についてバリアフリー

化改修等を行い，すべての人に

やさしい駅前広場を構築するこ

とにより，多様な人々が利用で

きる交流の場として，にぎわい

創出を図るもので，中心市街地

（都市中枢ゾーン）の活性化に

必要な事業である。 

 

 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（都市再生整

備計画事業

（水戸市中心

市街地地区）） 

 

〔実施時期〕 

H28～H30 

 

【事業名】 

南町地区道路空間整備事業 

 

【内容】 

南町地区における道路空間

を整備する。 

 

〔対象道路〕 

・上市250号線，254号線，

259号線の道路景観整備 

 

【実施時期】 

H15～R5 

水戸市  人と環境にやさしいまちなか

交通体系の確立に向け，道路景

観整備等，利用しやすく，歩い

て楽しめる道路空間を構築し，

多くの人々を呼び込むことによ

り，にぎわいの創出に資する事

業を推進する。 

このほか，水戸協同病院の建

替え計画と連携した周辺道路網

整備を推進することで，地域医

療の拠点へのアクセス性，利便

性の向上を図るもので，中心市

街地（都市中枢ゾーン）の活性

化に必要である。 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（都市再生整

備計画事業

（水戸市中心

市街地地区）） 

 

〔実施時期〕 

H28～R1 
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（2）②認定と連携した支援措置のうち，認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

新バリアフリー基本構想の

策定及び基本構想に基づく

事業の実施 

 

【内容】 

新バリアフリー基本構想の

策定及び基本構想に基づく

事業を実施する。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸市，

各施設

管理者 

 水戸駅を中心とする区域等を

高齢者，障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律に基づ

く「重点整備地区」に指定し，

旅客施設や公共交通機関，道路，

都市公園等のバリアフリー化を

重点的かつ一体的に推進するた

めのものである。 

超高齢社会を迎えている中，

中心市街地（都市中枢ゾーン）

への誘導を促進するためのもの

で，中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（バリアフリ

ー環境整備促

進事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

道路の浸水被害対策 

 

【内容】 

道路の浸水被害解消のた

め，道路排水構造物（集水

桝や横断溝等）を整備する。 

 

【実施時期】 

H31～R3 

水戸市 商業施設や観光資源などが多

く集積する中心市街地（都市中

枢ゾーン）において，近年の局

地的な集中豪雨による道路の浸

水被害が発生している。 

このことから，道路排水構造

物を整備することにより，浸水

被害の軽減，解消を目的とし，

商業施設や住民，観光客を浸水

被害から守るもので，中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

○防災・安全

交付金（道路

事業） 

 

〔実施時期〕 

H31～R3 
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【事業名】 

主要事業②弘道館・水戸城

跡周辺地区における道路空

間整備事業 

 

【内容】 

弘道館・水戸城跡周辺地区

における道路空間を整備す

る。 

 

〔具体的な事業〕 

歴史・観光ロードの整備（都

市計画道路3・4・14栄町若

宮線，幹線市道1号線，上市

6号線，205号線，247号線の

道路景観等整備） 

弘道館東側未利用国有地の

有効活用（お休み処，駐車

場等整備） 

 

【実施時期】 

H23～R3 

水戸市  中心市街地（都市中枢ゾーン）

の主要な観光施設である弘道

館・水戸城跡周辺地区の歴史的

資源を生かし，多くの人が訪れ，

歴史を感じられる空間を形成す

るとともに，近接する水戸駅周

辺地区と連携した回遊ルートを

整備することにより，一体的な

にぎわい空間の創出を推進する

もので，中心市街地の活性化に

必要である。 

 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（街なみ環境

整備事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 

 

【事業名】 

主要事業②弘道館・水戸城

跡周辺地区における歴史的

景観づくりの推進 

 

【内容】 

弘道館・水戸城跡周辺地区

について，水戸城歴史的建

造物の整備事業と弘道館・

水戸城跡周辺地区における

道路空間整備事業の連携を

図りながら，地区として統

一感のある良好な歴史的景

観づくりを進める。 

 

【実施時期】 

H23～R3 

水戸市  弘道館・水戸城跡周辺地区に

ついては，水戸の顔にふさわし

い歴史まちづくりに積極的に取

り組んでおり，水戸市都市景観

条例に定める「都市景観重点地

区」として指定するための取組

を推進することで，地区内にお

ける優れた都市景観づくりに資

する建築行為等の促進を図り，

官民一体となった歴史景観づく

りを推進することにより，水戸

駅北口周辺地区と一体となった

エリアの魅力の更なる向上を推

進するもので，中心市街地（都

市中枢ゾーン）の活性化に必要

な事業である。 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（街なみ環境

整備事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 
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（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】  

泉町1丁目北地区市街地再

開発事業【再掲】 

 

【内容】  

新市民会館を主要施設とし

た市街地再開発事業による

施設建築物及び周辺道路を

整備する。  

 

施行者／再開発組合 

施行区域面積／約1.4ha  

建築面積／約6,952㎡  

延床面積／約23,170㎡  

用途／公益施設（新市民会

館），商業・業務施設，駐

車場  

公共施設整備／市道上市

189号線，幹線市道4号線，

市道上市192号線の道路拡

幅及び電線地中化  

 

【実施時期】  

R2～R4 

再 開 発

組合 

施行区域に隣接する水戸芸術

館との一体的な空間づくりを推

進し，また，新しい交流を生み

出すコンベンション機能を持つ

まちなか交流拠点として，人々

が集い，にぎわう環境の創出，

そして，多世代が交流する拠点

の形成を目指す。  

また，再開発事業地区周辺道路

について，安全で快適な歩行者

空間の創出とともに，電線地中

化によりまちなかに相応しい良

好な景観形成を図る。  

これらにより水戸芸術館や大型

商業施設（京成百貨店）との連

携を強化し，各施設間の相乗効

果を隣接地区へ波及させ，中心

市街地（都市中枢ゾーン）の魅

力と活力あふれる都市空間の再

生を目指すもので，中心市街地

の活性化に必要である。  

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（市街地再開

発事業等）  

 

〔実施時期〕  

R2～R4 
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【事業名】 

主要事業③水戸駅北口地区

のまちづくりの推進（旧リ

ヴィン跡地）【再掲】 

 

【内容】 

水戸駅三の丸地区市街地再

開発準備組合を中心に，市

街地再開発事業を視野に入

れた開発計画の検討を行

う。 

 

【実施時期】 

H27～R1 

再開発

準備組

合 

 水戸駅北口地区は，本市にお

ける公共交通の中枢であり，玄

関口として商業利用，観光利用

を含む，あらゆる都市利用の拠

点としてにぎわいの回復が求め

られる地区である。 

 同地区においては，大規模商

業施設（旧リヴィン水戸店）の

撤退により大型空き地が発生

し，隣接地を含む地権者で構成

される水戸駅三の丸地区市街地

再開発準備組合が組織され，同

組合による市街地再開発事業を

視野に入れた開発計画の検討が

推進されている。 

民間主体の事業化の促進，魅

力ある都市空間の再生ととも

に，弘道館・水戸城跡周辺地区

の景観整備にも配慮することに

より，商業活性化，にぎわい創

出を図るもので，中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○民間都市開

発推進機構に

よる民間都市

開発事業の支

援 

 

〔実施時期〕 

H28～R1 

 

【事業名】 

新バリアフリー基本構想の

策定及び基本構想に基づく

事業の実施【再掲】 

 

【内容】 

新バリアフリー基本構想の

策定及び基本構想に基づく

事業を実施する。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸市，

各施設

管理者 

 水戸駅を中心とする区域等を

高齢者，障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律に基づ

く「重点整備地区」に指定し，

旅客施設や公共交通機関，道路，

都市公園等のバリアフリー化を

重点的かつ一体的に推進するた

めのものである。 

超高齢社会を迎えている中，

中心市街地（都市中枢ゾーン）

への誘導を促進するためのもの

で，中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

〔支援措置〕 

○地域公共交

通確保維持改

善事業（地域

公共交通バリ

ア解消促進等

事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 
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（4）国の支援がないその他の事業  

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

南町地区道路空間整備事業

【再掲】 

 

【内容】 

南町地区における道路空間

を整備する。 

 

〔対象道路〕 

・幹線市道3号線の道路景観

整備 

・上市5号線，238号線，253

号線，282号線の道路景観整

備 

 

【実施時期】 

H15～R5 

水戸市  人と環境にやさしいまちなか

交通体系の確立に向け，道路景

観整備等，利用しやすく，歩い

て楽しめる道路空間を構築し，

多くの人々を呼び込むことによ

り，にぎわいの創出に資する事

業を推進する。 

このほか，水戸協同病院の建

替え計画と連携した周辺道路網

整備を推進することで，地域医

療の拠点へのアクセス性，利便

性の向上を図るもので，中心市

街地（都市中枢ゾーン）の活性

化に必要である。 

 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

主要事業③旧ユニー水戸店

跡地の活用促進 

 

【内容】 

民間事業者による大規模未

利用地の利活用に向け，南

町３丁目市街地再開発事業

検討会を中心に検討を行

う。 

 

【実施時期】 

H27～ 

民間事

業者 

 旧ユニー水戸店跡地は，中心

市街地（都市中枢ゾーン）のメ

インストリートである国道50号

と国道349号との交差点に位置

し，長年にわたって大規模商業

施設が立地して，商業機能の拠

点の一つとしての役割を担って

いたが，現在は大規模未利用地

となっている。 

中心市街地のにぎわい創出，

都市機能の維持強化の観点から

も早期の利活用が求められるも

のであることから，同地を所有

する民間事業者による利活用の

あり方について検討を進めてい

くもので，中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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【事業名】 

市民主体の景観形成の推進 

 

【内容】 

市民や事業者などの景観に

対する意識の醸成に向けた

広報活動や啓発活動などを

実施するほか，新たな都市

景観市民団体の認定に向け

た取組を進める。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸市 良好な景観づくりに向けた市

民の主体的な事業形成を促進

し，魅力的な都市空間の形成を

図るもので，中心市街地（都市

中枢ゾーン）の活性化に必要な

事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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5．都市福利施設を整備する事業に関する事項  

  

［1］都市福利施設の整備の必要性    

（1）現状分析 

本市の中心市街地（都市中枢ゾーン）には，茨城県三の丸庁舎や水戸市役所三の丸臨時庁舎，水

戸税務署，水戸警察署，水戸地方裁判所などの行政機関が立地するほか，市立三の丸小学校，市

立第二中学校，県立水戸第一高等学校等をはじめとした小・中学校，高等学校などの教育施設，

総合病院として水戸協同病院，水戸赤十字病院といった医療機関，茨城県立図書館，水戸芸術館，

水戸市立中央図書館，水戸市立博物館，水戸市国際交流センターなどの文化施設が立地するなど，

商業や業務だけでなく，行政，教育，医療など様々な都市機能のほか，芸術，文化的資源が集積して

いる。 

また，地域におけるコミュニティ活動の拠点として三の丸及び五軒市民センター，子どもから

高齢者までが交流する拠点として，大町子育て支援・多世代交流センター（わんぱーく・みと）

が立地するなど，生活環境の充実においても重要な役割を果たしてきたところである。 

さらに，中心市街地（都市中枢ゾーン）の泉町1 丁目北地区に整備する新市民会館については，

水戸芸術館と一体となって芸術・文化の活動を発信する拠点，また，新たな交流や活力，にぎわいが

創出されるコンベンションの拠点，さらに，本市が持つ水戸都市圏の発展をリードする役割や，偕楽

園，弘道館等に代表される歴史的資源，文化的特徴を最大限活用し，複合的な相乗効果を高め，まち

の活性化に資する拠点となることを目指して，整備が計画されている。 

 

（2）都市福利施設の整備の必要性 

新市民会館整備にあわせて，人々が集う交流拠点づくりに取り組み，まちなかの魅力向上を図ると

ともに，各種イベントの開催等を促進して，まちなかの回遊性向上への取組を進める必要がある。 

さらに，新市民会館や水戸芸術館と連携を図る弘道館・水戸城跡周辺についても，まちなかにおけ

る歴史・文化ゾーンとして，集積する歴史的資源をさらに磨き上げるとともに，それら資源を生かし

たにぎわい創出を図るため，世界遺産登録や水戸城の歴史的建造物（大手門，二の丸角櫓，土塀）の

整備に向けた取組等を進める必要がある。 

また，コンパクトなまちづくりを進め，にぎわいを創出していくうえでは，中心市街地（都市中枢

ゾーン）周辺において，多様な人々にとって便利で快適に暮らせることが求められる。そのため，子

どもから高齢者まで多世代の人が，まちなかにおいて便利で快適に暮らせるよう，市全体におけ

る取組との整合を図りつつ，必要に応じて，まちなかにおいても子育て支援や高齢者支援の充実

に取り組みながら，様々な生活環境を充実させ，まちとしての質を高めて，潤いを感じることの

できる環境づくりをしていくことが必要である。 

 

（3）フォローアップの考え方 

基本計画に位置付けした事業等の進捗状況について確認するため，毎年調査を行い，目標指標への

効果を把握しながら，状況に応じて事業促進のための必要な措置を講じる。 
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［2］具体的事業の内容  

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち，認定と連携した特例措置に関連する事業  

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業①新市民会館整備

事業 

 

【内容】 

水戸芸術館の隣接地に新市

民会館を整備する。 

 

〔スケジュール〕 

平成26年度  

新たな市民会館整備基本

計画の策定  

平成27・28年度  

事業推進計画の策定  

平成28年度  

都市計画の決定  

平成28・29・30年度  

（市街地再開発事業にお

ける基本・実施設計）  

平成29・30・31年度及び 

令和元・2・3・4年度  

運営の詳細検討，条例改

正，運営準備・プレイベ

ント実施，開館記念事業

の準備，保留床取得（市

街地再開発事業における

施設工事）  

令和５年度 開館  

 

【実施時期】 

H26～R4  

水戸市  新市民会館は，水戸芸術館と

一体となって芸術・文化の活動

を発信する拠点，また，新たな

交流や活力，にぎわいが創出さ

れるコンベンションの拠点とな

る。 

さらに，本市が持つ水戸都市

圏の発展をリードする役割や，

偕楽園，弘道館等に代表される

歴史的資源，文化的特徴を最大

限活用し，複合的な相乗効果を

高め，まちの活性化に資する拠

点となる。 

市民の芸術・文化の向上と福

祉の増進，にぎわいの創出に寄

与するもので，中心市街地（都

市中枢ゾーン）の活性化に必要

な事業である。 

 

 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（暮らし・に

ぎわい再生事

業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R4  

 

〔支援措置〕 

〇中心市街地

再活性化特別

対策事業 

 

〔実施時期〕  

R2～R4 

  

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち，認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

  該当なし 
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（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業  

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業②水戸城建造物の

整備（大手門・二の丸角櫓・

土塀） 

 

【内容】 

水戸市歴史的風致維持向上

計画に基づき，水戸ならで

はの歴史的景観を保全・形

成するとともに，歴史的資

源の適切な保存，活用を図

りながら，天下の魁・水戸

にふさわしい風格ある歴史

的まちづくりを目指す。 

 

〔スケジュール〕 

平成26年度  

基本構想，景観整備 

平成27年度  

基本計画，基本設計 

実施設計，景観整備 

～平成32年度 

整備工事完成（予定） 

景観整備（概成予定） 

 

【実施時期】 

H26～R2 

水戸市  水戸城歴史的建造物の多くが

戦災等で失われている中，本地

区の歴史的魅力をさらに高めて

いくため，これまでの発掘調査

や歴史資料等の復元根拠資料の

成果や本地区の土地利用の状

況，弘道館や水戸駅北口ペデス

トリアンデッキからの眺望景観

等を踏まえ,水戸城歴史的建造

物のうち,大手門,二の丸角櫓,

土塀について，魅力ある歴史的

建造物として整備を推進するも

ので，中心市街地（都市中枢ゾ

ーン）の活性化に必要な事業で

ある。 

 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（街なみ環境

整備事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 
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【事業名】 

わんぱーく・みとを核とし

た多様な子育て支援・多世

代交流の推進 

 

【内容】 

中心市街地（都市中枢ゾー

ン）において，子育て世代

を中心とした交流の場の提

供，ボランティアを活用し

た親子で楽しめる講座や子

どもを預けてのリフレッシ

ュ講座の開催，保育士等に

よる育児相談，子どもの一

時預かりなどにより，多様

な子育て支援・多世代交流

を推進するとともに，まち

なかに新たなひとの流れを

創出する事業を推進する。 

 

【実施時期】 

H19～ 

水戸市 中心市街地（都市中枢ゾーン）

における子育て環境の充実と，

多世代交流の促進によるにぎわ

い創出のため，水戸市大町子育

て支援・多世代交流センター（わ

んぱーく・みと）を中核として，

市内の子育て支援施設との連携

を図ることにより，多様な人々

の交流を創出するもので，中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

〔支援措置〕 

○子ども・子

育て支援交付

金 

 

〔実施時期〕 

H28～ 

 

【事業名】 

高齢者支援センターによる

高齢者支援及び居住サービ

スの充実 

 

【内容】 

地域包括支援センターの支

所として高齢者支援センタ

ー（中央地区）を設置し，

介護保険法に規定されてい

る包括的支援事業等を活用

し，高齢者が住みなれた地

域で暮らし続けられるよ

う，地域包括ケアシステム

を構成する「医療・介護・

予防・住まい・生活支援」

の各社会資源のコーディネ

ートを推進する。また，高

齢者の居住サービス及び介

護サービス事業所の充実に

向けた取組を進める。 

 

【実施時期】 

H27～ 

水戸市 中心市街地（都市中枢ゾーン）

においては，居住人口が微増傾

向にある一方，一部地域におい

ては高齢化がさらに進行するな

ど，まちなか居住の誘導と併せ

て高齢居住者の生活支援も課題

となりつつある。  

このことに対し，当該事業は，

高齢者がより暮らしやすい環境

の実現に資するもので，中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

○地域支援事

業交付金 

 

〔実施時期〕 

H28～ 
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（4）国の支援がないその他の事業  

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

まちなかの保育ニーズに対

応した保育サービスの充実 

 

【内容】 

中心市街地（都市中枢ゾー

ン）における若い世代の居

住者の増加等による保育ニ

ーズの変化に対応できるよ

う，小規模保育や事業所内

保育など，特定地域型保育

事業等の適切な誘導方策を

検討し，保育サービスの充

実を図る。 

 

【実施時期】 

H27～ 

民間事

業者 

本市においては，全市的に平

成29年度の待機児童ゼロをめざ

し，民間保育所の整備促進を図

っている。 

中心市街地（都市中枢ゾーン）

においても，認定こども園が立

地しているが，今後の若い世代

の定住化により，まちなかでの

保育ニーズの高まりも見込まれ

ることから，それらの変化に柔

軟に対応するもので，中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

公的病院等救急医療等運営

補助事業 

 

【内容】 

市民が安心して暮らせる環

境を整えるため，救急医療

等の機能を担う公的病院等

に対し，特別交付税を基盤

とした財政運営支援を行

い，安定的な医療提供体制

の確保を図る。 

 

【実施時期】 

H26～ 

水戸市  全国同様に本市においても医

師不足が懸念される中，救急搬

送者の増加など，救急医療の需

要が増大しており，医療提供体

制の維持が困難な状況となって

いる。 

中心市街地（都市中枢ゾーン）

には水戸協同病院という地域医

療の中核を担う公的病院が立地

しており，安心して暮らせるコ

ンパクトシティの実現のため，

これら病院の運営支援事業を推

進するもので，中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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【事業名】 

水戸協同病院新病院整備事

業 

 

【内容】 

総合医療，救急医療を担う

広域的な医療拠点となる水

戸協同病院について，診療

環境，療養環境の充実に向

け，新病院建設を進める。 

〔スケジュール〕 

平成26年度 

 隣接用地取得 

平成28～29年度 

 基本・実施設計 

平成30年6月 

 工事着手 

 

【実施時期】 

H26～R3 

茨城県

厚生農

業協同

組合連

合会 

水戸協同病院は，中心市街地

（都市中枢ゾーン）において地

域医療の中核を担う公的病院で

ある。機能・規模拡充を伴う新

病院整備は，既存の医療・介護

機能に加え，医療介護総合確保

推進法に基づき，急性期医療の

強化や回復期リハビリ病床，地

域包括ケア病床の整備を図るも

ので，安心して暮らせるコンパ

クトシティの実現に欠かせない

重要な都市機能の一つである医

療・介護環境の充実を図るもの

であり，中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

〔支援措置〕

該当なし  

 

〔実施時期〕

― 

 

【事業名】 

公共施設景観形成の推進 

 

【内容】 

公共建築物，道路，公園な

どの公共施設の整備改善等

について，公共施設景観形

成ガイドラインに基づく整

備を推進する。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸市  市が良好な景観形成の先導的

役割を果たすことにより，民間

事業者等による施設整備等のモ

デル形成を促進し，都市的魅力

にあふれ，歴史的資源等とも調

和した美しいまちなみの形成を

推進するもので，中心市街地（都

市中枢ゾーン）の活性化に必要

な事業である。 

 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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6．公営住宅等を整備する事業，中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための

事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項  

  

［1］街なか居住の推進の必要性    

（1）現状分析 

本市においても人口減少，少子高齢社会を迎えている中，本市への定住化を促進し，都市の活力を

創出していくために，水戸に住みたい，住み続けたいと思われる魅力ある住環境づくりに，総合的に

取り組むことが求められている。 

人口減少社会においては，これまでの拡散型のまちづくりでは，生活の利便性に支障を生じさせる

懸念があることから，まちなか居住を推進する必要がある。 

市全体では人口，世帯数ともに増加傾向にある中で，中心市街地（都市中枢ゾーン）の人口は，2007

（平成 19）年までは減少し，その後は増加となっているものの，2014（平成 26）年の人口は，1980

（昭和 55）年に比べると，約 2割少ない状況となっている。世帯当たり人員についても年々減少し，

2014（平成 26）年には 1.93 人と 2 人を下回る状況となっており，世帯人員数の小規模化が進んでい

るといえる。 

このように，近年の中心市街地（都市中枢ゾーン）の人口及び世帯数は，微増傾向にはあるが，に

ぎわい創出の観点から，更なる定住化を誘導する施策を推進する必要がある。また，にぎわいのある

まちづくりには市民等が主体的に活動することが重要であり，若者から高齢者まで，多様な市民がま

ちなかで活動，交流しやすい環境づくりが必要である。 

 

（2）街なか居住の推進の必要性 

持続可能なコンパクトな都市構造を展望し，これまで整備を進めてきた都市基盤を有効活用しなが

ら，居住機能等の集積を図り，まちなかへの定住化を促進するとともに，高齢者，障害者，子ども・

子育て世帯などのすべての市民が安心して快適に暮らせる住生活の実現に向け，各住宅施策を展開し

ていく必要がある。 

まちなかにおける定住人口の増加を図るためには，新たな居住誘導施策等を進めるとともに，民間

における都市型住宅（マンション）の整備促進を図る必要がある。 

また，子育て世帯などのまちなかへの住みかえに対する支援制度を創設するほか，民間賃貸住宅を

活用した借上げ市営住宅の供給を進めるなど，多様な居住ニーズに対応した居住誘導施策の推進する

ことが必要である。 

 

（3）フォローアップの考え方 

基本計画に位置付けした事業等の進捗状況について確認するため，毎年調査を行い，目標指標への

効果を把握しながら，状況に応じて事業促進のための必要な措置を講じる。 
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［2］具体的事業の内容  

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

措置の内容 

及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業⑤まちなか共同住

宅整備促進事業 

 

【内容】 

民間事業者等による良質な

都市型共同住宅（賃貸型）

の整備を推進する。 

 

供給予定の住宅戸数：50戸 

 

【実施時期】 

H28～R2 

水戸市   中心市街地（都市中枢ゾーン）

においては，平成10年代より都

市型共同住宅（マンション）の

整備が進み，まちなか居住の促

進において大きな原動力となっ

てきた。 

 今後，中心市街地が目指すま

ちなか居住の促進においても，

マンション等の居住が果たす役

割は大きいと見込まれるため，

新たな共同住宅の供給は，中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

共同住宅供給

事業 

 

〔実施時期〕 

H29～R2 

 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち，認定と連携した特例措置に関連する事業 

  該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち，認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業⑤まちなか共同住

宅整備促進事業【再掲】 

 

【内容】 

民間事業者等による良質な

都市型共同住宅（賃貸型）

の整備を推進する。 

 

【実施時期】 

H28～R2 

民間事

業者，水

戸市  

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

においては，平成10年代より都

市型共同住宅（マンション）の

整備が進み，まちなか居住の促

進において大きな原動力となっ

てきた。 

 今後，中心市街地が目指すま

ちなか居住の促進においても，

マンション等の居住が果たす役

割は大きいと見込まれるため，

新たな共同住宅の供給は，中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

(優良建築物

等整備事業

（中心市街地

共同住宅供給

タイプ）) 

 

〔実施時期〕 

H29～R2 
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【事業名】 

主要事業⑤子育て世帯まち

なか住みかえ支援事業 

 

【内容】 

子育て世帯の中心市街地

（都市中枢ゾーン）への転

入・転居に伴う住宅取得等

に対して助成する。 

 

【実施時期】 

H28～R2 

水戸市  中心市街地（都市中枢ゾーン）

の人口構成は，十代後半から三

十代の若年層で，他の地域と比

較すると低い割合となってい

る。 

 まちなか居住を推進するにあ

たり，子育て世帯の住宅取得等

を促進することにより，若い世

代を誘導し，まちなかのにぎわ

いを創出するもので，中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（地域住宅計

画に基づく事

業（地域住宅

政策推進事

業）） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 

 

【事業名】 

主要事業⑤住宅リフォーム

助成事業 

 

【内容】 

既存住宅における特定のリ

フォームに対して助成する

ことで，まちなか定住の誘

導を推進する。 

  

【実施時期】 

H29～R2 

 

水戸市  まちなかの住宅において空き

家や空き室が発生し，まちの活

力が阻害されており，対策が求

められている。 

 空き家等の増加は，住環境に

悪影響を与えるため，空き家等

をつくらないための対策が必要

であり，住宅リフォームを推進

することで，既存住宅ストック

が活用され，空き家等の発生を

抑えるとともに，まちなか居住

への誘導と定住化による人口増

を図るもので，中心市街地（都

市中枢ゾーン）の活性化に必要

な事業である。 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（地域住宅計

画に基づく事

業（地域住宅

政策推進事

業）） 

 

〔実施時期〕 

H29～R2 

 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業  

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業⑤民間住宅活用型

市営住宅事業 

 

【内容】 

市の定める基準を満たす住

宅を対象に一定期間市営住

宅として借上げを行う。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸市 平成25年住宅・土地統計調査

においては，市内空き家のうち

約7割を賃貸用の住宅が占めて

おり，空き家の解消及びまちな

かへの定住促進を両立させた施

策を実施する必要がある。 

当該事業は市営住宅建設費の

抑制，市営住宅需要に応じた供

給量の調整，市営住宅の偏在の

解消，空き家の解消等に効果が

見込まれるもので，中心市街地

（都市中枢ゾーン）の活性化に

必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○公的賃貸住

宅家賃対策調

整補助金 

 

〔実施時期〕 

H29～ 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業⑤リノベーション

による居住環境整備事業 

 

【内容】 

中心市街地（都市中枢ゾー

ン）における既存ストック

を活用し，リノベーション

を誘導するための支援措置

を制度化することで，まち

なか定住の誘導を推進す

る。 

 

【実施時期】 

H29～R1 

民間事

業者，水

戸市 

まちなかの既存ストックを活

用し，様々なニーズに対応した

居住環境を提供するためのリノ

ベーション事業を進めること

で，まちなか居住への誘導と定

住化による人口増を図るもの

で，中心市街地（都市中枢ゾー

ン）の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

民間事業者共同住宅整備促

進事業 

 

【内容】 

多様な居住ニーズに対応す

るため，民間主体による共

同住宅の整備を促進する。 

 

【実施時期】 

H27～H29 

民間事

業者 

まちなかへの居住を誘導し，

居住人口の増加を図るもので，

中心市街地活性化に必要な事業

である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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 7．中小小売商業高度化事業，特定商業施設等整備事業，民間中心市街地商業活性化事業，

中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関

する事項 

 

［1］経済活力の向上の必要性   

（1）現状分析 

中心市街地（都市中枢ゾーン）では，郊外部への大型小売店舗の出店や自家用車への依存度の高ま

りなどを背景として，水戸駅北口のリヴィン水戸店や南町 2丁目のショッピングセンターミーモ等の

大規模小売店舗の閉店，近年では水戸駅南口のヤマダ電機ＬＡＢＩ水戸の閉店などにより，歩行者通

行量の減少，空き店舗の増加など，厳しい状況が続いているところである。 

特に，空き店舗率は，東日本大震災のあった 2011（平成 23）年以降に上昇傾向が強まり，特に飲

食店等が集積する大工町地区では，その傾向が顕著となっている。 

このように，店舗数の減少や大型店の撤退等により商業機能の低下が懸念されるところであるが，

中心市街地（都市中枢ゾーン）における商業機能は，地域経済の活性化，利便性や魅力の向上，さら

には雇用の受け皿として非常に重要な要素となることから，商店街の活性化や魅力ある個店づくり，

起業支援など，商業環境の充実を図る必要がある。 

また，まちなかの魅力を発信していくため，各種イベントの開催を支援するなど，にぎわいの創出

に努めることが必要である。 

 

（2）経済活力の向上の必要性 

中心市街地（都市中枢ゾーン）は，地域経済の活性化に重要な役割を担ってきたが，社会情勢等の

変化に伴い，大規模小売店舗の撤退や空き店舗の増加など，その機能は相対的に低下してきており，

商業・業務機能の再集積を図るため，商業・業務施設等の立地を促進し，地域経済の活力向上を目指

す必要がある。 

また，多くの商業施設が立地し，本市における商業機能の中核的な役割を担ってきたが，居住者ア

ンケートにおいて買い物利便性の低下に不満を感じる割合が高くなるなど，まちなか居住の促進にも

関係して，最寄品から専門品まで，多様なライフスタイルに応える買い物利便性の向上が求められて

おり，まちなかの居住者が歩いて暮らしたくなる環境づくりにより，商業活性化の基盤が再生される

ものと考えられる。 

中心市街地（都市中枢ゾーン）においては，水戸駅北口周辺地区・南町周辺地区・泉町周辺地区・

大工町周辺地区といった，地区ごとにある程度の特色を持った業種の集積や街のイメージが形成され

ており，これを生かしたテナント誘導など，それぞれの地区の方向性に応じた商業環境の充実に向け，

魅力あふれる商店街づくりや特色ある店舗づくりに資する取組等への支援が必要である。 

また，新たな地域経済の担い手創出や産業の新陳代謝を図るため，起業・創業環境の充実を図り，

起業が活発に行われる環境づくりに向け，関係機関と連携し，サポート体制の充実や創業者の育成等

を図るとともに，企業誘致制度を活用するなど，水戸駅周辺をはじめとした大規模未利用地や空き店

舗の活用を促進し，まちの核となる拠点づくりを進めることが必要である。 

さらに，活性化に向けて，交流人口の増加も重要な要素であることから，弘道館・水戸城跡周辺に

おける歴史的資源や芸術・文化ゾーンの核である水戸芸術館や新市民会館などの文化的資源を生か

し，あわせて各種イベントの開催等により，まちなかへの誘客を図り，多様な人々が交流できる環境

づくりに努めるなど，各種の事業を総合的に展開し，多様な人々が集まる，にぎわいのあるまちなか

を目指していくことが必要である。 

 

（3）フォローアップの考え方 

基本計画に位置付けした事業等の進捗状況について確認するため，毎年調査を行い，目標指標への

効果を把握しながら，状況に応じて事業促進のための必要な措置を講じる。 
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［2］具体的事業の内容  

（1）法に定める特別の措置に関連する事業  

  該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち，認定と連携した特例措置に関連する事業  

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業③水戸駅北口地区

のまちづくりの推進（旧リ

ヴィン跡地）【再掲】 

 

【内容】 

水戸駅三の丸地区市街地再

開発準備組合を中心に，市

街地再開発事業を視野に入

れた開発計画の検討を行

う。 

 

【実施時期】 

H27～R1 

再開発

準備組

合 

 水戸駅北口地区は，本市にお

ける公共交通の中枢であり，中

心市街地（都市中枢ゾーン）の

玄関口として商業利用，観光利

用を含む，あらゆる都市利用の

拠点としてにぎわいの回復が求

められる地区である。 

 同地区においては，大規模商

業施設（旧リヴィン水戸店）の

撤退により大型空き地が発生

し，隣接地を含む地権者で構成

される水戸駅三の丸地区市街地

再開発準備組合が組織され，同

組合による市街地再開発事業を

視野に入れた開発計画の検討が

推進されている。 

民間主体の事業化の促進，魅

力ある都市空間の再生ととも

に，弘道館・水戸城跡周辺地区

の景観整備にも配慮することに

より，商業活性化，にぎわい創

出を図るもので，中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（市街地再開

発事業等） 

 

〔実施時期〕 

H28～R1 
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【事業名】 

主要事業③企業誘致推進事

業 

 

【内容】 

一定規模以上の商業施設，

オフィス等の業務機能の新

設に対して，市民の新規雇

用に対する助成のほか，税

制優遇措置等により，企業

進出に係るインセンティブ

を強化する。また，企業誘

致コーディネーターを配置

し，制度の周知やマッチン

グにより，より円滑な企業

立地を促進する。 

 

【実施時期】 

H26～H30 

水戸市  中心市街地（都市中枢ゾーン）

においては，大規模商業施設の

撤退や空き店舗率の上昇，低・

未利用地の増加等により，活力

が失われつつある。 

この現状に対し，多様な都市

機能が集積する中枢性の維持向

上を図るにあたって，民間事業

者の立地を促進し，就業機会の

拡大と産業系拠点の更なる集積

と機能強化を図るため，商業・

サービス業を中心とした本市の

産業特性や発達した交通ネット

ワークなどの地域特性を生か

し，新たな企業の誘導を図るも

ので，中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～H30 

 

【事業名】 

主要事業③中心市街地にお

ける商業施設等の立地促進

事業 

 

【内容】 

中心市街地（都市中枢ゾー

ン）への企業の立地を促進

するため，空きテナント等

への出店に際し，店舗改装

費の補助を行う。 

 

【実施時期】 

H28～H30 

水戸市  中心市街地（都市中枢ゾーン）

への立地促進については，これ

まで企業立地促進補助金を活用

するなど，企業誘致活動を推進

してきたが，商業施設の撤退に

歯止めがかかっていないことか

ら，更なる立地促進のため，空

きテナントへの出店補助を創設

し，新規立地を促進することに

より，商業集積としての活性化

を目的とするもので，中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～H30 
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【事業名】 

主要事業③空き店舗対策事

業 

 

【内容】 

中心市街地（都市中枢ゾー

ン）の空き店舗への新規出

店に際し，店舗改装費の補

助を行う。 

 

【実施時期】 

H16～ 

水戸市  中心市街地（都市中枢ゾーン）

においては，東日本大震災後，

全体として横ばい傾向にあった

空き店舗率が上昇傾向を強めて

おり，歩行者通行量の減少，買

い物利便性の低下など，商業集

積としての中心市街地の求心力

低下が懸念されている。 

 この課題に対し，中心市街地

の空き店舗への小売業・サービ

ス業などの新規出店を支援し，

空き店舗率の改善，商店街の連

続性の維持向上を図るなど，商

業集積としての活性化を目的と

するもので，中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

主要事業③まちなかリノベ

ーション事業 

 

【内容】 

不動産オーナーの賛同のも

と，遊休不動産を活用し，

新たなビジネスを呼び込む

リノベーション事業プラン

を策定して，それに基づく

事業を民間事業で実施す

る。事業プランの実現に向

けては，民間自立型のまち

づくり会社を立ち上げるな

ど，不動産オーナーと事業

オーナーのマッチングを図

り，複数の多様なリノベー

ション事業を実施すること

でエリアの活性化を促進す

る。 

 

【実施時期】 

H27～R1 

民間事

業者，水

戸市  

本市中心市街地（都市中枢ゾ

ーン）は，歩行者通行量の減少，

空き店舗率の上昇など，経済活

動が低迷し，遊休不動産が増加

している状況である。 

その解消に向けては，新しい

雇用・産業・サービス機能の集

積や遊休不動産の再生・活用に

よる新陳代謝の促進が課題とな

っている。 

中心市街地の遊休不動産を活

用した民間まちづくりの促進を

図り，より多くの遊休不動産の

事業化を実現し，まちなかに多

様な都市型産業を集積させ，に

ぎわいや雇用を創出し，経済活

動を活発にすることを目的に実

施するもので，中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R1 
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【事業名】 

主要事業③コワーキングス

ペース運営事業 

 

【内容】 

新規創業を目指す人々が利

用できるコワーキングスペ

ースを運営する。 

 

【実施時期】 

H27～ 

（一財）

水戸市

商業・駐

車場公

社 

様々な都市機能等が集積する

中心市街地（都市中枢ゾーン）

における創業機会の創出を促進

することにより，まちなかでの

起業を促すとともに，周辺の関

連する都市機能の活性化を目指

すもので，中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

主要事業③創業支援事業の

推進 

 

【内容】 

水戸市の産業をより一層発

展させていくため，商業を

担う起業者や経営者の育成

のための創業支援セミナー

等の開催を支援する。また，

創業時の借入に対する利子

補給により創業者の経営持

続性を高めるとともに，創

業ネットワーク協議会の関

係機関と連携した各種支援

を実施する。 

 

【実施時期】 

H26～ 

水戸市 市内創業希望者の人材育成

や，多様な創業に係る環境の向

上をはかるためのもので，オフ

ィス・業務機能が集積する中心

市街地（都市中枢ゾーン）の活

性化に必要な事業である。 

 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 
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【事業名】 

主要事業③商店街活力アッ

プ事業 

 

【内容】 

中心市街地（都市中枢ゾー

ン）の商店街団体が実施す

る，それぞれの特色を生か

した活性化事業を支援し，

商業集積としての魅力向上

を図る事業として実施する

とともに，商店街団体の連

合体による事業に係る補助

上限額を引き上げること

で，連合体の形成を促進し，

より一体的な活性化を推進

する。 

 

【実施時期】 

H23～ 

水戸市  中心市街地（都市中枢ゾーン）

のメインストリートである国道

50号周辺においては，近年空き

店舗率の上昇など，商店街活性

の低下が懸念されている。 

当該事業は，直線2㎞超という

長大な商店街について，より一

体的かつ効果的な活性化事業の

推進を図るもので，中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

主要事業③商店街活力向上

事業 

 

【内容】 

市県の共同により，商店街

団体が地元地域の詳細なニ

ーズ調査，マーケティング

調査に基づき，新たな商店

街活性化プランの策定を行

うための事業を支援する。

さらに，有効性の認められ

るプランについては，プラ

ンに基づく事業の実施につ

いて継続支援を行い，より

地域ニーズに根ざした，実

効性の高い商店街活性化事

業の推進を図る。 

 

【実施時期】 

H26～ 

水戸市  中心市街地（都市中枢ゾーン）

のメインストリートである国道

50号周辺においては，近年空き

店舗率の上昇など，商店街活性

の低下が懸念されている。 

当該事業は，直線2㎞超という長

大な商店街について，商店街へ

のニーズの変化に対応した事業

の展開を促進し，より一体的か

つ効果的な活性化事業の推進を

図るもので，中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 
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【事業名】 

主要事業①水戸芸術館パー

トナーショップ制度の導

入，推進 

 

【内容】 

水戸芸術館の来館者がまち

なかの店舗において特典を

受けられる制度を導入し，

来館者のまちなかへの回遊

を促進する。 

 

【実施時期】 

H28～ 

（公財）

水戸市

芸術振

興財団，

中心市

街地商

店街，水

戸市等 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

に立地する水戸芸術館の来館者

に対し，まちなかの店舗におい

てワンポイントサービスを提供

することにより，水戸芸術館で

の鑑賞後，水戸のまちなかへの

回遊を促進するもので，中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

主要事業③ポケットパーク

等市民が憩える空間づくり 

 

【内容】 

市民が憩えるポケットパー

ク等の空間の整備及び，整

備後のイベント等について

検討を行う。 

 

【実施時期】 

H28～R3 

民間事

業者，水

戸市等  

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

においては，低・未利用地の増

加が大きな課題となっており，

コミュニティ醸成の場や市民が

使用できるイベント広場として

など，これらを活用した市民が

憩える空間の整備が求められて

いることから，中心市街地活性

化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 
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【事業名】 

主要事業③メインストリー

ト街路の緑化推進 

 

【内容】 

メインストリートの歩行利

用促進のため，花壇等の整

備または植物の植込み（植

替え）による美観の向上に

資する事業について中心市

街地（都市中枢ゾーン）商

店街団体の支援を行うほ

か，中心市街地活性化協議

会と連携し，景観づくり団

体の育成を図りながら，緑

化の推進に係る事業の検討

を行う。 

 

【実施時期】 

H19～ 

水戸市  まちなかの空間を花と緑であ

ふれる快適な空間とし，街を明

るく演出することにより，買い

物客やまち歩きの客を楽しま

せ，ひいては来街者の増加によ

るにぎわい創出を促進するもの

で，中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

主要事業①コンベンション

誘致活動の推進 

 

【内容】 

新市民会館整備事業や2019

（平成31）年の茨城国体，

2020（平成32）年の東京オ

リンピック・パラリンピッ

クを見据え，各種大会や全

国会議をはじめ，新たなコ

ンベンション誘致の強化を

図る。 

 

【実施期間】 

H27～ 

（一社）

水戸観

光協会，

水戸市

等 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

活性化基本計画の主要な事業で

ある新市民会館整備事業の効果

をより高め，芸術・文化の中心

地としての拠点機能のソフト的

向上により，まちなかのにぎわ

いの創出や多様な都市的魅力を

発信するもので，中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 
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【事業名】 

主要事業②世界遺産登録推

進事業 

 

【内容】 

世界遺産登録に向け，同様

に教育遺産を有する栃木県

足利市，岡山県備前市，大

分県日田市と教育遺産世界

遺産登録推進協議会を組織

し，専門家の指導に基づく

調査研究事業や多言語に対

応したホームページの運営

など，登録に向けての活動

を実施するとともに，4市共

同で，日本遺産認定を受け

た「近世日本の教育遺産群 

―学ぶ心・礼節の本源― 」

に係る事業を展開する。 

 

【実施時期】 

H19～ 

水戸市  中心市街地（都市中枢ゾーン）

及び周辺地域の主要観光資源で

あり，郷土の誇るべき貴重な文

化財である弘道館・偕楽園をか

けがえのない人類共通の遺産と

して未来に伝えていくことは重

要である。 

世界遺産登録を推進すること

により，市民の郷土愛の醸成と

ともに，歴史の街としてのブラ

ンドイメージと価値を向上さ

せ，歴史的資源として更なる利

活用を図るもので，中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

水戸の歴史・文化に親しむ

機会の醸成 

 

【内容】 

弘道館をはじめとした歴史

的資源を活用し，水戸歴史

文化検定など，水戸の歴史

や文化を学び，親しむ機会

の醸成に向けた市民主体の

活動を促進する。 

 

【実施時期】 

H27～ 

水戸商

工会議

所，市民

団体等 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

及び周辺には弘道館・水戸城跡

や偕楽園をはじめ，多くの歴史

的資源が集積しており，市民が

歴史に親しみ，より知識を深め

るための事業は，市民との連携

や市民主体による中心市街地の

歴史的魅力を発信する取組の創

発に繋がるもので，中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 
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【事業名】 

水戸黄門まつり 

 

【内容】 

水戸黄門パレード，市民カ

ーニバルinMITOなど，水戸

黄門まつりを市民協働で開

催する。 

 

【実施時期】 

S36～ 

水戸黄

門まつ

り実行

委員会 

 水戸黄門まつりは，中心市街

地（都市中枢ゾーン）の夏季の

イベントとして長い伝統を持っ

ており，中心市街地の魅力発信，

にぎわいを創出するもので，中

心市街地の活性化に必要な事業

である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

  

【事業名】 

水戸の梅まつり 

 

【内容】 

日本三名園の一つである偕

楽園と水戸藩の藩校弘道館

において，本市の早春の魅

力を発信する水戸の梅まつ

りを開催する。 

 

【実施時期】 

M29～ 

水戸の

梅まつ

り実行

委員会 

 水戸の梅まつりは，関連する

多くの事業と併せて，主要な観

光資源である偕楽園，弘道館等

の魅力を発信し，早春のにぎわ

いを創出する，伝統ある事業で

あり，中心市街地（都市中枢ゾ

ーン）の活性化に必要な事業で

ある。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

水戸まちなかフェスティバ

ル 

 

【内容】 

メインストリートである国

道50号を歩行者天国とし

て，市内活動団体を中心に

数多くのイベント・ステー

ジを開催する。また，民間

事業者を主体とする運営に

ついて検討する。 

 

【実施時期】 

H24～ 

水戸ま

ちなか

フェス

ティバ

ル実行

委員会 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

においては，空き店舗率の上昇，

空き地や駐車場などの低・未利

用地の増加，歩行者通行量の減

少等が続いており，にぎわいの

低下が懸念されている。 

この課題に対し，メインスト

リートである国道50号を歩行者

天国として，市内活動団体を中

心に数多くのイベント・ステー

ジを開催するほか，メインスト

リート沿道の商店街や中心市街

地の大型商業施設等と連携した

事業を併催するもので，中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 
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【事業名】 

水戸黄門漫遊マラソン 

 

【内容】 

豊かな自然や歴史，地域資

源など水戸の魅力を発信す

る大規模フルマラソン大会

を開催する。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸黄

門漫遊

マラソ

ン実行

委員会 

 本市の魅力ある観光資源や自

然を日本全国に発信することに

より，まちの活性化のほか，市

民・地域の協働のきっかけづく

りとなるとともに，スポーツ振

興を通じた健康増進等の効果が

見込まれるもので，中心市街地

（都市中枢ゾーン）活性化に必

要な事業である。 

 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

オセロの聖地・みと・発信

プロジェクト 

 

【内容】 

「第40回世界オセロ選手権

大会」の開催に向け，関係

機関・団体等から協力を得

て開催機運を高め，開催及

び運営の準備を推進するこ

とを目的として，「2016水

戸オセロウィーク実行委員

会」を設立し，本大会の開

催準備を進めるとともに，

プレイベントを開催する。

また，世界オセロ選手権大

会の終了後も，中心市街地

（都市中枢ゾーン）におい

て，オセロ事業を継続して

実施する。 

 

【実施時期】 

H27～ 

水戸市，

（一社）

日本オ

セロ連

盟等 

 2016（平成28）年に日本での

開催が決まっている「第40回世

界オセロ選手権大会」を本市で

開催することにより，水戸発祥

のオセロの普及をより一層推進

し，オセロ発祥の地「水戸」の

名を国内外に広く発信するとと

もに，水戸のブランド力の向上

や，まちのにぎわいの創出を図

る。 

大会終了後もオセロ事業を継

続して実施することにより，オ

セロ発祥の地として，本市のブ

ランド力の向上を図るほか，国

内外から出場者や観戦者が本市

を訪れることから，交流人口の

増加に資するもので，中心市街

地（都市中枢ゾーン）活の活性

化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 
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【事業名】 

主要事業①水戸市芸術祭の

開催 

 

【内容】 

市民の芸術活動を発信する

水戸市芸術祭を開催する。 

 

【実施時期】 

S43～ 

 

 

水戸市

文化振

興協議

会，水戸

市等 

水戸芸術館は，芸術・文化の

主要な発信拠点であり，市民に

よる芸術活動の発信の場として

も重要な役割を果たしている。 

当該事業は，「創造と伝統あ

る文化のまちに」をテーマに，

市民に日頃の芸術・文化活動の

発表と鑑賞の機会を積極的に提

供することで，水戸ならではの

伝統文化の継承と市民主体の芸

術・文化活動を促進し，豊かで

潤いのある文化都市「水戸」の

創出を目的とする。 

これらを通じて，市民の主体

的な芸術・文化活動の促進，優

れた芸術・文化の鑑賞の場とし

ても定着しており，芸術のまち

として環境充実を推進するもの

で，中心市街地（都市中枢ゾー

ン）の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

博物館等の文化施設と地域

の連携事業 

 

【内容】 

水戸市立博物館主催によ

る，所蔵資料の活用及び地

域コミュニティ等と連携し

た催事等を実施する。 

 

【実施時期】 

H23～ 

水戸商

工会議

所，中心

市街地

商店街，

水戸市 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

のにぎわい低下等の課題に対

し，地域の博物館として，展覧

会等の催しや所蔵資料を地域と

協働で活用する事業を通じて，

回遊性の向上や，水戸の歴史文

化の魅力発信を図る。 

 商店街と博物館とで多層的に

催しを行うなど，交流促進，商

店街等の回遊性向上を図るもの

で，中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 
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【事業名】 

主要事業①「芸術のまち」

をテーマとした誘客促進施

策の実施 

 

【内容】 

水戸芸術館広場での催事・

展覧会関連イベント等の実

施とともに，中心市街地（都

市中枢ゾーン）の商店街の

個店，商店街共同施設，文

化施設等との連携により，

芸術・文化の振興に資する

イベント事業，アートプロ

ジェクトの展開を図る。 

 

【実施時期】 

H14～ 

（公財）

水戸市

芸術振

興財団，

水戸商

工会議

所，中心

市街地

商店街，

水戸市

等 

 水戸芸術館広場でのイベント

の開催や，現代美術ギャラリー

等の展覧会に関連したイベント

など，中心市街地（都市中枢ゾ

ーン）と連携した多彩な事業を

展開することで，芸術を中心と

した交流を促進する。 

また，この事業により，アー

トに関心のある人々，これまで

関心のなかった人々の交流を促

進するとともに，多様なにぎわ

いの創出，新たな商店街利用へ

の誘導，多様なにぎわいの創出

が図られるもので，中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

みと・ＨＩＫＡＲＩ・プロ

ジェクト 

 

【内容】 

水戸芸術館のタワーを高い

レベルの専門的な技術や見

地からライトアップし，夜

間の中心市街地（都市中枢

ゾーン）において光のテー

マのもと，にぎわいの創出

を図る。 

 

【実施時期】 

Ｈ28～ 

（公財）

水戸市

芸術振

興財団，

水戸市

等 

 水戸芸術館の高度な専門性に

よるタワーの芸術的なライトア

ップを行うことにより，夜間に

おける中心市街地（都市中枢ゾ

ーン）の魅力づくりを行う。 

同様のライトアップを行って

いる偕楽園や商店街等との連携

も視野に，中心市街地の活性化

に向け，光（ＨＩＫＡＲＩ）に

よる水戸市の夜間の交流人口増

加を目指すもので，中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H29～R3 

 

【事業名】 

にぎわい創出促進事業 

 

【内容】 

まちなかにおけるにぎわい

創出イベントを実施すると

ともに，商店街団体等の活

性化事業の形成支援を行

う。 

 

【実施時期】 

H25～ 

水戸市，

（一財）

水戸市

商業・駐

車場公

社，民間

事業者，

商店街

団体等 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

においては，歩行者通行量の減

少が続くなど，まちのにぎわい

の低下が懸念されている。 

この課題に対し，コワーキン

グスペース内に情報交流の場を

設け，活性化事業の形成支援の

推進やステージイベント等の実

施等を通じて，にぎわいの創出

や交流を図るもので，中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 
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【事業名】 

南町自由広場の管理運営

（旧ユニー水戸店跡地） 

 

【内容】 

旧ユニー水戸店跡地につい

て，地権者より市が借り受

け，「南町自由広場」とし

てイベント事業等の実施に

対して貸出し，管理運営を

行うことで，まちなかのに

ぎわい創出の誘致，イベン

ト等の実施促進を図る。 

 

【実施時期】 

H21～ 

水戸市  旧ユニー水戸店跡地は，メイ

ンストリートである国道50号

と，中心市街地（都市中枢ゾー

ン）を南北に貫く国道349号との

交差点に位置し，旧ユニー建屋

の解体後，大規模未利用地とな

っている。 

 当該事業は，当該地の利活用

が決定するまでの間，まちなか

のにぎわい創出に資するイベン

トに貸し出すもので，中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名称】 

主要事業④周遊バス運行等

による観光資源間の移動利便

性向上事業 

 

【内容】 

弘道館・水戸城跡周辺地区と

偕楽園，水戸芸術館等，中心

市街地の各種社会的資源を

結ぶ周遊バス等を運行し，観

光客等の複数観光資源への

誘導機会を創出する。 

 

【実施時期】 

H17～ 

水戸市  中心市街地（都市中枢ゾーン）に

おいては，観光客を複数の観光資

源への効率的な来訪を誘導するこ

と及び，利便性の向上を図ることが

課題となっている。 

このことについて，本事業は，偕

楽園等の訪問のみで帰路につくこと

の多かった観光客を，中心市街地

の他観光資源への来訪に誘導する

ための事業であり，散策ルートの PR

等，観光資源から周辺への回遊誘

導，さらには訪れやすいまちとして

のイメージアップなど，中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 
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【事業名称】 

主要事業④散策ルートを活用

した観光資源と周辺市街地の

回遊性向上事業 

 

【内容】 

歴史的資源の回遊性を高める

ための散策ルートを紹介する

マップの作成・配布により，観

光客の歴史的資源から中心

市街地（都市中枢ゾーン）への

回遊性を高める。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸市  中心市街地（都市中枢ゾーン）に

おいては，弘道館・水戸城跡周辺

地区や偕楽園のほか，水戸芸術館

等の多くの観光資源を有しており，

それぞれを結ぶ回遊機会の増加に

資する事業の展開が課題となって

いる。 

本事業は，来訪者の各観光資源

の回遊を促すことを目的としており，

中心市街地の回遊性向上，にぎわ

いの面的展開を図るもので，中心

市街地活性化に必要な事業であ

る。 

 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

【事業名】 

中心市街地活性化支援事業 

 

【内容】 

中心市街地活性化に資する

各種事業について補助金に

よる支援を行う。 

 

【実施時期】 

H17～ 

水戸市  中心市街地（都市中枢ゾーン）

は本市の顔として様々な都市機

能が集積し，地域経済の発展に

重要な役割を果たしてきたが，

近年のモータリゼーションの進

展，消費者ニーズの多様化，郊

外への都心居住者の流出や大型

店の立地，さらには人口減少・

少子高齢化の進行等社会経済情

勢の急激な変化を背景に，今な

お活力が低下しつつある。 

まちなかのにぎわい創出に向け

た様々な事業の取組に対して補

助を行うもので，中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

〔実施時期〕 

H28～R3 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち，認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業  

  該当なし  
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（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業③水戸駅北口地区

のまちづくりの推進（旧リ

ヴィン跡地）【再掲】 

 

【内容】 

水戸駅三の丸地区市街地再

開発準備組合を中心に，市

街地再開発事業を視野に入

れた開発計画の検討を行

う。 

 

【実施時期】 

H27～R1 

再開発

準備組

合 

 水戸駅北口地区は，本市にお

ける公共交通の中枢であり，玄

関口として商業利用，観光利用

を含む，あらゆる都市利用の拠

点としてにぎわいの回復が求め

られる地区である。 

 同地区においては，大規模商

業施設（旧リヴィン水戸店）の

撤退により大型空き地が発生

し，隣接地を含む地権者で構成

される水戸駅三の丸地区市街地

再開発準備組合が組織され，同

組合による市街地再開発事業を

視野に入れた開発計画の検討が

推進されている。 

民間主体の事業化の促進，魅

力ある都市空間の再生ととも

に，弘道館・水戸城跡周辺地区

の景観整備にも配慮することに

より，商業活性化，にぎわい創

出を図るもので，中心市街地（都

市中枢ゾーン）の活性化に必要

な事業である。 

〔支援措置〕 

○民間都市開

発推進機構に

よる民間都市

開発事業の支

援 

 

〔実施時期〕 

H28～R1 

 

【事業名】 

みと・ＨＩＫＡＲＩ・プロ

ジェクト【再掲】 

 

【内容】 

水戸芸術館のタワーを高い

レベルの専門的な技術や見

地からライトアップし，夜

間の中心市街地（都市中枢

ゾーン）において光のテー

マのもと，にぎわいの創出

を図る。 

 

【実施時期】 

Ｈ28～ 

（公財）

水戸市

芸術振

興財団，

水戸市

等 

 水戸芸術館の高度な専門性に

よるタワーの芸術的なライトア

ップを行うことにより，夜間に

おける中心市街地（都市中枢ゾ

ーン）の魅力づくりを行う。 

同様のライトアップを行って

いる偕楽園や商店街等との連携

も視野に，中心市街地の活性化

に向け，光（ＨＩＫＡＲＩ）に

よる水戸市の夜間の交流人口増

加を目指すもので，中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○地方創生加

速化交付金 

 

〔実施時期〕 

H28 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業③旧ユニー水戸店

跡地の活用促進【再掲】 

 

【内容】 

民間事業者による大規模未

利用地の利活用に向け，南

町３丁目市街地再開発事業

検討会を中心に検討を行

う。 

 

【実施時期】 

H27～ 

民間事

業者 

旧ユニー水戸店跡地は，中心

市街地（都市中枢ゾーン）のメ

インストリートである国道50号

と国道349号との交差点に位置

し，長年にわたって大規模商業

施設が立地して，商業機能の拠

点の一つとしての役割を担って

いたが，現在は大規模未利用地

となっている。 

同地は中心市街地のにぎわい

創出，都市機能の維持強化の観

点からも早期の利活用が求めら

れるものであることから，所有

する民間事業者及び周辺地権者

により，市街地再開発事業のあ

り方について検討を進めていく

もので，中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

主要事業③創業支援事業計

画に基づく事業 

 

【内容】 

 水戸市創業支援事業計画

に基づき，水戸市内での創

業希望者を対象に，会社設

立の手続から労務管理，資

金調達や経営戦略の立案な

ど，創業に係る幅広い知識

の習得のため創業セミナー

を開催する。また，中心市

街地（都市中枢ゾーン）に

インキュベーション施設を

設置し，フォローアップ支

援などを通じて創業者のビ

ジネス環境を整備し，創業

機会の増大を図る。 

 

【実施時期】 

H26～ 

水戸商

工会議

所，（一

財）水戸

市商

業・駐車

場公社，

金融機

関等 

創業者の事業活動の段階に応

じた多様な支援策を実施するこ

とにより， 商業集積の維持向上

を担う起業者や経営者の育成に

取り組み，創業機会の増大や新

規創業者の経営持続性の強化に

係る事業を推進するもので，オ

フィス・業務機能が集積する中

心市街地（都市中枢ゾーン）の

活性化に必要な事業である。 

 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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【事業名】 

主要事業③ワンコイン商店

街の開催 

 

【内容】 

商店街の各個店が，100円や

500円などのワンコイン商

品を設置し，個店の魅力発

信機会の創出，新たな顧客

獲得のための事業を展開す

る。 

 

【実施時期】 

H25～ 

中心市

街地商

店街個

店等 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

においては，空き店舗率の上昇，

商業売上の減少傾向が続いてお

り，商業集積としての魅力減退

が懸念される状況にある。 

商店街の各個店が連携を図り，

新たな顧客獲得を目指すこと

は，商店街のにぎわい創出や経

済活力の向上につながるもの

で，中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

主要事業③水戸まちなかゼ

ミ＆まちカルの開催 

 

【内容】 

水戸商工会議所，中心市街

地（都市中枢ゾーン）の商

店街団体及び各個店の連携

により，商店主などが講師

となったカルチャー講座を

開催する。 

 

【実施時期】 

H25～ 

水戸商

工会議

所，中心

市街地

商店街

団体等 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

においては，ライフスタイルの

多様化や消費形態の変化等によ

り，まちなかの個店の魅力や，

商店主らの専門知識等に係る魅

力の発信力が相対的に低下しつ

つある。このことは，文化や商

業の発信地としての求心力低下

に繋がりかねない。 

既存ストックを生かした新た

な魅力発信を図る取組を展開し

ていくもので，中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

学生サポーター事業 

 

【内容】 

学生が主体となったまちづ

くり団体の活動について支

援を行う。 

 

【実施時期】 

H17～ 

水戸商

工会議

所 

 市内の大学生・専門学校生等

で構成するまちづくり団体「C's

（シーズ）」の活動を支援する

ことで，若者の視点によるにぎ

わいの創出を図るもので，中心

市街地（都市中枢ゾーン）の活

性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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【事業名】 

クリエイティブリーダー育

成事業 

 

【内容】 

専門職業大学を開校し，地

域・企業と連動し，水戸発

の起業家を育成する。 

 

【実施時期】 

H28～ 

民間事

業者 

中心市街地（都市中枢ゾーン）

での起業を志望する優秀な学生

を集結させ，地域・企業と連動

して様々な専門分野を学んでも

らい，水戸発の起業家を育成し

ていくことは，中心市街地の活

性化だけでなく，水戸の地域産

業の活性化つながるもので，中

心市街地活性化に必要な事業で

ある。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

文化コンテンツ強化プロジ

ェクト 

 

【内容】 

芸術・文化の様々なジャン

ルを相互につなげること

で，魅力的な発信機会の創

出や市民の主体的な芸術文

化活動の促進を図る。 

 

【実施時期】 

H28～ 

民間事

業者 

 これまで中心市街地（都市中

枢ゾーン）においては，水戸芸

術館を芸術・文化の拠点として，

「カフェ・イン・水戸」や「水

戸クリエイティブウィーク」な

どを実施してきた。 

 これらの連携を図り，様々な

ジャンルの芸術や文化を相互に

つなげることで，より魅力的な

発信機会を創出し，市民が主体

的に芸術文化活動に取り組む環

境づくりを進めるもので，中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

創造的活動支援事業 

 

【内容】 

空き店舗を活用したミニシ

アター等，人々のつながり

を創出する場所づくりとと

もに，多様なセミナー，体

験講座や地域課題の解決を

目指すワークショップを展

開するソーシャル大学を設

置し，まちなかに居住する

若い単身者から高齢者ま

で，多様なつながりを創出

し，新旧のクリエイティブ

な芸術・文化の発信を図る。 

 

【実施時期】 

H29～ 

民間事

業者 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

において，若い単身者や高齢者

等の生きがいやつながりを創出

することは，まちなかを拠点と

したライフスタイルの回復につ

ながる。また多様な世代が芸

術・文化や地域課題を共有する

ことで，新たな地域コミュニテ

ィの構築及び活性化に効果が見

込まれるなど，中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

 

 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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【事業名】 

市民主体による活性化事業

への支援 

 

【内容】 

民間事業者，市民団体や商

店街団体など市民が主体と

なって実施される活性化事

業に対する支援策のありか

たを検討するほか，民間事

業者と連携し，役割分担を

図りながら，事業実施に向

けた手続きの効率化，事業

の記録やノウハウの蓄積，

共有を推進するなど，質的

向上等に資する取組を実施

する。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸市，

民間事

業者 

 

 

中心市街地（都市中枢ゾーン）

において市民主体により実施さ

れる活性化事業への支援，事業

ノウハウの蓄積・共有等による

質的向上を図ることは，民間の

活力を生かした活性化を強化す

ることに繋がり，持続的なにぎ

わいの創出，商業等の活性化に

資することから，中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

各種PR活動の展開 

 

【内容】 

中心市街地（都市中枢ゾー

ン）の都市的魅力やライフ

スタイルの発信に係る事業

を展開し，まちなかの新た

な利用の提案や活性化に係

る事業の統一性あるPR活動

を促進する。 

 

【実施時期】 

H28～ 

民間事

業者 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

における魅力的な個店，活動す

る団体等のPR発信の強化や，ま

ちなかを拠点にしたライフスタ

イルの提案や発信を促進するこ

とは，にぎわい創出や商業的活

性化だけでなく，まちなかに住

む人々が便利かつ充実した生活

を送るうえで効果が見込まれる

ものであり，中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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【事業名】 

クリエイティブ起業家支援

事業 

 

【内容】 

コンテスト等で人材や技

術，商品を掘り起こし，ク

リエイティブでチャレンジ

ングな若者の創業・起業を

支援する。 

 

【実施時期】 

H28～ 

民間事

業者 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

において，若者の挑戦（事業）

を見出し，育てていくプロセス

を構築することは，まちなかに

様々な産業を集積させ，多様性

を創出するもので，中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

まちなか職業体験事業 

 

【内容】 

中心市街地（都市中枢ゾー

ン）の各事業所の協力のも

と，小・中学生の職業体験

を実施する。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸商

工会議

所 

 小・中学生が実際の職業体験

を通して商売について学ぶこと

ができ，さらに，中心市街地（都

市中枢ゾーン）の各事業者との

交流の中で社会性を向上させる

ことができる。 

さらに，将来的に，中心市街

地において起業する人材の育成

につながる可能性もある。 

中心市街地の各事業所と市民

とのつながりを創出するもの

で，中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

まちなか拠点づくり 

 

【内容】 

中心市街地（都市中枢ゾー

ン）での新たな拠点づくり

を戦略的に進める。 

 

【実施時期】 

H28～ 

民間事

業者 

まちなかに地元で収穫された

農作物等を扱うマルシェを設置

するほか，地産地消の飲食物や

本市にゆかりのある物産などを

販売する場を設け，まちなかの

拠点づくり，にぎわいの創出を

図るもので，中心市街地活性化

に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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【事業名】 

水府提灯ロマンティクス事

業 

 

【内容】 

水府提灯で水戸らしい景観

を演出し，周辺エリアの価

値を向上させる。 

 

【実施時期】 

H28～ 

民間事

業者 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

を水府提灯を用いた街灯でつな

げることにより，水戸らしさの

ある景観を演出し，観光を中心

としたにぎわいを目指す。 

 ロマンチックな水戸のまちを

演出し，周辺エリアの価値を向

上させるもので，中心市街地活

性化に必要な事業である。  

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

まちなかの食文化発信事業 

 

【内容】 

黄門料理，水戸藩ラーメン,

あんこう料理，うなぎ料理

といった地域の伝統ある食

文化のPR促進のほか，水戸

光圀公が提唱した「救民妙

薬」等の歴史的資源を活用

した新たなメニューの開

発，普及等により中心市街

地（都市中枢ゾーン）にお

ける食文化のブランディン

グを推進することで，偕楽

園や弘道館等利用者の中心

市街地の店舗への来店増加

を図る。 

また，地元農産物等を活用

した６次産業的な産品の開

発や，飲食文化の新たな発

信について検討を行う。 

 

【実施時期】 

H25～ 

民間事

業者，商

店街団

体等 

 中心市街地（都市中枢ゾーン）

の各地区には，それぞれの伝統

や特色を生かした飲食店や食料

小売店等が集積しており，歴史

や観光振興と一体となったパッ

ケージングによりブランディン

グを推進することは，偕楽園・

弘道館を始めとした歴史的資

源，観光資源等からの誘客によ

る飲食業等の振興のみならず，

まちなかへの回遊機会の向上に

も資するものであり，中心市街

地の活性化に必要となる事業で

ある。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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8． 4から7までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

［1］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性    

（1）現状分析 

中心市街地（都市中枢ゾーン）では，水戸駅から大工町 1 丁目にかけての国道 50 号上において，

約 1,800 本／日もの路線バスの運行があり，市内の交通の大動脈を形成し，通勤・通学，通院など市

民の日常生活を支える移動手段として重要な役割を担っている。 

その一方で，モータリゼーションの進展や大規模小売店舗の郊外立地など都市機能の拡散に伴い，

公共交通利用者の減少が続いている。こうした状況の中，中心市街地（都市中枢ゾーン）における歩

行者通行量の減少や空き店舗の増加など，空洞化が進みつつあり，中心市街地（都市中枢ゾーン）の

再生が求められている。 

まちなかに訪れやすい，移動しやすい環境づくりにおいて，交通のあり方は非常に重要であり，特

に，公共交通は，自動車に過度に依存しないライフスタイルの形成と，中心市街地（都市中枢ゾーン）

での生活利便性向上を図るうえで重要なインフラの一つであることから，更なる利用促進を図るとと

もに，将来的なまちなかの交通体系を構築していく必要がある。 

 

（2）公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 

人口減少社会や超高齢社会の到来，地球環境問題の深刻化など，時代の課題に対応することのでき

る持続可能な都市構造の確立に向けて，中心市街地（都市中枢ゾーン）を中心として，都市中枢機能

の集積を図るコンパクトシティを実現することが必要である。 

また，新たな交流やにぎわいを創出するため，より一層のアクセス向上を図る必要があり，市街地

に残る美しい自然や歴史，芸術，文化など，水戸の魅力ある拠点間の回遊性を高めるために，市民さ

らには本市を訪れる人々が，安心して快適に移動できる環境を整えることも必要である。 

今後，新市民会館や東町運動公園新体育館が整備されるなど，都市核を中心とするコンパクトなま

ちづくりの推進により，交通需要の増加が見込まれることから，これらの施設への公共交通機関を利

用したアクセスを確保することが必要となる。 

また，車に依存したライフスタイルを見直し，移動手段として徒歩や自転車を中心とした生活がで

きるよう，歩道のバリアフリー化等道路空間の整備や快適な自転車走行空間の形成を推進するととも

に，国道 50 号における歩行空間の有効な活用策を含め，将来的なまちなか交通体系を構築していく

必要がある。 

高齢化が進む中においては，移動手段としての公共交通の役割はますます重要となることから，そ

の重要性のＰＲに努め，交通事業者や関係機関との連携を図りながら，路線バスにおける超低床ノン

ステップバスやＩＣカードの導入を促進するなど，公共交通機関の利用促進，利便性の向上に努め，

移動しやすい環境づくりを進めることも必要である。 

そのため，人と環境にやさしいまちなか交通体系の確立に向け，公共交通機関の利便性向上や安全

で快適な自転車走行空間の形成とともに，歩いて楽しめる道路空間整備を図るなど，一体的な取組と

して推進する必要がある。 

 

（3）フォローアップの考え方 

基本計画に位置付けした事業等の進捗状況について確認するため，毎年調査を行い，目標指標への

効果を把握しながら，状況に応じて事業促進のための必要な措置を講じる。 
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［2］具体的事業の内容  

（1）法に定める特別の措置に関連する事業  

  該当なし  

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち，認定と連携した特例措置に関連する事業  

  該当なし  

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち，認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

  該当なし  

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業  

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業④公共交通の利便

性向上（バスサービスの充

実） 

 

【内容】 

公共交通であるバスの利便

性の向上を図る。 

＜主な施策＞ 

・バス停留所の見直し 

・運賃の見直し 

・共通乗車券・割引サービ

スの導入 

・高機能な車両の導入 

 

【実施時期】 

H28～ 

交通事

業者，水

戸市 

公共交通であるバスを使いや

すく便利なものに再生し，中心

市街地（都市中枢ゾーン）を訪

れやすくする環境を整えるもの

で，中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

〔支援措置〕 

○地域公共交

通確保維持改

善事業（地域

公共交通調査

等事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 

 

〔支援措置〕 

○地域公共交

通確保維持改

善事業（地域

公共交通バリ

ア解消促進等

事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 

 

〔支援措置〕 

○社会資本整

備総合交付金

（都市・地域

交通戦略推進

事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 
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【事業名】 

主要事業④公共交通の利用

促進 

 

【内容】 

公共交通に係る各種情報を

分かりやすく提供・案内し，

利用の促進を図る。 

＜主な施策＞ 

・共通サインシステムの導

入 

・インフォメーション施設

の整備 

・路線図・時刻表等の配布 

・モビリティマネジメント

の実施 

 

【実施時期】 

H28～ 

交通事

業者，水

戸市 

 過度に自動車に依存したライ

フスタイルから，公共交通をか

しこく併用するライフスタイル

への転換を図ることにより，公

共交通が集積する中心市街地

（都市中枢ゾーン）の優位性を

意識づけるもので，中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○地域公共交

通確保維持改

善事業（地域

公共交通調査

等事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 

 

〔支援措置〕

○社会資本整

備総合交付金

（都市・地域

交通戦略推進

事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 

 

【事業名】 

主要事業④バス路線の再編 

 

【内容】 

路線を主要方面別に再編す

るとともに，幹線・支線運

行（円滑な乗継）と直行運

行を組み合わせた効率的な

運行をするほか，水戸駅の

南北のバス乗り場で重複す

る機能の整理や共通サイン

システムの導入，運行間隔

の見直しなどにより，中心

市街地（都市中枢ゾーン）

での運行の整序化を図る。 

 

【実施時期】 

H28～ 

交通事

業者，水

戸市 

既存の交通資源を活用し，地

域の課題やニーズ等を踏まえな

がら，利用者の視点に立った分

かりやすいバス路線に再編する

もので，中心市街地（都市中枢

ゾーン）の活性化に必要な事業

である。 

 

 

 

〔支援措置〕 

○地域公共交

通確保維持改

善事業（地域

公共交通調査

等事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 
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【事業名】 

主要事業④都市核と拠点間

を結ぶ交通ネットワークの

強化 

 

【内容】 

都市核と拠点間を結ぶバス

ルートを創設し，公共交通

ネットワークの機能向上を

図ることで，有機的な機能

連携ネットワークの構築を

目指す。 

 

【実施時期】 

H28～ 

交通事

業者，水

戸市 

全ての人が安心して移動でき

る交通体系の実現に向け，都市

核を中心としたコンパクトな都

市構造の構築に資する交通ネッ

トワークの充実及び周辺地域を

結ぶ公共交通の利便性の向上を

図るもので，中心市街地（都市

中枢ゾーン）の活性化に必要な

事業である。 

〔支援措置〕 

○地域公共交

通確保維持改

善事業（地域

公共交通調査

等事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 

 

【事業名】 

主要事業④バス専用レーン

の規制徹底・拡充 

 

【内容】 

バス専用レーンの規制を徹

底・拡充することにより，

路線バスの定時性や速達性

の確保を図る。また，通時

的な路線バスの走行空間の

確保に向け，バス専用レー

ンの厳守，割り込み禁止等，

運転マナーの向上に関する

情報を発信する。 

 

【実施時期】 

H29～H30 

道路管

理者，茨

城県警

察 

中心市街地（都市中枢ゾーン）

のメインストリートは約1,800

本／日の路線バスの通行があ

り，特に通勤・通学時間帯には

一般車両等も含めた混雑によ

り，輸送能力の低下が見られる。 

この課題に対して，当該事業

はバス通行の円滑化によりまち

なかの公共交通利便性の向上に

資するもので，バス利用の促進，

誘客力の向上など，中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

○地域公共交

通確保維持改

善事業（地域

公共交通調査

等事業） 

 

〔実施時期〕 

H29～H30 

 

【事業名】 

超低床ノンステップバス導

入事業 

 

【内容】 

国・県との協調による支援

を行い，各バス事業者にお

ける超低床ノンステップバ

スの導入を促進する。 

 

【実施時期】 

H18～ 

水戸市 乗り降りしやすいノンステッ

プバスを導入することにより中

心市街地（都市中枢ゾーン）の

居住や来訪の機会増大を図るも

ので，中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

 

〔支援措置〕 

○地域公共交

通確保維持改

善事業（地域

公共交通バリ

ア解消促進等

事業） 

 

〔実施時期〕 

H28～R2 
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【事業名】 

主要事業④路線バス運行情

報を提供するシステムの構

築 

 

【内容】 

運行情報や所要時間等の情

報を利用者に提供するバス

ロケーションシステムを構

築する。 

 

【実施時期】 

H31～R5 

交通事

業者，水

戸市 

 まちなかの公共交通利便性の

向上のため，利用者の視点に立

ったわかりやすい情報の提供を

行うことにより，中心市街地（都

市中枢ゾーン）の来訪促進，商

店街等への回遊性の向上を図る

もので，中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

 

〔支援措置〕 

○地域公共交

通確保維持改

善事業（利用

環境改善促進

等事業） 

 

〔実施時期〕 

H31～R2 

 

 

（4）国の支援がないその他の事業  

事業名，内容 

及び 

実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を 

実現するための 

位置付け及び必要性 

国以外の 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 

主要事業④公共交通の利便

性向上（バスサービスの充

実）【再掲】 

 

【内容】 

公共交通であるバスの利便

性の向上を図る。 

＜主な施策＞ 

・バス停留所の見直し 

・運賃の見直し 

・共通乗車券・割引サービ

スの導入 

・高機能な車両の導入 

 

【実施時期】 

H28～ 

交通事

業者，水

戸市 

公共交通であるバスを使いや

すく便利なものに再生し，中心

市街地（都市中枢ゾーン）を訪

れやすくする環境を整えるもの

で，中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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【事業名】 

主要事業④公共交通の利用

促進【再掲】 

 

【内容】 

公共交通に係る各種情報を

分かりやすく提供・案内し，

利用の促進を図る。 

＜主な施策＞ 

・共通サインシステムの導

入 

・インフォメーション施設

の整備 

・路線図・時刻表等の配布 

・モビリティマネジメント

の実施 

 

【実施時期】 

H28～ 

交通事

業者，水

戸市 

 過度に自動車に依存したライ

フスタイルから，公共交通をか

しこく併用するライフスタイル

への転換を図ることにより，公

共交通が集積する中心市街地

（都市中枢ゾーン）の優位性を

意識づけるもので，中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

主要事業④自転車利用環境

整備計画の策定及び整備計

画に基づく事業の実施 

 

【内容】 

社会実験の効果検証を踏ま

え，本市における自転車利

用環境に関する基本方針を

定める「（仮称）水戸市自

転車利用環境整備計画」を

策定し，整備計画に基づく

事業を実施する。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸市 歩行者，自転車などクルマ以

外の利用者も含めた『多様な利

用者が安全・安心して共存』で

きる道路環境の創出を目指し，

『クルマ』主役の道路から安全

に利用できる『人中心の交通体

系』の一つとしての自転車利用

環境の構築へ向け，本市におけ

る自転車利用のあり方や自転車

の利用環境の整備に係る計画を

策定し，生活環境の向上，中心

市街地（都市中枢ゾーン）及び

その周辺地域におけるにぎわい

創出や観光施策に寄与すること

を目的とするもので，中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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【事業名】 

主要事業④レンタサイクル

事業の推進 

 

【内容】 

中心市街地（都市中枢ゾー

ン）の拠点施設となる文化

施設や観光施設にサイクル

ポートを設置し，レンタサ

イクルの機能拡充やコミュ

ニティサイクル等の整備を

行い，まちなかの街路を経

由した弘道館・水戸城跡周

辺地区，水戸芸術館・新市

民会館等の拠点相互のアク

セス向上を図るとともに，

千波公園等で実施するレン

タサイクル事業とも連携を

図り，中心市街地及び周辺

における回遊性の向上を図

る。 

 

【実施時期】 

H29～R5 

水戸市 中心市街地（都市中枢ゾーン）

の回遊性向上及び公共交通網の

補完のため，レンタサイクルや

コミュニティサイクルの事業に

取り組むとともに，中心市街地

及び周辺の観光資源への回遊コ

ースを構築して，観光客の回遊

性の向上を図ることにより，ま

ちなかへの回遊を促すもので，

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 

 

【事業名】 

主要事業④自転車駐車場拡

充 

 

【内容】 

まちなかに自転車を駐車で

きるスペースを整備し，自

転車利用の利便性の向上を

図る。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸市  自転車で気軽にまちなかを訪

れ，歩いて楽しめる環境をつく

り出すためには，まちなかに自

転車を駐車できるようにするこ

とが必要であり，中心市街地（都

市中枢ゾーン）の活性化に向け，

自転車ネットワーク計画を策定

し，自転車の駐車スペースにも

配慮しながら，自転車通行の増

加を図るためのもので，中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施時期〕 

― 
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【事業名】 

国道50号の有効活用 

 

【内容】 

関係機関で構成する検討組

織を立ち上げ，アクセスし

やすく，移動が容易になる

よう，将来的なまちなか交

通体系のあり方を含め，国

道50号の有効活用策につい

ての検討を行う。 

 

【実施時期】 

H28～ 

水戸市 

国・県 

関係事

業者 

メインストリートである国道

50号は，中心市街地（都市中枢

ゾーン）における交通の骨格で

あり，公共交通機関をはじめと

した自動車，自転車及び歩行者

が安全で安心して通行できる空

間としてのみならず，にぎわい

創出の空間として大変重要な役

割を果たすものである。したが

って，将来的なまちなか交通体

系を構築し，その有効活用を図

ることは，中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

〔支援措置〕 

該当なし 

 

〔実施期間〕 

― 
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◇4から8までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

 

 



120 

 

9．4から8までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項  

  

［1］市町村の推進体制の整備等   

（1）中心市街地活性化に係る担当の配置 

  中心市街地の活性化を図るため，産業経済部商工課を中心に関係部局を総括し，取組を進めている。 

表 1  担当の配置状況 

担当課 担当要員 

産業経済部商工課 11 名 

 

（2）庁内の連絡調整のための会議等 

横断的な庁内組織として「水戸市中心市街地活性化推進委員会」を設置しており，引き続き，本推

進委員会を中心に，中心市街地活性化に向けた事業の進行管理や課題の調整を図るものとする。 

表 2  推進委員会の構成 

委員長 主管副市長 

副委員長 その他の副市長 

委員 市長公室長，財務部長，産業経済部長，建設部長，都市計画部長，政

策企画課長，交通政策課長，財政課長，観光課長，建設計画課長，都

市計画課長，市街地整備課長，住宅政策課長，泉町周辺地区開発事務

所長 

関係職員 必要に応じて招集 

事務局 商工課 

 

表 3  推進委員会の活動状況 

平成 26 年 6 月 9 日 水戸市中心市街地活性化推進委員会 

(1) 水戸市中心市街地活性化基本計画策定基本方針について 

平成 27 年 8 月 5 日 水戸市中心市街地活性化推進委員会 

(1) 水戸市中心市街地活性化基本計画について 

平成 27 年 12 月 3 日 水戸市中心市街地活性化推進委員会 

(1) 水戸市中心市街地活性化基本計画（素案）について 

 

（3）市議会における審議の内容 

表 4  市議会における審議状況 

平成 26 年 7 月 9 日 水戸市産業水道委員会 

・中心市街地活性化に関する新たな計画策定について 

平成 27 年 5 月 8 日 水戸市議会産業水道委員会 

・水戸市中心市街地活性化ビジョン（第 3次）について 

平成 27 年 8 月 10 日 水戸市議会産業水道委員会 

・水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）骨子（素案）につい

て 
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（4）地域住民，有識者，民間事業者等を交えた中心市街地活性化に関する検討の実施 

表 5  地域住民，民間事業者等との協議状況 

平成 27 年 7 月 16 日 中心市街地活性化に係る中心市街地商店会との意見交換会 

・水戸市中心市街地活性化基本計画（国認定）の策定について 

平成 27 年 10 月 6 日 三の丸自治コミュニティ連合会との市政に係る意見交換会 

・水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）骨子（素案）につい

て 

平成 27 年 10 月 27 日 ふぁいぶたうんコミュニティとの意見交換会 

・水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）骨子（素案）につい

て 

 

（5）基本計画に対するパブリックコメントの実施 

  ① 題名 

    水戸市中心市街地活性化基本計画（認定計画）【素案】 

   

② 公表期間 

    平成 27年 12 月 21 日（月）～平成 28年１月 22 日（金） 

 

③ 公表方法 

・水戸市ホームページへの掲載 

・商工課（担当課）における閲覧・貸出 

・情報公開センターにおける閲覧・貸出 

・三の丸臨時庁舎１階，出張所（赤塚，常澄，内原），市民センター（31館）及び 

内原中央公民館における閲覧・貸出 

 

④ 市民等からの意見数 

   計 0人  0 件  
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［2］中心市街地活性化協議会に関する事項   

 

（1）協議会の概要 

水戸市中心市街地活性化協議会は，中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合

的かつ一体的に推進するため，2008（平成 20）年 10 月に水戸商工会議所と特定非営利活動法人「茨

城の暮らしと景観を考える会」が中心となり，関係機関，事業者等が参画し，設立された組織である。

協議会は，中心市街地におけるまちづくりの推進機関として，民間事業者，商店街及び地域団体など

多様な主体が行う事業の総合調整や活性化方策の企画，実施等に取り組んでいる。 

 

（2）構成員及び開催状況 

表 6 水戸市中心市街地活性化協議会会員名簿 

事業所名・団体 役職 根拠法令 備 考 

水戸商工会議所  会頭 
法第 15 条第 1項関係 

（商工会議所） 
会 長 

NPO 法人茨城の暮らしと景観を考える会  代表理事 
法第 15 条第 1項関係 

（中心市街地整備推進機構） 
副会長 

一般社団法人 水戸市商店会連合会  会長 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
監 事 

株式会社 水戸京成百貨店  代表取締役社長 
法第 15 条第 4項関係 

（商業者） 
 

一般社団法人 茨城県バス協会  会長 
法第 15 条第 4項関係 

（交通事業者） 
 

株式会社 常陽銀行  
常務執行役員 

本店営業部長 

法第 15 条第 8項関係 

（地域経済） 
 

学校法人 リリー文化学園  理事長 
法第 15 条第 8項関係 

（大学等） 
 

株式会社 茨城新聞社  代表取締役社長 
法第 15 条第 8項関係 

（地域メディア） 
監 事 

国立大学法人 茨城大学 人文学部准教授 
法第 15 条第 8項関係 

（大学等） 
 

水戸市  産業経済部長 
法第 15 条第 4項関係 

（市） 
 

常磐大学  
コミュニティ振興

学部教授 

法第 15 条第 8項関係 

（大学等） 
 

 

 

図 1  協議会の組織構成 

 

運営委員会 

組織運営部会 プロモーション部会 デザイン部会 産業創生部会 

中心市街地活性化協議会 
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＜運営委員会＞ 

①中心市街地活性化協議会総会へ上程する提案事項の調整 

②専門部会へ委託する事項及び委託成果品の全体調整・認定 

③その他協議会の運営全般に関する事項 

 

表 7  水戸市中心市街地活性化協議会運営委員会名簿 

    （順不同・敬称略） 

  所属団体・事業所等 根拠区分 

協
議
会
構
成
員
委
員 

水戸商工会議所 副会頭 共同設置者 

水戸商工会議所 中部ブロック協議会長 共同設置者 

水戸商工会議所 地域ビジョン委員会委員長 共同設置者 

NPO 法人茨城の暮らしと景観を考える会 代表理事 共同設置者 

（一社） 水戸市商店会連合会 会長 商業者 

駅前地区商店会 代表 商業者 

南町地区商店会 代表 商業者 

泉町地区商店会 代表 商業者 

大工町地区商店会 代表 商業者 

(株)水戸京成百貨店 取締役総務部長 商業者 

（一社） 茨城県バス協会 専務理事 交通事業者 

(株)常陽銀行 地域協創部 地域振興グループ次長 地域経済 

（学）リリー文化学園 専門学校 文化デザイナー学院 校長 都市福利事業者 

（学）リリー文化学園 専門学校 文化デザイナー学院 教務部長 都市福利事業者 

(株)茨城新聞社 営業企画部長 地域メディア 

茨城大学 人文学部 准教授 教育文化 

常磐大学 コミュニティ振興学部 教授 教育文化 

水戸市産業経済部 参事兼商工課長 市 

水戸市都市計画部 都市計画課長 市 

(株)横須賀満夫建築設計事務所 代表取締役 開発・整備 

法
定
外
構
成
委
員 

東日本旅客鉄道(株)水戸支社 企画室長 交通事業者 

（財）水戸市芸術振興財団 常務理事兼事務局長 教育文化 

水戸市駐車場業組合 会長 駐車場 

まちなか情報交流センター 所長 まちづくり事業 

まち里研究 学識経験者 

（財）常陽地域研究センター 理事・事務局長 学識経験者 

(株)常陽産業研究所 地域研究部次長 学識経験者 

NPO 法人茨城 NPO センター・コモンズ 常務理事 環境・コミュニティ 

泉町一丁目北地区市街地再開発準備組合 理事 開発・整備 

NHK 水戸放送局 副局長 地域メディア 

(株)クロサワ眼鏡店 常務取締役 商業者 

(有)宮本酒店 商業者 

(株)エーアイシー 代表取締役 商業者 

(株)ブックエース グループ広報室室長 商業者 

パーク(株) 代表取締役 商業者 

(株)葵建設工業 取締役営業部長 開発・整備 
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表 8  水戸市中心市街地活性化協議会専門部会 

部会名 協議事項 構成員数 

組織運営部会 全体的な組織的活動を支えるための統括・経営・支援 13 

プロモーション部会 

人々が訪れたくなるまちなかづくり（コミュニティ再生

と，インクルーシブかつ新しいライフスタイルをデザイ

ン，プロモート） 

18 

デザイン部会 

人々が暮らしたくなるまちなかづくり（メインストリー

トである大通りのリデザインと，新しい産業をインキュ

ベートする裡ミトづくり） 

15 

産業創生部会 

地域の経済をけん引するまちなかづくり（水戸のまちな

かにクリエイターを呼び込み，製造業型・付加価値型の

産業の再生・創生を実現する） 

16 

 

 

表 9 水戸市中心市街地活性化協議会開催状況 

  年月日 内容 

平成 26 年 5 月 12 日 水戸市中心市街地活性化協議会監事会 

平成 26 年 5 月 16 日 水戸市中心市街地活性化協議会調整会議 

平成 26 年 6 月 6 日 水戸市中心市街地活性化協議会調整会議 

平成 26 年 6 月 16 日 水戸市中心市街地活性化協議会運営委員会 

平成 26 年 6 月 27 日 水戸市中心市街地活性化協議会総会 

平成 26 年 7 月 9 日 水戸市中心市街地活性化協議会正副部会長会議 

平成 26 年 7 月 29 日 水戸市中心市街地活性化協議会調整会議 

平成 26 年 8 月 8 日 水戸市中心市街地活性化協議会正副部会長会議 

平成 26 年 8 月 19 日 水戸市中心市街地活性化協議会部会長会議 

平成 26 年 9 月 3 日 水戸市中心市街地活性化協議会調整会議 

平成 26 年 9 月 12 日 水戸市中心市街地活性化協議会正副部会長会議 

平成 26 年 11 月 17 日 水戸市中心市街地活性化協議会正副部会長会議 

平成 27 年 2 月 2 日 水戸市中心市街地活性化協議会部会長会議 

平成 27 年 2 月 5 日 水戸市中心市街地活性化協議会部会長会議 

平成 27 年 2 月 9 日 水戸市中心市街地活性化協議会調整会議 

平成 27 年 2 月 9 日 水戸市中心市街地活性化協議会部会長会議 

平成 27 年 2 月 17 日 水戸市中心市街地活性化協議会運営委員会 

平成 27 年 2 月 25 日 水戸市中心市街地活性化協議会総会 

平成 27 年 2 月 27 日 「水戸市中心市街地活性化ビジョン（素案）に対する意見書」提出 

平成 27 年 4 月 15 日 水戸市中心市街地活性化協議会運営委員長・部会長会議 

平成 27 年 4 月 24 日 水戸市中心市街地活性化協議会監事会 

平成 27 年 5 月 13 日 水戸市中心市街地活性化協議会認定中心市街地活性化基本計画に関

する意見交換会 

平成 27 年 5 月 13 日 水戸市中心市街地活性化協議会運営委員長・部会長会議 
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平成 27 年 5 月 22 日 水戸市中心市街地活性化協議会運営委員会 

平成 27 年 5 月 27 日 水戸市中心市街地活性化協議会通常総会 

平成 27 年 11 月 4 日 水戸市中心市街地活性化協議会運営委員長 

平成 27 年 11 月 4 日 水戸市中心市街地活性化協議会部会長会議 

平成 27 年 12 月 11 日 水戸市中心市街地活性化協議会認定中心市街地活性化基本計画（素

案）の説明会 

平成 28 年 1 月 28 日 水戸市中心市街地活性化協議会運営委員会 

平成 28 年 1 月 28 日 水戸市中心市街地活性化協議会臨時総会 

令和 3 年 2 月 5 日 水戸市中心市街地活性化協議会臨時総会 

 

表 10 水戸市中心市街地活性化協議会各部会開催状況 

年月日 内容 

平成 26 年 7 月 17 日 水戸市中心市街地活性化協議会交流・賑わい部会 

平成 26 年 7 月 24 日 水戸市中心市街地活性化協議会リ・デザイン部会 

平成 26 年 8 月 6 日  水戸市中心市街地活性化協議会リ・デザイン部会 

平成 26 年 8 月 6 日  水戸市中心市街地活性化協議会交流・賑わい部会 

平成 26 年 8 月 7 日  水戸市中心市街地活性化協議会イメージ戦略部会 

平成 26 年 8 月 21 日 水戸市中心市街地活性化協議会交流・賑わい部会 

平成 26 年 9 月 5 日  水戸市中心市街地活性化協議会交流・賑わい部会 

平成 26 年 9 月 9 日  水戸市中心市街地活性化協議会リ・デザイン部会 

平成 26 年 9 月 11 日 水戸市中心市街地活性化協議会イメージ戦略部会 

平成 26 年 9 月 18 日 水戸市中心市街地活性化協議会リ・デザイン部会 

平成 26 年 9 月 30 日 水戸市中心市街地活性化協議会交流・賑わい部会 

平成 26 年 10 月 2 日 水戸市中心市街地活性化協議会イメージ戦略部会 

平成 26 年 10 月 2 日 水戸市中心市街地活性化協議会リ・デザイン部会 

平成 26 年 10 月 20 日 水戸市中心市街地活性化協議会リ・デザイン部会 

平成 26 年 11 月 6 日 水戸市中心市街地活性化協議会交流・賑わい部会 

平成 26 年 11 月 11 日 水戸市中心市街地活性化協議会リ・デザイン部会 

平成 26 年 11 月 12 日 水戸市中心市街地活性化協議会イメージ戦略部会 

平成 27 年 1 月 22 日 水戸市中心市街地活性化協議会イメージ戦略部会 

平成 27 年 1 月 23 日 水戸市中心市街地活性化協議会リ・デザイン部会 

平成 27 年 1 月 26 日 水戸市中心市街地活性化協議会交流・賑わい部会 

平成 27 年 3 月 13 日 水戸市中心市街地活性化協議会組織運営部会 

平成 27 年 3 月 23 日 水戸市中心市街地活性化協議会組織運営部会 

平成 27 年 5 月 14 日 水戸市中心市街地活性化協議会組織運営部会 

平成 27 年 5 月 22 日 水戸市中心市街地活性化協議会プロモーション部会 

平成 27 年 5 月 23 日 水戸市中心市街地活性化協議会プロモーション部会 

平成 27 年 5 月 25 日 水戸市中心市街地活性化協議会デザイン部会 

平成 27 年 6 月 1 日  水戸市中心市街地活性化協議会デザイン部会 

平成 27 年 6 月 2 日  水戸市中心市街地活性化協議会産業創生部会 

平成 27 年 6 月 3 日  水戸市中心市街地活性化協議会プロモーション部会 

平成 27 年 6 月 8 日  水戸市中心市街地活性化協議会組織運営部会 

平成 27 年 6 月 11 日 水戸市中心市街地活性化協議会デザイン部会 

平成 27 年 6 月 12 日 水戸市中心市街地活性化協議会プロモーション部会 

平成 27 年 6 月 17 日 水戸市中心市街地活性化協議会産業創生部会 
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平成 27 年 6 月 24 日 水戸市中心市街地活性化協議会プロモーション部会 

平成 27 年 6 月 25 日 水戸市中心市街地活性化協議会デザイン部会 

平成 27 年 6 月 29 日 水戸市中心市街地活性化協議会組織運営部会 

平成 27 年 7 月 2 日  水戸市中心市街地活性化協議会プロモーション部会 

平成 27 年 7 月 7 日  水戸市中心市街地活性化協議会デザイン部会 

平成 27 年 7 月 14 日 水戸市中心市街地活性化協議会産業創生部会 

平成 27 年 7 月 23 日 水戸市中心市街地活性化協議会デザイン部会 

平成 27 年 7 月 23 日 水戸市中心市街地活性化協議会プロモーション部会 

平成 27 年 7 月 28 日 水戸市中心市街地活性化協議会組織運営部会 

平成 27 年 8 月 3 日  水戸市中心市街地活性化協議会組織運営部会 

平成 27 年 11 月 5 日 水戸市中心市街地活性化協議会合同部会 

平成 27 年 11 月 12 日 水戸市中心市街地活性化協議会プロモーション部会 

平成 27 年 11 月 12 日 水戸市中心市街地活性化協議会デザイン部会 

平成 27 年 11 月 18 日 水戸市中心市街地活性化協議会組織運営部会 

平成 27 年 11 月 19 日 水戸市中心市街地活性化協議会組織運営部会 

平成 27 年 11 月 24 日 水戸市中心市街地活性化協議会組織運営部会 

平成 28 年 1 月 14 日 水戸市中心市街地活性化協議会組織運営部会 

 

（3）まちづくり会社設立に向けた動向 

① これまでの経緯 

年月日 内容 

平成 25 年 12 月 19 日 中心市街地活性化協議会運営委員会 

…事業主体としての組織づくりの提案あり 

平成 26 年 6 月 27 日 中心市街地活性化協議会通常総会 

…部会にて「まちづくり会社」の協議開始 

平成 26 年 11 月 21 日 ＢＩＤ（まちづくり会社）研修 

…水戸商工会議所と中心市街地活性化協議会の共催 

平成 26 年 12 月 10 日 メインストリートプログラム実践セミナー 

…南町 2，3丁目商店街振興組合主催 

平成 27 年 2 月 27 日 中心市街地活性化ビジョンに対する意見書 

…まちづくり会社の必要性を盛り込む 

平成 27 年 5 月 27 日 中心市街地活性化協議会通常総会 

…主要事業「水戸まちづくり会社の具体化検討」 

平成 27 年 6 月 2 日 部会等にて「まちづくり会社」について検討開始 

平成 27 年 6 月 22 日 丸亀町商店街視察 

…水戸商工会議所地域ビジョン委員会主催 

平成 27 年 7 月 27 日 ひたちなかまちづくり会社についての意見交換会 

…水戸商工会議所地域ビジョン委員会主催 

平成 27 年 11 月 20 日 丸亀町商店街理事長講演会 

…水戸商工会議所と中心市街地活性化協議会の共催 

平成 28 年 2 月 24 日 水戸商工会議所にて「まちづくり会社検討懇談会」の開催（構成

員：正副会頭，各委員長） 

平成 28 年 3 月 25 日 第 2 回「まちづくり会社検討懇談会」 
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② 個別検討会 

年月日 内容 

平成 27 年 6 月 17 日 産業創生部会にて概要検討 

平成 27 年 7 月 14 日 水戸商工会議所会頭協議 

平成 27 年 9 月 4 日  水戸商工会議所会頭協議 

平成 27 年 10 月 23 日 水戸商工会議所会頭協議 

平成 27 年 11 月 2 日 具体化に向けた「検討会」開始 

平成 27 年 11 月 24 日 組織運営部会に中間報告 

平成 27 年 12 月 1 日 水戸商工会議所会頭協議 

平成 27 年 12 月 7 日 第 2 回「検討会」 

平成 27 年 12 月 18 日 第 3 回「検討会」 

平成 28 年 1 月 17 日 第 4 回「検討会」 

平成 28 年 2 月 14 日 第 5 回「検討会」 

平成 28 年 2 月 15 日 水戸商工会議所副会頭協議 

平成 28 年 3 月 4 日  水戸商工会議所副会頭協議 

               

③ 設立を予定する「まちづくり会社」の概要 

名  称 まちづくり会社 MITO（株式会社） 

所 在 地 水戸市中心市街地内 

設  立 平成 28 年 11 月（予定） 

 

④ 事業内容 

・ 建物やエリアの物語を紡ぎ共感の輪を広げるリノベーション事業 

・ 水戸マルシェ，駅前バザールなどの拠点整備事業 

・ 水戸らしいライフスタイルのプロモーション事業 

・ 不動産等の総合管理運営業務 

・ 大通り沿いの再開発事業の模索 

・ 大通りの魅力向上等，中心市街地活性化協議会の活動支援 

 

④  設立スケジュール 

平 成 28 年 2 月 ～ 水戸商工会議所による「まちづくり会社検討懇談会」 

平 成 2 8 年 8 月  発起人会（趣意書，設立起案書，事業計画，出資についての協議） 

平 成 2 8 年 9 月  出資募集 

平 成 28 年 1 0 月 発起人会（出資確認，事業計画の確認，役員候補者選定，事務局

設置場所選定） 

平 成 28 年 1 1 月 設立総会，設立登記 
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（4）基本計画の作成に際して協議会から提出された意見書 

 

 



129 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 
 

 



131 

 

 

 

 

 



132 

 

 

（5）協議会の規約 

 

水戸市中心市街地活性化協議会規約 

 

第1章 総 則  

（名称）  

第1条 本会は，「水戸市中心市街地活性化協議会（以下，「協議会」という。）」と称する。  

（目的）  

第2条 協議会は，水戸市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的

に推進するため，水戸市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及び民間事業者が作

成する計画の実施に関し，必要な事項を協議し，水戸市中心市街地の活性化の推進と発展に寄与するこ

とを目的とする。  

（活動）  

第3条 協議会は，その目的を達成するため，次の活動を行う。  

 （1）中心市街地の活性化に係る総合調整に関する事項  

   ア 水戸市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事

項についての意見提出  

   イ 水戸市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整  

   ウ 水戸市中心市街地の活性化に関する会員相互の意見及び情報交換  

   エ 水戸市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施  

   オ 中心市街地活性化のための勉強会，研修及び情報交換  

   カ その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施  

 （2）中心市街地の活性化に係る事業に関する事項  

   ア 市街地整備改善事業に関すること  

   イ 都市福利施設整備事業に関すること  

   ウ 街なか居住促進事業に関すること  

   エ 商業活性化事業に関すること  

   オ 交通ネットワーク事業に関すること  

 （3）その他，中心市街地の活性化に関すること   

（事務所）  

第4条 協議会の事務所は，水戸商工会議所内に置く。  

（公告の方法）  

第5条 協議会の会員及び議事録は，水戸商工会議所ホームページ及び水戸まちなかナビにおいて公開す

るほか，必要に応じて水戸商工会議所会報への掲載，水戸市報及び記者クラブへの配信等を行う。  

  

 第2章 会 員  

（協議会会員の構成）  

第6条 協議会は，次の者をもって構成する。  

（1）水戸商工会議所  

（2）特定非営利活動法人 茨城の暮らしと景観を考える会  

（3）水戸市  

（4）中心市街地活性化法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者  

（5）前各号に掲げるもののほか，協議会において特に必要があると認める者  

2 前項第4号に該当する者であって，協議会の構成員でないものは，自己を協議会の構成員として加え

るよう協議会に申し出ることができる。この場合においては，協議会は，正当な理由がある場合を除き，
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当該申出を拒むことができない。  

（タウンマネージャー）  

第7条 協議会運営の全般に関する指導・助言を受けるために，必要に応じてタウンマネージャーを置く

ことができる。タウンマネージャーは協議会の同意を得て会長が指名する。  

（オブザーバー）  

第8条 協議会の活動に関わる法令等の指導・助言を得るために，必要に応じてオブザーバーを置くこと

ができる。オブザーバーは協議会の同意を得て会長が指名する。  

（入会）  

第9条 会員として入会しようとする者は，入会申込書により会長に申し込み，協議会の承認を得なけれ

ばならない。  

（退会）  

第10条 会員は，協議会を退会しようとするときは，その旨を会長に届けなければならない。  

（会費）  

第11条 会費は，必要に応じ別途定める。  

（除名）  

第12条 会員が協議会の名誉を毀損し，又は協議会の設立の趣旨に反する行為をしたときは，総会にお

いて4分の3以上の同意により，これを除名することができる。  

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは，除名の議決を行う総会において，その会員に弁明

の機会を与えなければならない。  

  

 第3章 役 員  

（役員）  

第13条 協議会に次の役員を置く。  

 （1）会長  1名  

 （2）副会長 1名  

 （3）監事  2名  

2 会長は，水戸商工会議所会頭とする。  

3 副会長及び監事は協議会の承認を得て，会長が会員の内から選任する。  

4 役員の任期は3年とする。ただし，再任を妨げない。  

5 役員は非常勤とする。  

（職務）  

第14条 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。  

2 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。  

3 監事は，協議会の会計を監査する。  

  

第4章 会 議  

（総会）  

第15条 総会は，年1回以上開催し，活動報告及び収支決算，活動計画及び収支予算，規約の改正，役員

の選出その他協議会が必要と認める事項を審議する。  

2 総会は，会員をもって構成する。  

3 総会は，会員の半数以上が出席しなければ，議事を開き議決することができない。  

4 総会は，会長が招集し，会長が議長となる。  

5 総会の議事は，出席者の過半数をもってこれを決し，可否同数のときは，議長の決するとこ 

ろによる。  

（運営委員会）  

第16条 協議会の下に，協議会会員及び法定外構成員（法第15条8項）から構成する運営委員会を置く。  
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2 運営委員会は会長の指示を受け，次に掲げる事項を所掌する  

（1）中心市街地活性化協議会総会へ上程する提案事項の調整  

（2）専門部会へ委託する事項の調整  

（3）その他協議会の運営全般に関する事項の調整  

3 運営委員会の法定外構成員は協議会の同意を得て会長が指名する。  

4 運営委員会は，委員長，副委員長，運営委員で構成する。  

5 委員長，副委員長，運営委員は，協議会の同意を得て会長が指名する。  

6 運営委員長が必要と認めたときは，オブザーバーも出席できる。  

7 運営委員会は，委員長が招集し，委員長が議長となる。  

8 運営委員会は，委員の3分の2以上の出席をもって成立する。  

9 運営委員会の議事は，出席者の過半数をもってこれを決し，可否同数のときは，議長の決するところ

による。  

（専門部会）  

第17条 運営委員会の下に，「組織運営部会」「プロモーション部会」「デザイン部会」「産業創生部

会」の専門部会を設置する。  

2 専門部会は，運営委員会からの委託を受け，具体的な計画内容の推進に関する協議を基に運営委員会

へ協議結果の報告を行う。  

3 専門部会の正副部会長および部会委員は，運営委員長が協議会の事業内容に応じて選任する。  

  

第5章 会 計  

（会計年度）  

第18条 協議会の会計年度は，毎年4月1日から翌年3月31日までとする。  

（収入・支出）  

第19条 協議会の収入は，負担金，補助金及びその他の収入による。  

2 協議会の支出は，調査費，通信費，事務費，会議費その他運営に要する経費とする。  

  

第6章 事務局  

（事務局）  

第20条 協議会の事務を処理するために，水戸商工会議所内に事務局を置く。  

  

第7章 解 散  

（解散）  

第21条 総会の議決に基づいて解散する場合は，会員の4分の3以上の同意を得なければならない。  

2 協議会が解散した場合においては，協議会の収支は解散の日をもって打ち切り，会長がこれを決算す

る。  

  

第8章 規約の廃止  

（規約の廃止）  

第22条 本規約は，第21条の解散をもって廃止する。  

  

附 則  

1 本規約は，平成20年10月22日から施行する。  

2 この規約に定めるもののほか，協議会に関し必要な事項は，会長が会議に諮って定める。  

3 第17条（専門部会）の改正規定は，平成26年6月27日から施行する。  

4 第17条（専門部会）の改正規定は，平成27年2月25日から施行する。  
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［3］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進等   

 

（1）客観的現状分析，ニーズ分析に基づく事業及び措置の集中実施 

  ① 統計的データの客観的な把握・分析 

  「1．中心市街地の活性化に関する基本的な方針」の「［2］水戸市の現状に関する統計的なデ

ータの把握・分析」の欄に，統計的データによる客観的な把握・分析を記載。 

  ② 地域住民のニーズ等の客観的な把握・分析 

    「1．中心市街地の活性化に関する基本的な方針」の「［3］水戸市民のニーズ等の把握・分析」

の欄に，市民アンケート，居住者アンケート，生活者アンケートに基づく把握・分析を記載。 

  ③ 前計画に基づく取組の把握・分析 

   「1．中心市街地の活性化に関する基本的な方針」の「［4］これまでの中心市街地に対する取

組」の欄に，前計画の取組状況に基づく把握・分析を記載するとともに，「［5］中心市街地活

性化の課題」の欄に，その把握・分析を踏まえた課題を記載。 

 

 

（2）様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連携・調整 

中心市街地活性化の主役は市民を含む民間であり，今後は，時代の変化に対応し，迅速かつ機動的

に事業を推進できる組織及び推進にあたって中心的な役割を担う人材確保の重要性がますます高ま

ってくると考えられる。そこで，中心市街地のエリアマネジメントを中心的に担う人材の確保，民間

主体の新たな組織づくりに向けた検討を進める。 

 

図 2 推進体制関係図 

 

 

 

【水戸市】 

〇水戸市中心市街地活性化推進委員会 

・事業推進 

・フォローアップ 

【事業実施主体】 

商工会議所，商店街団体，民間事業者，

市民団体，各種団体など 

 

【水戸市中心市街地活性化協議会】 

・水戸市が作成する中心市街地活性化の計画及びその実施に関しての意見 

・事業の総合調整 

・調査研究 

・勉強会，研修及び情報交換 

・活動の企画及び実施 
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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項  

  

［1］都市機能の集積の促進の考え方   

  

（1）水戸市第6次総合計画（平成26年3月）再掲 

・ 都市核の機能強化について，次のように位置付けている。 

 水戸都市圏における広域的な拠点性を持つ「都市核」として，都市の発展，魅力の発信をリ

ードしていくため，これまでの中心市街地の区域を見直し，更なる機能強化に向けた新たな区

域を設定します。そして，歴史的資源や文化的資源を生かしながら，多くの人が集い，にぎわ

い，交流を創出する様々な都市中枢機能の連携強化と一層の集積を図るとともに，再開発等に

よる交流拠点づくりや人と環境にやさしいまちなか交通体系の整備に加え，まちの活性化に向

けたソフト事業を総合的に展開しながら，にぎわいあふれる都市核としての中心市街地の再生

を目指します。 

 

図 1  第 6 次総合計画における都市空間整備計画イメージ図 
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（2）水戸市都市計画マスタープラン（第2次）（平成27年3月）再掲 

2015（平成 27）年 3月に策定された都市計画マスタープランでは，将来の社会情勢の変化にも柔軟

に対応できる持続可能な都市構造として，都市機能や居住機能が集積した「持続可能なコンパクトな

まち」を将来像として目指すこととしている。 

都市核については，都市中枢機能の強化と更なる集積を図るとともに，定住化の推進や歩いて暮ら

せる歩行環境の整備，市街地再開発事業による交流拠点づくりを総合的に展開しながら，魅力的な都

市空間の形成を図ることとしている。 

 

 

図 2  将来都市構造図（水戸市都市計画マスタープラン（第 2次）） 
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（3）水戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成28年3月）再掲 

〔1〕策定の趣旨 

本戦略は，将来的な人口減少が避けられない中，自主・自立したまちづくりを進めていくため，

そして，県都として，水戸都市圏のリーダーとしての役割を果たしていくため，歴史と伝統，芸術・

文化，豊かな自然など，水戸ならではの個性と魅力を高め，にぎわいと交流を創出しながら，訪れ

てみたい，住んでみたいと思われるような，選ばれる魅力あるまちの構築に向けた実効性のある施

策を積極的かつ集中的に推進していくため策定する。 

 

〔2〕基本的な考え方 

  本戦略は，水戸市第6次総合計画－みと魁プラン－に掲げた将来都市像「笑顔あふれる安心快適

空間 未来に躍動する 魁のまち・水戸」の実現を目指していくことを基本に，国のまち・ひと・

しごと創生総合戦略における4つの基本目標を踏まえ，次の3つの視点に重点を置いた計画とする。 

そして，「しごと」が「ひと」を呼び，「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとと

もに，その好循環を支える「まち」に活力を取り戻していくことを目指し，好循環を生み出す基軸

となる「ひと」が，生き生きと暮らしていくことのできる環境づくりを進める。特に，人口ビジョ

ンで明らかにされたように，地域経済や文化の発展をリードする若い世代の人口減少に歯止めをか

けるため，地元からの流出抑制及び新たな流入の促進に重点化を図る。 

                                              

◎重点を置く3つの視点 

① しごとの創生 

本市における重点課題である戦略的観光をはじめ，商業，農業，工業，さらには，新たな産業

など，あらゆる分野の産業について，地域の資源や特性を生かした振興，持続的な発展を推進す

るとともに，幅広い分野における企業や事業所の誘致に取り組みながら，雇用の創出を図る。 

② ひとの創生 

本市に住んでみたいと思われる，選ばれる居住環境の整備とともに，大学等と連携しながら，

地域の活性化を担う人材の育成やしごとの創生に取り組み，若い世代の定住化を図る。また，子

どもを安心して生み，健やかに育てやすい環境整備とともに，将来の水戸を創造し，リードして

いくことのできる人材育成の視点に立った水戸らしい教育の充実を図り，若い世代が希望をかな

えられるまちづくりを推進する。 

③ まちの創生 

しごとの創生，ひとの創生を支える基盤づくりとして，人口減少社会に対応できる水戸市の地

域特性を踏まえたコンパクトシティの実現に向け，都市中枢機能の集積や交通ネットワークを構

築し，まちの活性化を図る。あわせて，県都として，水戸都市圏のリーダーとして，広域的な経

済・生活圏の活性化をリードする。 

 

〔3〕戦略の期間 

本戦略は，2019（令和元）年度を目標年度とし，計画期間は， 2015（平成27）年度から2019（令

和元）年度までの5か年とする。 
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［2］都市計画手法の活用   

■特別用途地区等の活用について 

・中心市街地の活性化に関する施策を総合的に推進するとともに，都市機能の分散を抑制し本市の目

指す「持続可能なコンパクトなまち」を実現するため，2016（平成 28）年 2月の水戸市都市計画審

議会を経て，市内の準工業地域約 152ha に係る特別用途地区の都市計画及び特別用途地区における

建築物の制限に関する条例について，2016（平成 28）年 4月から施行した。 

 

図 3  準工業地域の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指定する地区＞ 

 地区名 面積 

① 上水戸地区 16.0 

② 城東地区 25.5 

③ 水戸駅地区 23.5 

④ 赤塚駅地区 21.0 

⑤ 千波・笠原地区 64.5 

⑥ 内原駅地区 1.5 

 合計 152.0 

 

○法手続き等の経緯 

平 成 27 年 9 月 地元説明会 

平 成 27 年 11 月 公聴会の開催 

平 成 28 年 1 月 都市計画案の縦覧 

平 成 28 年 2 月 水戸市都市計画審議会の開催 

平 成 28 年 3 月 特別用途地区条例議会提案，決定告示 

平 成 28 年 4 月 特別用途地区条例の施行 

 

○制限内容 

劇場，映画館，演芸場若しくは観覧場又は店舗，飲食店，展示場，遊技場，勝馬投票券発売所，

場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分（劇場，映画館，

演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては，客席の部分に限る。）の床面積の合計が 1 万平

方メートルを超えるもの 
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［3］都市機能の適正立地，既存ストックの有効活用等   

1．中心市街地における公共公益施設の分布状況 

 
図 4  中心市街地（都市中枢ゾーン）の歴史的資源の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 5  中心市街地（都市中枢ゾーン）及び周辺の文化的資源の分布状況 
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図6  中心市街地（都市中枢ゾーン）及の社会的資源の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施設 

歴史的資源 

偕楽園 ●弘道館 ●水戸城跡 水戸城薬医門 

●彰考館跡 水戸東武館 ●東照宮 常磐神社 

千波湖 水戸市水道低区配水塔 
 

  

文化的資源 

●水戸芸術館 水戸市立博物館 ●みと文化交流プラザ 水戸市国際交流センター 

●水戸市平和記念館 水戸市立中央図書館 ●茨城県立図書館 茨城県立歴史館 

東町運動公園 常陽史料館 ●常陽藝文センター   

社会的

資源 

公共 

機関 

水戸税務署 水戸財務事務所 
●関東農政局水戸地域セン

ター 
●水戸地方法務局 

水戸地方検察庁 ●水戸地方裁判所 水戸合同庁舎 ●茨城県三の丸庁舎 

茨城県合同庁舎 ●水戸警察署 水戸市役所 
●水戸市役所三の丸臨時庁

舎 

●三の丸市民センター ●五軒市民センター ●水戸中央郵便局   

教育・ 

子育て 

●水戸市立三の丸小学校 水戸市立五軒小学校 
●茨城大学教育学部附属幼

稚園・小学校 
●水戸市立第二中学校 

茨城県立水戸第一高等学校 
●茨城県立水戸第二高等学

校 

●茨城県立水戸第三高等学

校 
大成女子高等学校 

●常磐大学高等学校 ●水戸市大町子育て支援・多世代交流センター（わんぱーく・みと）  

医療 

機関 
●水戸協同病院 水戸赤十字病院     

●は中心市街地（都市中枢ゾーン）内に立地 
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2．中心市街地における大規模小売店舗の立地状況 

 

図7 水戸市内及び近郊大規模小売店舗の分布状況（H26.10月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 店舗名 区分 店舗名 

10,000 ㎡ イオンモール水戸内原 1,000 ㎡ サンキ吉沢店 

超 ●京成百貨店 超 カスミ平須店 

 山新グランステージ水戸 5,000 ㎡ ヨークベニマル新原店 

 ●ＭＹＭ（丸井水戸店） 以下 姫子ファッションモール 

 ●水戸駅ビル エクセル  FOOD OFF ストッカー常澄店 

 MEGA ドン・キホーテ上水戸店  ヨークベニマル浜田店 

 スーパービバホーム水戸県庁前店  ケーヨーデイツー水戸河和田店 

5,000 ㎡ ●水戸駅ビル エクセルみなみ  カワチ薬品赤塚店 

超 ケーズデンキ水戸本店  ピーシーデポ水戸店 

10,000 ㎡ 水戸笠原ショッピングセンター  マックスバリュ堀町店 

以下 ライフスクエアロゼオ水戸  ワンダーグー水戸笠原店 

 ヨークタウン赤塚  ●ＣＯＭＢＯＸ310 

 フレスポ赤塚  ワンダーレックス水戸姫子店 

 ツインズ笠原  セイブ千波店・ドラッグてらしま千波店 

 ヤマダ電機テックランド水戸本店  セイブけやき台店 

1,000 ㎡ 茨交ショッピングセンター浜田  セイブ袴塚店 

超 ケーズデンキ水戸内原店  ヨークベニマル双葉台店 

5,000 ㎡ 千波ショッピングプラザ  サンユーストアー千波店・ツルハドラッグ千波西店 

以下 エスコート赤塚  カワチ薬品新原店 

  山新渡里店  カワチ薬品渡里店 

  水戸鑑定団  マルト元吉田店 

  百合が丘マーケットプレイス  ジョイフル山新水戸赤塚店 

  コープ水戸店   FOOD OFF ストッカー渡里店 

  ステーションコム河和田店   パワーマート見川店 

  ミオスショッピングセンター   洋服の青山水戸元吉田店 

  山新水戸駅南店   パワーマート住吉店 

  茨城県開発公社ビル   シュープラザ水戸姫子店 

  トイザらス水戸店   紳士服のコナカ水戸本店 

  一周館ビル   サンユーストアー渡里店 

  FOOD OFF ストッカー上水戸店   ファッションセンターしまむら内原店 

  フードスクエア水戸見川店   セイブ元吉田店 

  ●は中心市街地（都市中枢ゾーン）内に立地  
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［4］都市機能の集積のための事業等   

 都市機能の集積に向けて行う主な事業は以下のとおりである。 

 

【市街地を整備改善するための事業】 

・ 主要事業①泉町 1丁目北地区市街地再開発事業 

・ 泉町 1丁目北地区周辺のまちづくりの推進 

・ 水戸芸術館東地区駐車場整備事業 

・ 主要事業③水戸駅北口地区のまちづくりの推進（旧リヴィン跡地） 

・ 南町地区道路空間整備事業 

・ 主要事業②弘道館・水戸城跡周辺地区における道路空間整備事業 

・ 主要事業②弘道館・水戸城跡周辺地区における歴史的景観づくりの推進 

・ 主要事業③旧ユニー水戸店跡地の活用促進 

 

【都市福利施設を整備するための事業】 

・ 主要事業①新市民会館整備事業 

・ 主要事業②水戸城建造物の整備（大手門・二の丸角櫓・土塀） 

・ わんぱーく・みとを核とした多様な子育て支援・多世代交流の推進 

・ まちなかの保育ニーズに対応した保育サービスの充実 

・ 高齢者支援センターによる高齢者支援及び居住サービスの充実 

・ 水戸協同病院新病院整備事業 

 

【まちなか居住を推進するための事業】 

・ 主要事業⑤まちなか共同住宅整備促進事業 

・ 主要事業⑤子育て世帯まちなか住みかえ支援事業 

・ 主要事業⑤住宅リフォーム助成事業 

・ 主要事業⑤リノベーションによる居住環境整備事業 

・ 主要事業⑤民間住宅活用型市営住宅事業 

・ 民間事業者共同住宅整備促進事業 

 

【商業活性化のための事業】 

・ 主要事業③水戸駅北口地区のまちづくりの推進（旧リヴィン跡地）【再掲】 

・ 主要事業③企業誘致推進事業 

・ 主要事業③中心市街地における商業施設等の立地促進事業 

・ 主要事業③空き店舗対策事業 

・ 主要事業③まちなかリノベーション事業 

・ 主要事業③コワーキングスペース運営事業 

・ 主要事業③創業支援事業の推進 

・ 主要事業③商店街活力アップ事業 

・ 主要事業③商店街活力向上事業 

・ 主要事業①水戸芸術館パートナーショップ制度の導入，推進 

・ 主要事業③ポケットパーク等市民が憩える空間づくり 

・ 主要事業③メインストリート街路の緑化推進 

・ 主要事業①コンベンション誘致活動の推進 

・ 主要事業②世界遺産登録推進事業 

・ 水戸黄門まつり 

・ 水戸の梅まつり 
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・ 水戸まちなかフェスティバル 

・ 水戸黄門漫遊マラソン 

・ オセロの聖地・みと・発信プロジェクト 

・ 主要事業①水戸市芸術祭の開催 

・ 主要事業①「芸術のまち」をテーマとした誘客促進施策の実施 

・ みと・ＨＩＫＡＲＩ・プロジェクト 

・ 主要事業④周遊バス運行等による観光資源間の移動利便性向上事業 

・ 主要事業④散策ルートを活用した観光資源と周辺市街地の回遊性向上事業 

・ 主要事業③旧ユニー水戸店跡地の活用促進【再掲】 

・ 主要事業③創業支援事業計画に基づく事業 

・ 主要事業③ワンコイン商店街の開催 

・ 主要事業③水戸まちなかゼミ＆まちカルの開催 

・ クリエイティブリーダー育成事業 

・ 文化コンテンツ強化プロジェクト 

・ 創造的活動支援事業 

・ クリエイティブ起業家支援事業 

・ まちなか職業体験事業 

・ まちなか拠点づくり 

・ 水府提灯ロマンティクス事業 

・ まちなかの食文化発信事業 

 

【4から7までの事業及び措置と一体的に推進する事業】 

・ 主要事業④公共交通の利便性向上（バスサービスの充実） 

・ 主要事業④公共交通の利用促進 

・ 主要事業④バス路線の再編 

・ 主要事業④都市核と拠点間を結ぶ交通ネットワークの強化 

・ 主要事業④バス専用レーンの規制徹底・拡充 

・ 超低床ノンステップバス導入事業 

・ 主要事業④路線バス運行情報を提供するシステムの構築 

・ 主要事業④自転車利用環境整備計画の策定及び整備計画に基づく事業の実施 

・ 主要事業④レンタサイクル事業の推進 

・ 主要事業④自転車駐車場拡充 

・ 国道 50 号の有効活用 
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11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項  

  

［1］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

本計画の上位計画である水戸市中心市街地活性化ビジョンにおいては，水戸市第 6次総合計画や

都市計画マスタープラン等で示された，市全体のまちづくりの方向性との整合を図り，にぎわいあ

ふれる中心市街地の再生に向けた中長期的な活性化のビジョンを描いている。 

当該ビジョンにおいては，都市中枢ゾーンと本市の重要な資源である偕楽園・千波湖を含むエリ

アにおいて，歴史的資源や文化的資源を生かしながら，更なる機能強化を図ることとしている。そ

して，回遊性の向上，連携強化などによるネットワーク化を図り，一体感を高めることで，まちな

か全体の魅力を向上させ，広域都市圏の中心地として，歴史，文化を未来へつなぐまち，地域経済

の持続的な循環を促す街を目指している。 

本計画では，ビジョンで定めるまちなかの将来像の実現に向けて，中長期的な活性化の視点に留

意しながら，都市中枢ゾーンの都市機能の増進と経済活力の向上に重点的かつ集中的に取り組むと

ともに，水戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略において重点を置く 3つの視点等（しごとの創生，

ひとの創生，まちの創生）も踏まえながら，取組を進める必要がある。 

 

［2］都市計画等との調和 

 

【本計画位置付け図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

水戸市中心市街地活性化ビジョン 

計画期間（9年間）  

2015（平成 27）年度～2023（令和 5）年度 

 計画区域 約 570ha 

水戸市第 6 次総合計画 

●基本構想(15 年間) 構想期間：2014(平成 26)年度～2028(令和 10)年度 

●基本計画(10 年間) 計画期間：2014(平成 26)年度～2023(令和 5)年度 

◎魁のまちづくり重点プロジェクト Project4 

～人が集い，地域経済の活性化をリードする～ 

まちなかにぎわい・活力創造プロジェクト 

◎各論 2－1 魅力ある都市機能の充実 

2－1－1 都市核（中心市街地）の強化 

都市計画マスタープラン 

水戸市中心市街地活性化基本計画 

計画期間（5年 9か月）  

2015（平成 27）年度～2021（令和 3）年度 

 計画区域 約 157ha 

 

 

集中的な取組 

水戸市まち・ひと・しごと総合戦略 
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（1）水戸市第6次総合計画（平成26年3月） 

水戸都市圏における広域的な拠点性を持つ「都市核」として，都市の発展，魅力の発信をリードし

ていくため，これまでの中心市街地の区域を見直し，更なる機能強化に向けた新たな区域を設定する。

そして，歴史的資源や文化的資源を生かしながら，多くの人が集い，にぎわい，交流を創出する様々

な都市中枢機能の連携強化と一層の集積を図るとともに，再開発等による交流拠点づくりや人と環境

にやさしいまちなか交通体系の整備に加え，まちの活性化に向けたソフト事業を総合的に展開しなが

ら，にぎわいあふれる都市核としての中心市街地の再生を目指すこととしている。 

 

（2）水戸市都市計画マスタープラン（平成27年3月） 

都市核（中心市街地）については，都市中枢機能の強化と更なる集積を図るとともに，定住化の推

進や歩いて暮らせる歩行環境の整備，市街地再開発事業による交流拠点づくりを総合的に展開しなが

ら，魅力的な都市空間の形成を図ることとしている。 

 

（3）水戸市中心市街地活性化ビジョン（平成 27年 3 月） 

中心市街地については，コンパクトで持続可能な都市経営における核としての役割を果たす地区と

して，「成熟社会に対応した都市生活の魅力を誰もが十分に味わえる中心市街地」，「新しい時代

の生活・文化を育む場としての中心市街地」を目指し，「多様な人々が活動し，交流するにぎわ

いづくりに向けたリデザイン」，「多様な人々が快適に過ごせる環境づくりに向けたリデザイ

ン」 ，「多様な人々が活力を生かせる産業創生に向けたリデザイン」の 3つの基本理念を掲げている。

これらを踏まえ，まちなかの将来像を「多様な人々が集い，暮らし，働き，皆が魅力を味わえる，快

適でにぎわいのある水戸のまちなか」と定めている。 

 

（4）水戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成28年3月） 

〔まちの創生〕 

しごとの創生，ひとの創生を支える基盤づくりとして，人口減少社会に対応できる水戸市の地域

特性を踏まえたコンパクトシティの実現に向け，都市中枢機能の集積や交通ネットワークを構築

し，まちの活性化を図る。あわせて，県都として，水戸都市圏のリーダーとして，広域的な経済・

生活圏の活性化をリードする。 

 

［3］その他の事項 

 

（1）水戸市公共交通基本計画の策定と推進 

中心市街地（都市中枢ゾーン）には，水戸駅を中心に鉄道，バスの広域ネットワークが形成されて

おり，各種公共交通機関の利便性や効率性の向上は，市外，郊外からの誘客や中心市街地への回遊性

のみならず，まちなか居住における生活利便性の向上等に重要である。 

このことについて水戸市では，平成28年度より「水戸市公共交通基本計画」に基づき，交通事業者

等との連携により，より安全で利便性の高い公共交通の整備に向けた各種事業を実施することとして

いる。 

 

（2）定住自立圏構想の策定 

  茨城県県央地域に位置する9市町村（水戸市，笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市，茨城町，

大洗町，城里町，東海村）の首長で構成する「県央地域首長懇話会」において，都市間連携，協働の

取組を進めている中で，定住自立圏構想についても議論が重ねられ，構成9市町村で「茨城県央地域

定住自立圏」の形成を目指していくこととなった。 

  水戸市は，平成27年7月8日に「中心市宣言」を行い，近隣の市町村と連携し，地域住民に必要な生
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活機能の確保等を図るため，中心的な役割を担う意思を表明している。 

 

中 心 市 宣 言 

 

水戸市は，首都東京から約 100 キロメートルの距離にあり，関東平野の北東端に位置する茨城県の

県庁所在市で，水戸徳川家の城下町として栄え，商業，業務，文化，行政等の都市 機能を集積しなが

ら発展してきました。 

市域のほぼ中央には，日本三名園の一つである偕楽 園や千波湖を中心とした大規模な公園・緑地が

広がり，毎年2月から3月に開催される「水戸の梅まつり」の時期には，県内はもとより県外からも多く

の観光客が訪れています。 

主な交通網として，鉄道ではＪＲ常磐線により，水戸駅を中心に東京方面や東北方面と結ばれていま

す。また，高速道路網では常磐自動車道，北関東自動車道により東京をはじめ近隣の都市とも結ばれて

おり，北関東における中核都市の一翼を担っています。 

水戸市が位置する県央地域には，高速道路網のほか，重要港湾である茨城港常陸那珂港区及び大洗港

区，さらには，北関東唯一の空港である茨城空港が立地しており，陸・海・空の交通ネットワークが形

成されています。 

また，偕楽園のほか，国営ひたち海浜公園，大洗サンビーチ海水浴場，笠間芸術の森公園等の多くの

観光施設とともに，Ｊ-ＰＡＲＣ（大強度陽子加速器施設）や那珂核融合研究所等の最先端科学の研究

施設が立地するなど，多様な地域資源を有しています。昨今は，茨城町や大洗町等にまたがる涸沼が，

国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録されたことから，その保全に努めるとともに，地域資

源として新たな活用が期待されています。 

県央地域に位置する水戸市，笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町及

び東海村の9市町村は，地域の資源を活用し，地域全体の活性化に向けて相互に連携して取り組んでい

くために，平成 20 年1月に「県央地域首長懇話会」を設置しました。これまで，公の施設の広域利用

や相互応援協定の締結をはじめ，広域観光キャンペーンを通じた誘客宣伝事業，さらには，原子力安全

対策の強化に向けた取組など幅広い分野で連携を図り，住民福祉の向上と地域の活性化に努めてきたと

ころです。 

人口減少・少子高齢化が進展する今日，地方においては，将来にわたって地域を維持・発展させてい

くため，定住促進や雇用の創出など，地方創生に向けた取組を重点的に進めています。取組の効果をさ

らに高めていくためには，圏域の市町村が一体となって生活機能の維持・確保等を図り，地域の活性化

に向け，より一層協働・連携して取り組んでいく必要があります。 

このため，水戸市は，県央地域における市町村と相互の役割分担の下にさらなる連携を図り，茨城県

央地域定住自立圏を形成し，中心市として圏域の住民が安心して暮らすことのできる地域づくりに全力

で取り組んでいくことを宣言します。 

 

平成 27 年 7 月 8 日 水戸市長 高 橋 靖 
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12．認定基準に適合していることの説明  

基 準 項 目 説 明 

第1号基準 

基本方針に

適合するも

のであるこ

と 

意義及び目標に関する事項 「1．中心市街地の活性化に関する基本的な方針」

及び「3．中心市街地の活性化の目標」に記載 

認定の手続  「9．4 から 8までに掲げる事業及び措置の総合的

かつ一体的推進に関する事項」に記載 

中心市街地の位置及び区域に

関する基本的な事項  

「2．中心市街地の位置及び区域」に記載 

4から8までの事業及び措置の

総合的かつ一体的推進に関す

る基本的な事項  

「9．4 から 8までに掲げる事業及び措置の総合的

かつ一体的推進に関する事項」に記載 

中心市街地における都市機能

の集積の促進を図るための措

置に関する基本的な事項  

「10．中心市街地における都市機能の集積の促進

を図るための措置に関する事項」に記載 

その他中心市街地の活性化に

関する重要な事項  

「11．その他中心市街地の活性化のために必要な

事項」に記載 

第2号基準 

基本計画の

実施が中心

市街地の活

性化の実現

に相当程度

寄与するも

のであると

認められる

こと 

中心市街地の活性化を実現す

るために必要な4から8までの

事業等が記載されていること  

「4．土地区画整理事業，市街地再開発事業，道

路，公園，駐車場等の公共の用に供する施設の整

備その他の整備改善に関する事項」から「9．4か

ら 8までに掲げる事業及び措置と一体的に推進す

る事業に関する事項」に記載 

基本計画の実施が中心市街地

の活性化の実現に相当程度寄

与するものであることが合理

的に説明されていること  

「3．中心市街地の活性化の目標」に記載 

第3号基準 

基本計画が

円滑かつ確

実に実施さ

れると見込

まれるもの

であること 

事業の主体が特定されている

か，又は，特定される見込みが

高いこと  

各事業の実施主体に記載 

事業の実施スケジュールが明

確であること 

各事業の実施時期に記載 

 


